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平成19年２月28日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計予算

○議案第２号 平成19年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計予算

○議案第26号 知事等の給与及び旅費に関する

条例等の一部を改正する条例

○議案第27号 職員の給与に関する条例及び市

町村立学校職員の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第30号 恩給並びに他の地方公共団体の

退職年金及び退職一時金の基礎

となるべき在職期間と職員の退

職年金及び退職一時金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第33号 公益法人等への職員の派遣等に

関する条例の一部を改正する条

例

○議案第34号 宮崎県行政手続条例の一部を改

正する条例

○議案第38号 全国自治宝くじ事務協議会への

新潟市及び浜松市の加入並びに

これに伴う全国自治宝くじ事務

協議会規約の一部変更について

○議案第39号 包括外部監査契約の締結につい

て

○議案第43号 平成18年度宮崎県一般会計補正

予算(第４号)

○議案第44号 平成18年度宮崎県開発事業特別

（ ）資金特別会計補正予算 第１号

○議案第54号 宮崎県行政機関設置条例の一部

を改正する条例

○議案第55号 宮崎県国民保護対策本部及び宮

崎県緊急対処事態対策本部条例

の一部を改正する条例

○議案第58号 知事等の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例

○議案第59号 職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例の一部を改

正する条例

○議案第61号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例等の一部を改正す

る条例

○議案第67号 宮崎県部等設置条例の一部を改

正する条例

○議案第68号 宮崎県副知事の定数を定める条

例

○議案第70号 知事等の給与の特例に関する条

例

○議案第71号 平成18年度宮崎県一般会計補正

予算(第５号)

○報告事項

・宮崎県国民保護計画の変更について

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・新たな県総合計画の策定について

・県民の声の内容について

・入札・契約制度改革に関する基本的な考え方

について

・新たな財政改革推進計画（案）の見直し方針

案

・宮崎県防災の日の選定について

出席委員（８人）

委 員 長 萩 原 耕 三
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副 委 員 長 満 行 潤 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 米 良 政 美

委 員 坂 元 裕 一

委 員 由 利 英 治

委 員 野 辺 修 光

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策本部

総 合 政 策 本 部 長 野 中 憲 二

総合政策本部次長 宮 本 尊

部参事兼総合政策課長 渡 邊 亮 一

部参事兼秘書広報課長 吉 瀬 和 明

統 計 調 査 課 長 山 田 敏 代

広 報 企 画 監 高 藤 和 洋

総 務 部

嗣副 知 事 河 野 俊

総 務 部 次 長
丸 山 文 民

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
長 友 秀 隆

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長 佐 藤 勝 士

部参事兼総務課長 米 良 剛

部参事兼人事課長 稲 用 博 美

行 政 経 営 課 長 米 原 隆 夫

職 員 厚 生 課 長 鈴 木 高

財 政 課 長 和 田 雅 晴

税 務 課 長 萩 原 俊 元

危 機 管 理 室 長 日 髙 昭 二

消 防 保 安 室 長 押 川 利 孝

出納事務局

事 務 局 長 美濃田 健

会 計 課 長 森 山 美 隆

物 品 管 理 課 長 水 元 重 次

人事委員会事務局

事 務 局 長 渡 辺 義 人

総 務 課 長 井 黒 学

職 員 課 長 福 村 英 明

監査事務局

事 務 局 長 甲 斐 景早文

監 査 第 一 課 長 福 島 順 二

監 査 第 二 課 長 川 越 長 敏

議会事務局

事 務 局 長 後 藤 仁 俊

事 務 局 次 長 河 野 喜 和

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 高 屋 道 博

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 古 谷 信 人

ただいまから総務政策常任委員○萩原委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付してあります日程案のとおり、本日

。より補正予算関係議案について審査を行います

当初予算関係議案については明日以降審査する

ことで考えておりますが、御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
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御異議ないようでございますの○萩原委員長

で、それでは、そのように決定いたします。

執行部入室のために暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案等について説

明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

おはようございます。○野中総合政策本部長

本日御審議いただきます議案の概要につきま

して御説明をさせていただきます。

お手元にお配りしております常任委員会の説

明資料というのがあると思いますが、この表紙

をめくっていただきまして目次をごらんいただ

きたいと思います。

本日御説明いたします議案でございますが、

議案第43号「平成18年度宮崎県一般会計補正予

算 、議案第44号「平成18年度宮崎県開発事業特」

別資金特別会計補正予算 、以上の２件でござい」

ます。

右側の１ページの方を見ていただきます。補

。 、正予算総括表というのをつけております まず

議案第43号の18年度の補正予算についてでござ

いますが、これは国庫委託費の決定や執行残等

に伴う補正でございまして、総合政策本部全体

で6,338万3,000円の減額補正をお願いいたして

おります。それから、議案第44号の開発事業特

別資金の補正についてでございますけれども、

これは宮崎県開発事業特別資金への本年度の積

立金の額が確定したということでの補正でござ

います。補正額は45万7,000円の増額補正をお願

いいたしております。

以上の補正によりまして、総合政策本部の補

正後の額につきましては、同じ１ページの一番

下の方でございますけれども、総合政策本部計

の一番右端に記載しておりますが、16億559

万3,000円でございます。

補正予算の詳細につきましては、後ほど関係

課長の方から御説明させていただきます。

次に、その他の報告事項が２件ございます。

２ページをお開きいただきたいと存じますが、

本会議でも知事がお答えいたしましたとおり、

知事のマニフェストや県政が抱えます諸課題を

踏まえまして、知事の任期に合わせた４年間の

新たな総合計画を策定することといたしており

ます。

次に、４ページの方をお開きいただきたいと

思いますが 「県民の声」の内容についてでござ、

います。先般の委員会で御質問がございました

「県民の声」の内容につきまして、平成16年度

から昨年暮れまでに受けました約3,300件の県民

の声、これにつきまして整理をいたしました。

以上の２件の詳細につきまして、後ほど関係課

長の方から説明をさせていただきます。

私の説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。

それでは、総合政策課の○渡邊総合政策課長

補正予算について御説明いたします。

お手元の「平成18年度２月補正歳出予算説明

資料 、この分厚い資料でございますが、これの」

９ページをお開きいただきたいと思います。

総合政策課の補正予算といたしましては、一

番上の行でございますけど 総額で3,246万5,000、

円の減額補正をお願いしております。内訳は、

、２行目の一般会計が3,292万2,000円の減額補正

２行下でございますけど、特別会計が45万7,000

円の増額補正でございます。
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それでは、主な内容について御説明いたしま

す。１枚おめくりいただきまして11ページをご

らんいただきたいと思います。

初めに、上から５行目の（事項）東京事務所

費でありますが、478万1,000円の減額補正をお

願いしております。これは東京事務所の運営に

。係る事務費等に執行残を生じたものであります

次に、その下の（事項）職員費、東京事務所

職員の人件費でございますが、1,013万7,000円

の減額補正をお願いしております。これは職員

。が減員となったこと等による減額でございます

１枚おめくりいただきまして12ページをお開

きいただきたいと思います。

中ほどの（事項）県計画総合推進費でござい

ます。651万6,000円の減額補正をお願いしてお

ります。これは主に、元気みやざき県民運動展

開事業におきまして、当初予定しておりました

サポーターのつどいの開催を見送ったこと等に

より、執行残が生じたものでございます。

次に、一番下の（事項）宮崎県雇用・産業再

生指針推進費でありますが、784万円の減額補正

をお願いしております。これは地域ビジネス創

造事業におきまして支援採択事業が当初予定を

下回ったため、補助金に執行残を生じたことに

よるものでございます。

次に、14ページをお開きいただきたいと思い

ます。１枚おめくりいただきます。開発事業特

別資金特別会計でございます。

中ほどの（事項）積立金でございますが、こ

れは一般会計への繰出金の減額に伴い、積立金

を増額するものでございます。

次に、一番下の（事項）繰出金でございます

が、これは資金充当事業の事業費が減額となっ

たことに伴い、一般会計への繰出金を減額する

ものであります。

補正予算については以上でございます。

次に、委員会資料に戻っていただきまして、

委員会資料の２ページをお開きいただきたいと

思います。

新たな県総合計画の策定について御説明を申

し上げます。

２ページ、３ページにわたりまして策定の趣

旨等書いておりますが、２ページの上の方を見

ていただきますと、まず、策定の趣旨でござい

ますが、県政の刷新・再生を目指し、知事のマ

ニフェストや県政が抱える課題を踏まえ、新し

い県政運営の基本的な考え方、あるいは施策の

内容、さらには具体的な数値目標などを盛り込

んだ新たな総合計画を策定することとしており

ます。

位置づけでございますが、今後本県が取り組

んでいく基本的な施策の枠組みを示した政策大

綱ということでございまして、現計画にかわる

。新たな総合計画と位置づけたいと思っています

計画期間は、知事の任期に合わせて４年とす

る予定でございます。

内容でございますが、基本的な考え方を４で

まとめています。まず、１つ目でございますけ

ど、本県が直面する課題を踏まえまして、中長

期的に目指すべき姿、あるいはその実現に向け

ての基本姿勢をまず明らかにするということ。

それから、現在の県政課題、知事のマニフェス

トを踏まえた重点施策を計画の中心に位置づけ

るということ。それから、３つ目でございます

、 、が 分野別の施策体系及び施策につきましては

現計画の施策の基本方向との継続性を確保しつ

つ必要な見直しを行うということにしておりま

す。

それで、この分野別の施策につきましては、

現計画も大体３分の２ほど割いているわけでご
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ざいます。この中身については、実は各事項ご

とに分野別の計画がいろいろあります。我々の

方で数えてみますと、県の方で、例えば観光基

本計画とか農業基本計画とかいろいろあるわけ

でございます。こういうのが80ぐらいありまし

て、その計画と長期計画に掲げているいろんな

施策とかなり二重記載しておりまして、もう

ちょっと計画のすみ分けをしようということで

今回考えております。そういう意味で、また書

きで書いてありますように、施策の掲げ方につ

きましては、基本的な施策、あるいは基本的な

施策の方向といいますか、そういうものにとど

めるということにしまして、詳細な施策・事業

については、それぞれの部門別計画あるいは毎

年の予算事業などにゆだねるということにした

いというふうに考えております。したがいまし

て、例えば現計画は、ここに持ってきておりま

すが、330ページほどの厚さなんですが、実はそ

の３分の２、約230ページぐらいを部門別計画に

割いております。それにつきましては基本的な

施策の方向のみを書きまして、具体的には、先

ほど言いました部門別の計画にそれぞれそれに

基づいて書いていただく。そして今回の計画の

中心は、先ほど２つ目に言いましたように、知

事のマニフェスト等を踏まえた重点施策の具体

的な施策プラン、実行計画、そういうものに力

点を入れた計画にしようかというふうに思って

おります。

それから、４年計画につきましては、従来、

計画というのは５年、10年というのが常識的に

はそうなんですが、最近は、長期計画は知事の

任期１期１期を一つのタームにした計画という

。 、 、のが少しずつ出てきております 特に 最近は

マニフェスト型の知事選挙、首長選挙はそうい

う形が非常に強くなってきていまして、政策実

現のための任期、いわゆる知事がそれを実現す

るための期間ということで県民の負託を受けて

いる、そういう位置づけが非常に色濃くなって

きておりまして、そういう意味で知事の任期に

合わせた期間の計画をつくるということにして

おります。

それから、３ページでございますが、策定の

方法でございます。１つは総合計画審議会とい

うのがあります。この総合計画審議会に諮問を

行いまして答申をいただくという形をとろうか

と思っています。それから、今回初めての試み

なんですが、総合計画審議会に計画部会という

のをつくります。計画部会をつくりまして、こ

こで集中的に議論をやって検討を加えていくと

いうことにしたいと思っています。この計画部

会には県外からの有識者、専門委員ということ

で加えて議論、検討をやっていこうかと思って

います。それから、ここにありますように、庁

内には計画策定検討委員会、次長等を中心とし

た構成で議論をやっていくということでござい

ます。

それから、策定のスケジュールでございます

が、６月の上旬までに計画を決定したいという

ことで、それに間に合うように今後総合計画審

議会等運営をやっていくつもりでございます。

よろしくお願いしたいと思います。以上でご

ざいます。

秘書広報課の補正予算に○吉瀬秘書広報課長

つきまして説明いたします。

歳出予算説明資料の方に戻っていただきまし

、 。て 17ページをお開きいただきたいと思います

秘書広報課の２月の補正予算は、3,278万9,000

円の減額をお願いいたします。この結果、補正

後の予算額につきましては、右から３番目のと

ころに書いておりますが、５億1,475万3,000円
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となります。

主なものを説明いたしますが、次の19ページ

をお開きいただきたいと思います。

まず （事項）職員費でございますが、これは、

職員の数の減に伴います執行残でございまし

、 。て 2,237万1,000円減額するものでございます

次に （事項）秘書業務費が245万7,000円の減、

額、その下の（事項）広報活動費749万6,000円

と（事項）広聴活動費46万5,000円の減額でござ

いますが、いずれも物件費等の執行残による補

正減でございます。

秘書広報課は以上でございます。

常任委員会資料の４ページ○高藤広報企画監

をお開きください 「県民の声」の内容について。

御説明をいたします。受け付け件数等の状況に

つきましては、６月議会の常任委員会で御報告

させていただいたところでございますが、今回

。は内容につきましてその概要を報告いたします

まず、１の件数についてでございますが、受

け付けでは、葉書１通、メール１通等を１件と

してカウントしておりますが、１件に複数の意

見が盛り込まれているものがありますため、意

見件数が受け付け件数よりも多くなっておりま

す。意見等の件数につきましては、表の下の欄

に書いてありますとおり、１年につき大体1,000

件を超える意見をいただいているところでござ

います。

意見の内容等についてでございますが、２の

①種別でございます。これにつきましては、下

の方に書いておりますように、県施策への提案

等を含む意見、県施策の改善等に言及している

要望、不満を述べている苦情という区分で分け

ております。そうしますと、表にございますと

おり、要望・苦情が約６割から７割を占めてお

ります。特に、18年度につきましては、官製談

、合事件等の関係で多数の県民の声をいただいて

苦情が約半数、46％という結果になっておりま

す。

次に、５ページの②の内容別分類について説

明いたします。意見等の内容を分類しますと、

表の下の方に書いておりますが、各年度約70ぐ

らいのグループに分けることができます。その

中で上位20ぐらいを並べておるのが上の表でご

ざいます。この20で全体の約７割を占めており

ます。年度ごとの特徴的なものといたしまして

は、16年度の１番目、知事関係がございます。

これにつきましては、中身は念書問題が非常に

ありました。16年度の一番下から２番目の19番

目、イラク問題、これは日本人の人質事件に宮

崎県出身者が含まれておりまして、そのことが

連日報道されたことが影響しておると思われま

す。

それから、17年度でございますが、まず、１

の海岸でございます。これは平成16年の台風災

害による赤江浜の災害復旧工事に係る意見等が

多く寄せられたものでございます。４番目の災

害につきましては、９月の台風14号の被害等に

ついて多くの意見が寄せられたものでございま

す。また、この中には宮崎市の断水についての

苦情も多く含まれております。19番目に県税が

ございますが、これは自動車税等の県税に加え

まして、森林環境税の導入に対する意見も含ま

れております。

18年度でございますが、１番目の談合は、11

月から12月にかけての官製談合事件の関係でご

ざいます。それから、14番目の文化についてで

ございますが、これは県の総合博物館にありま

す県民文化ホールの廃止に対する意見が寄せら

れたというのが特徴でございます。

次に、毎年度意見が多いものについて申し上
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げますと、ここに書いておりますとおり、道路

とか観光、交通、教育、そういう県民生活に密

着した分野の意見が多くなっております。その

中身を見ますと、それぞれ内容は多岐にわたっ

ておるんですが、主なものを見てみますと、道

路では、東九州自動車道の整備促進とか、一ッ

葉有料道路の料金の値下げとか、そういうもの

でございます。観光では、スポーツキャンプの

誘致、青島の活性化、サーフィンを初めとする

マリンスポーツの振興、交通では、日豊本線の

高速化・複線化、車両に対する苦情などもござ

いました。バス路線につきましても、利便性が

悪いとかそういうふうな話もありまして、17年

の台風14号で被災した高千穂鉄道の復興、こう

いうものもございます。教育関係では、教職員

の資質向上や処分基準に対するあり方、養護学

校の整備を初めとした特別支援教育の充実、学

校におけるいじめ対策などでございます。河川

では、台風による水害対策の充実、河川敷等の

使用許可、一ツ瀬川とか小丸川の濁水対策が出

ております。医療では、県立病院での対応、県

立病院の医師確保等の体制の整備、不妊治療制

度の充実、補助制度が欲しいというふうな意見

がございました。人事では、職員の不祥事とか

職員の給与関係、懲戒処分、職員関係では、職

員の対応が悪いとか、公用車での運転マナーの

問題 申請受け付けなどの手続対応などが挙がっ、

ております。

これらの結果につきましては、庁内各課と情

報を共有しながら県政運営の参考にしてまいり

たいと考えております。

統計調査課の補正予算に○山田統計調査課長

ついて御説明いたします。

分厚い方の歳出予算説明資料の21ページをお

開き願います。統計調査課の補正予算としまし

ては、一番上の行でございますが、232万8,000

円の増額補正をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。１枚おめくりいただきまして23ページをご

らんください。上から４行目の（目）統計調査

総務費につきましては1,707万9,000円の増額補

正をお願いしております。この主なものは、そ

の下の行の（事項）職員費の1,717万9,000円の

増額でございまして、これは職員の３名増など

によるものでございます。

次に、中ほどの（目）委託統計費につきまし

ては1,434万2,000円の減額補正をお願いしてお

ります。このうち主なものとしましては、１枚

おめくりいただきまして24ページをごらんくだ

さい 上から２つ目の 事項 委託統計諸費の310。 （ ）

万6,000円の減額補正でございますが、これにつ

きましては、統計調査課の運営経費などの減額

によるものでございます。

次に、中ほどの（事項）事業所・企業統計調

、査費の555万6,000円の減額補正でございますが

これにつきましては、市町村交付金のうち、調

査員報酬単価の変更による減額が主な理由でご

ざいます。

これら委託統計費に関しましては、すべて国

庫委託決定に伴う補正でございます。

統計調査課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○萩原委員長

た。まず、議案関係についての質疑はございま

せんか。

１つだけ。14ページですけど､審議○米良委員

会開催等に関する事務費の積立金ですが、これ

は性格的にはどういうものでしたか、ちょっと

教えてください。

開発事業特別資金特別会○渡邊総合政策課長
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計という、九電の株を県の方で持っておりまし

て、これをここに書いてあります事業に充てる

ということで､これにつきましては条例で決まっ

ておりまして、宮崎県開発事業特別資金特別会

計条例というのがありまして、ここで事業をや

ることになっています。この経緯は､実は、小丸

川水系の県営の発電所、これが当時、戦前でご

ざいますけど、日本発送電株式会社に強制譲渡

されまして、それを戦後になりまして九州電力

が引き継いだわけでございますが、その際に、

もともとこの２つの発電所は県のものだったわ

けですが、その返還運動が起きまして、その代

償として112万株、当時、額面で５億6,000万円

余の九州電力の株を取得しました。その株の配

当金をもとに宮崎県開発事業特別資金というの

を条例で決めまして、資源の総合的な開発を促

進し、産業の振興を図るということで、まず当

初は小丸川周辺のいろんな開発事業等に投資を

しておったんですが、その後、広く使うように

なりまして、この使途については、毎年審議会

というものがありまして、その審議会に知事が

諮問して、答申を得て事業を決定しているとい

う中身でございます。事業に充てるわけでござ

いますが、当然残がありまして、それが積立金

として残っていくということでございまして 17、

年度末の現在高ですが、４億7,900万残があると

ころでございます。そういう性格のものでござ

います。

12ページ、宮崎県雇用・産業再生○緒嶋委員

指針推進費、マイナス784万円、これは雇用の維

持とか創出を目的とするものであれば、こうい

うのは今、減額するということがどうかなと。

これは本当は増額しないといかんような予算だ

と思うんですね。こういう状況というのはどう

いうふうに理解すればいいんですか。

雇用・産業再生指針推進○渡邊総合政策課長

費の784万の減額は、下の方の13ページになりま

すけど、地域ビジネス創造事業というのがあり

ます。これが2,000万ぐらい予算があったわけで

すが、この支援補助金なんですが、支援対象事

業がなくて、この分の減額が784万の中身でござ

います。それで、我々としましては、この地域

ビジネス創造事業につきましては、できるだけ

広く活用していただくように広報等も努めまし

て事業を展開していたんですが、採択件数が少

なくて、ことしの場合は全体で15件応募件数が

ありまして採択は11件でございました。例年採

択は７件ほど、16年度からこの事業は始まって

おりますが、16年が７件、17年が７件でござい

、 、まして ことしはたくさん採択をしたんですが

それだけ補助金を申請されなかったということ

で、予算枠としてはかなり確保していたんです

けど、最終的にはこういう形になったというこ

とでございます。

やはりこういうのは雇用創出とい○緒嶋委員

う意味から、もうちょっとＰＲというか、それ

。も足らんのかなという気もせんでもないんです

そういう点含めて雇用の確保というのは、県民

。生活で一番重要な私はポイントだと思うんです

これは商工関係のいろいろな事業もあるわけで

すが、ここあたりは強力に進めていかんと、100

社誘致しても１万人の雇用ができるかどうかと

、いうのが一番の懸念材料でもあるわけですので

このあたりにはやはり市町村含めて力を入れて

いかないといけないんじゃないかというふうに

思いますので、今後の展開についてはいろいろ

と知恵を出していただきたいということを要望

しておきます。

11ページ、総合政策課、東京○満行副委員長

事務所費とその職員費ですけれども、減額とい
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うことなんですけれども、１人人員減というの

はお聞きをしましたが、前知事の不祥事等で東

京事務所の事業が当初の計画どおりうまくいか

なかったとかそういうこともあっての減なのか

どうか、そこのところだけ確認をお願いいたし

ます。

これは、実は、東京事務○渡邊総合政策課長

所の技術員、公用車の運転手でございますが、

それを委託に切りかえたということで技術員が

１名減になりました。そういうことで、今回の

事件等で減になったということとは関係ありま

せん。

議案について質疑はございませ○萩原委員長

んか。

それでは、次に、その他の報告事項について

質疑はありませんか。

、○米良委員 資料で御説明をいただきましたが

２ページの新たな総合計画の策定でございます

が、前知事が志半ばにしてああいうことになっ

たというその期間といいましょうか、３年有余

の間、知事も相当のマニフェストを持って、皆

さんがそれを受けて長期計画なるものを策定を

した。その時間と浪費というのは相当なものが

。 、 、あったと思うんですよ 恐らく 総合政策課長

それにあなた方は没頭しておったと言っても過

言ではないと思いますが、幸い、課長が２ペー

ジでお話がありましたように、１期１期こたえ

ていく予算の配分ということで安心をしました

が、これから県政ということを考えたとき、大

方、前の安藤知事の総合計画なるものの一つの

認識といいましょうか、あるいは地域的な開発

に向けての大きな期待というのがあったと思う

んですよ。ただ、あくまでもどこ辺までそれを

継続して展開をしていくのかというのが大きな

課題として私は懸念をしておったんですけれど

も、ややもすると、今度の知事のマニフェスト

。というのは網羅的なものが多いと思うんですよ

しいて言えば、地域も余りわからない、あるい

は地域的な大きな課題といいましょうか、そう

いうものにどう県民の期待にこたえていくかと

いうことを考えたときに、もう少し踏み込んで

いかなきゃならん時間的なものが私は欲しいと

いうことを考えたときに、あくまでも、さっき

課長がおっしゃったように、部門別計画あるい

は前知事が引きずってきた計画を継続的に県政

の中で反映をしていくというのが非常に私は大

事だと思うんですよ。そこ辺を課長いみじくも

おっしゃいましたが、それぞれの地域の大きな

課題を考えたときに、それぞれの部局あるいは

出先も含めて、皆さんがどうそれをつないでい

、 、くかということが一番 総花的でありますけど

大事な部分になってくると思いますから、そこ

らあたりの取り組みをもう一回課長、聞かせて

くれませんか。

今回の議会でも、知事の○渡邊総合政策課長

方は、よい政策はよい政策として継続していく

ということを言明されました。我々としまして

も、基本的に今回のマニフェスト、知事が申し

上げましたように、組み立て方と整理の仕方、

体系化にちょっと違いがある。今の長期計画に

いろんな施策を書いておりますが、基本的にそ

んなにずれはないと我々は認識しております。

したがいまして、問題は重点化の置き方なんだ

ろうと思っているんです。そのあたりをちゃん

と今度の総合計画の方に位置づけてやる。それ

ともう一つは、当然あのマニフェストは限界が

あります。県政は広範囲にわたるわけでござい

ますので、当然その部分については先ほど申し

。上げました部門別計画でちゃんと書いていくと

ただし、それは細かくは書きません。細かい部
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分については、これは長期計画の性格論なんで

ございますけど、役割論なんでございますが、

やはり部門別計画というのはちゃんとあるわけ

ですね。農政は農政基本計画というのがありま

。 。す そちらに譲れるものはちゃんと譲っていく

基本的な政策大綱といいますか、方向だけを今

度の計画に書いていく。ただし、先ほど言いま

したように、４年間の重点施策として現在県が

抱えている課題あるいはマニフェスト、そのあ

たりは、重点的にかなり踏み込んだ実行計画に

近いような形の内容を書く必要がある。実は、

今の計画は、県政推進プランというのがありま

した、それから長期計画と、２つあったんです

ね。どれが県の計画かと。こういう混乱を避け

るためにも一本にするということ。しかも期間

を４年間ということでちゃんと責任体制も明確

にした計画と、そういうことで我々は整理をし

たいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思っています。

今おっしゃいますように、どう各○米良委員

部各課につないでいくかという一つの継続性と

いうものを視野に置いて、そういうおろし方な

んか特に気をつけてこれから皆さんたちが先導

的役割を発揮してほしいと思います。６月に間

、に合うようにという話がさっきありましたので

特にお願いしたいと思います。

それから、総合計画を審議をする場合の審議

会の開催のあり方ですね、そこらあたりも念に

は念を入れて、新しく知事がかわったから、マ

ニフェストを中心としたという総花的なそうい

うものが中心にならんように、あくまでも継続

性といいますか、４年間を見通した中での一つ

の事業展開というのは私も大変いいなと思いま

したので、そこあたりの審議会の持ち方、内容

的にもひとつ審議会の皆さんたちにもそのこと

を当初から話をしながら展開をしていくという

ことをお願いしておきたいと思います。

長期計画、これはマニフェストに○緒嶋委員

基づいていろいろ見直しをするということで、

部門別計画というのを重点的にやろうというこ

とでありますが、私は、今、格差社会というこ

とが言われております。宮崎県もこの宮崎周辺

。と我がふるさととは格差が確実にあるわけです

県政の中で格差社会の是正というのはある程度

大きなテーマにならないといけないと思うんで

す。今度の計画の中でそのあたりをどのように

とらえて格差のない 、本当はない方がいい―

けど、絶対格差はあると思うんです。だけど、

格差が許される範囲の格差なら仕方がないと思

うんです。全体が底上げしながら格差が縮小す

ればいいわけですが、そういうものをどうこの

計画にとらえていくかというのを、私は大きな

物のとらえ方の中で、それを予算との絡みの中

でどういうふうにやるかと。日本の中でも東京

と宮崎の格差も当然あるわけで、またその地域

の格差もある。宮崎県の中で均衡ある発展とい

う立場の中で格差をとらえて、それを予算の中

でどう組み立てていくかと、そこ辺まで含めた

計画でないと明確なものが見えてこないんじゃ

ないかという気がするわけです。トータル的な

ものだけじゃなく。そのあたりの計画をどうい

うふうに考えておられるか。

今回知事のマニフェスト○渡邊総合政策課長

等でも少し明確にされているんですけど、基本

、 。 、的には産業・雇用対策 これが１つ それから

もう一つは、今の生活の充実化という、知事の

マニフェストでそういうことになっている。い

、 、わゆる生活の安定化ですね 保障といいますか

そういう面から２つアプローチしていろんな施

策を組み立てていくと、これはまさに格差問題
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に対する一つの回答でもある。

それで、我々としましては、計画は計画でつ

くるわけでございますが、そういう具体的な議

論はほとんど尽くされている。問題は実行する

かどうかという問題だろうと思うんです。今、

緒嶋委員がおっしゃったように、それを予算を

つけてちゃんとやるんだと。そのあたりを担保

しないと計画は全く意味がないと。我々として

は今後そのあたりの議論を財政当局と十分やっ

ていかなきゃならない。いかに実行するか、い

かに施策を具現化するかということだろうと思

います。そういう意味で、今度の計画はそのあ

たりを明確にしていく必要があるというふうに

思っております。

選択と集中という言葉も今出てき○緒嶋委員

ておるわけですが、そういうものを明確にして

いかんと、宮崎県全体の過疎と過密というよう

な、宮崎周辺は過密、その周辺の中山間地は崩

壊状態になるわけですね。そういうものを含め

た場合に、この４年間というのは宮崎県の将来

にとって物すごく大きな４年間になるだろうと

いうふうに思いますので、そのあたりも十分注

視しながら、我々から見ても納得のいく計画を

ぜひつくっていただきたいということを強く要

望しておきます。

総合計画の考え方ですけど、知事○由利委員

、が今回の場合イレギュラーでかわりましたから

こういう形になるのかなと思う ５年 10年だっ。 、

たやつを４年というのは、実は部門別のやつを

４年で変えていくという考え方。というのは、

例えば、総合計画というのは法律でいえば憲法

、 、みたいなもので 基本的な物の考え方というか

方向性というか、そういったものをそれぞれそ

のときの選挙で選ばれた知事さんが、どこに重

点を置いてどう具現化していくかということが

本当だと思うんです。知事が、私は県をこうし

ますというのはわかるけれども、本来宮崎県が

どこに行くかというのは、大体方向は決まって

いるわけですよ。だから、本来は総合計画とい

うのがあって、それをいわゆる具体化、具現化

していくために、部門別で私はこの辺を重点的

。に取り組みますよというふうな考え方だと思う

僕は本当は逆だと思うんです。しかし、そうは

言っても、やっぱりそのときそのときの知事さ

んで変わってくるでしょうから、その対応は皆

さん方いたし方なくやるんだろうと思うけど。

だから、４年間のものというんであれば、今の

知事がどの辺に重点を置いてやっていくのかと

いえば、部門別のここのところを変えていくと

いう取り組みというのが本来かなというふうに

思うんです。しかし、政治だから仕方ありませ

ん。考え方です。

部門別の中でも、特に知○渡邊総合政策課長

事が重点を置いている、あるいはマニフェスト

等で、あるいは本県の課題で非常に急がなきゃ

いかん、そういうものを引き出して重点施策で

ちゃんとまとめていくということでございまし

て、流れとしては今、由利委員がおっしゃった

。 、 、 、方向と一緒なんでございます ただ 今 実は

全国を見ますと、知事の公約とかマニフェスト

と既存の長期計画、そこの整合性とが非常に問

題になっているんですね。それから、長期計画

を棚上げにしてマニフェストだけでやるという

県もあります。いろんな県がありまして、例え

ば、今度やめられる鳥取の片山知事なんか長期

計画をつくらなかったんですね。そういう県も

あります。高度成長期における計画、総合開発

計画とかありましたけど、ああいうイメージが

非常に強くて、５年、10年というスパン。非常

に財政が厳しくなって、社会もどうにかインフ
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ラがある程度整ってソフト事業が中心になって

きた。宮崎県の場合は別でございますけど。そ

ういう時代に長期という計画はもうそぐわない

んじゃないかという意見が最近出ております。

我々としましては、そうはいっても、４年間の

計画はつくりますが、長期展望はちゃんと持っ

て４年間やりますよということを明確にしたい

と思っています。そういう意味では、将来像も

ちゃんと入れて、それで４年間の計画という形

を明確にする必要があるというふうに思ってお

ります。

この県民の声ですね、これだけす○緒嶋委員

ばらしく内容別に分類されておるわけですが、

これはパブリックコメントでもあると思うんで

すが、これをそれぞれの所管する部とか課に対

してどういう形でつないで、この声というのは

やはり生かされないといけないわけですね。調

査するだけ、集計するだけでは。そのあたりを

どういうふうにして実際その声を受けて対応さ

れておるのか。その声が生かされた県政が行わ

れておるかどうかというのが重要だと思うんで

すが、そのあたりどうですか。

、 、○高藤広報企画監 まず 受け付けをしますと

各課に連絡調整課を通じて処理依頼をしており

ます。知事の方にも報告をするようにしており

ます。各課に処理依頼をしたものについては、

各課からの回答なり、回答の方法については文

書回答もありますし、現場で直接話し合っても

らうというものもございますし、電話回答もご

ざいますが、そういう形でそれぞれ処理をして

いただいております。県民の声で生かされたも

のにつきましては、例えば、一ッ葉有料道路の

値下げでありますとか、県立病院の女性専用外

来でありますとか、パスポートセンターの時間

延長でありますとか、そういうふうな形で各課

で提言といいますか、御意見を踏まえた対応を

していただいているというような状況でござい

ます。

わかりましたが、そういうふうに○緒嶋委員

きめ細かいフォローをしていかんと。お願いし

ても何も効果ないじゃないかというような不信

感を抱かれるようでは、これは何のためにやる

かわからんわけですので、特に、道路なんかと

いうのはかなり切実なお願いが個々の問題で出

てくるんじゃないかと思うんです。そういう点

は十分内容等精査しながら、本当に困っておる

ところに、かゆいところに手の届くようなフォ

ローができるように今後ともやっていただきた

いということを要望しておきます。

その他のその他ありませんか。○萩原委員長

ないようでしたら、以上をもって総合政策本

部を終了いたします。執行部の皆さん、御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時46分休憩

午前10時50分再開

それでは、委員会を再開いたし○萩原委員長

ます。

ここで委員会の傍聴についてお諮りいたしま

す。清武町の小玉様から、執行部の質疑を傍聴

したい旨の申し出がありました。議会運営委員

会の確認決定事項に基づき、先着10名に限り許

可をすることに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、傍聴○萩原委員長

人の入室を認めることにいたします。入室をど

うぞ。

傍聴される小玉様にお願いいたします。傍聴

人は、受け付けの際にお渡しいたしました「傍
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聴人の守るべき事項」にありますとおり、声を

、 。出したり 拍手をしたりすることはできません

当委員会の審査を円滑に進めるため静かに傍聴

してください。また、傍聴に関する指示には速

やかに従っていただくようお願いいたします。

それでは、当委員会に付託されました議案等

。 、 、について説明を求めます なお 委員の質疑は

執行部の説明がすべて終了した後にお願いいた

します。

おはようございます。総務部の○河野副知事

関係よろしくお願いいたします。

、今回御審議いただきます議案等につきまして

。お手元の資料によりまして御説明をいたします

、 。まず 資料の１ページをお願いをいたします

議案第43号関係、補正でございますが、公共事

業費の国庫補助の決定に伴うものその他を措置

するものということでございます。補正額は一

般会計で234億円余等でございます。

３ページをお願いいたします。補正はもう一

件ございますが、今回の高病原性鳥インフルエ

ンザの発生に伴う対策経費ということで、今回

は５億2,308万8,000円ということでお願いをし

ております。財源についてはそこに書いてある

とおりでございます。後ほど担当の財政課長の

方から細かく御説明申し上げます。

。資料の目次に戻っていただきますでしょうか

今回御審議いただきますのは、ただいまの補正

２件に加えまして、特別議案の関係５件、それ

から報告事項がございますが、これらは、それ

ぞれ法令の改正に伴うもの、もしくは市町村合

併に伴う事務的な規定の整理の内容が中心に

なってございます。その他報告３件、そこに書

いてあるとおりのものを用意しております。詳

細につきましては、それぞれ担当課室長から説

明させますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。

財政課でございます。それで○和田財政課長

は補正予算案について御説明をいたします。

常任委員会資料の１ページをお願いいたしま

す。議案第43号分でありますけれども、公共事

業費等の国庫補助決定に伴うもの、その他必要

とする経費について措置をすることといたした

ものでございます。補正額につきましては、一

般会計で243億5,649万6,000円の減額、特別会計

。は合計で４億3,063万6,000円の減額であります

一般会計の補正財源につきましては、そこにあ

りますとおり、県税が22億8,000万円の増額、国

庫支出金が91億円余の減額、繰入金が146億円余

の減額等となっております。

次に、２ページをお願いいたします。２ペー

ジは款別の内訳を載せておりますけれども、す

べての款で減額をお願いいたしております。特

に大きくなっておりますのが、下から４番目で

ありますけれども、災害復旧費につきまして122

億円余の減額というふうになっております。

次に、右側の３ページをお願いいたします。

議案第71号関係でございますけれども、高病原

性鳥インフルエンザの発生に伴う対策経費につ

いて措置をいたしたものでございます。補正額

。は一般会計で５億2,308万8,000円でございます

この結果、一般会計の予算規模につきまして

は、２月補正後で5,610億960万円というふうに

なっております。補正財源、それから債務負担

行為につきましては、そこに掲げてありますと

おりでございます。

続きまして、常任委員会資料の４ページをお

願いいたします。今回お願いいたしております

。 、補正予算の一般会計歳入一覧であります なお

議案43号分と71号分２つあわせて資料を作成さ

せていただいております。表の中央部分に太線
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の中に今回の補正額と補正後の予算額を掲げて

ございます。

まず 表の一番上の自主財源でありますが 125、 、

。億9,784万4,000円の減額補正となっております

その内訳につきまして主なものを申し上げます

と、一番上の県税が22億8,000万円の増額、それ

から、中ほどの繰入金が144億862万4,000円の減

額となっているところでございます。

次に 表のその下の依存財源でありますが 112、 、

。億3,556万4,000円の減額補正となっております

その内訳といたしましては、下から２つ目です

けれども、国庫支出金が89億2,849万8,000円の

減額、県債が23億706万6,000円の減額でありま

して、今年度は災害が少なかったこと等により

まして、災害復旧事業について減額に係る補正

が主なものというふうになっております。

補正額の合計につきましては、表の一番下の

とおり、238億3,340万8,000円の減額となり、補

正後の一般会計補正予算規模は、その右横の補

正後の欄でありますけれども、5,610億960万円

というふうになっております。

右側の５ページをお願いいたします。ただい

ま説明いたしました歳入の科目別の概要であり

ます。県税等につきましては、後ほど税務課長

が説明いたしますので、それ以外の項目のうち

１億円以上の補正のあった主なものについて御

説明をいたします。

まず、上から３つ目の分担金及び負担金につ

きましては、負担金につきまして、民生費負担

金、農林水産業費負担金、土木費負担金の減等

によりまして ２億2,344万8,000円の減額となっ、

ております。

次に、下から２つ目の繰入金でありますけれ

ども、繰入金につきましては、高病原性鳥イン

フルエンザ対策分の財源として２億7,000万円程

度財政調整積立基金を取り崩しておりますけれ

ども、２月補正歳出の減額等に伴います県債管

理基金繰入金の減等によりまして、トータルで

は144億862万4,000円の減額というふうになって

おります。

１ページおめくりいただきまして６ページを

お願いいたします。６ページの国庫支出金につ

きましては、右側の説明の中ほどの国庫補助金

のうち、民生費国庫補助金で２月補正での新規

事業・障害者自立支援対策臨時特例交付金での

増額がありますけれども、災害復旧事業の減等

によりまして89億2,849万8,000円の減額という

ふうになっております。

次に、県債につきましては、退職手当債の増

額はありますものの、土木債やあるいは災害復

旧債の減等によりまして23億706万6,000円の減

額となっております。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

税務課でございます。県税収○萩原税務課長

入及び地方消費税清算金の補正予算について御

説明申し上げます。

委員会資料の７ページをお開きいただきたい

と思います。平成18年度２月補正県税収入でご

ざいます。

表の一番上の左欄でございますけど、県税計

を見ていただきたいと思います。予算額①の欄

にありますように、平成18年度当初予算は852

億7,000万円を計上したところであります。これ

はその右の欄にありますように、前年度決算

比99.8％と見込んでおりましたが、当初の見込

みを上回って推移しておりますことや、県内に

おける経済動向等勘案いたしまして、右側の収

入見込額②の欄にありますように、875億5,000

、 、万円 18年度当初比102.7％としたところであり
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その右の補正額②－①の欄にありますように 22、

億8,000万円の増額補正をお願いするものでござ

います。

主な税目で御説明申し上げます。各税目ごと

の補正額②－①の欄をごらんください。右から

２列目でございます。

、 、まず 一番上の個人県民税でございますけど

納税義務者の増加等によりまして６億6,675万円

の増収、その下の法人県民税と２つ飛びまして

法人事業税が、運輸・通信業、サービス業等の

業績が堅調に推移していることにより、法人県

民税が9,070万円、法人事業税が16億2,000万円

のそれぞれ増収と見込まれるところでございま

す。

２つ飛びまして不動産取得税でございますけ

、 、ど 原始取得の増加により１億2,300万円の増収

２つ飛びまして自動車税が課税台数の減少によ

りまして7,000万円の減収、１つ飛びまして自動

車取得税が普通、小型自動車取得の減少により

まして9,000万円の減収となることが見込まれて

おります。

税収については以上でございます。

次に、地方消費税清算金につきまして御説明

申し上げます。資料の方は戻っていただきまし

て４ページをお願いします。

左上の自主財源の２番目の地方消費税清算金

でございますけど、１億8,062万1,000円の減額

補正をお願いするものでございます。これは清

算の対象となります全国の地方消費税総額が、

当初見込みに比べまして減少することによるも

のでございます。以上でございます。

総務課の補正予算について御○米良総務課長

説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の29ページをお開

きください 総務課の２月補正予算は １億4,091。 、

万9,000円の減額をお願いしております。この結

果、補正後の予算額は15億9,593万8,000円とな

ります。

31ページをお開きください。補正予算の主な

ものについて御説明をいたします。

31ページの上から５行目 （目）文書費の（事、

項）文書管理費であります。これは文書の収受

発送及び文書の管理保存に要します経費であり

ますが、総合文書管理システム運営管理事業の

システム改修委託の執行残等により1,1 7 4

万6,000円を減額するものであります。

次に、同じページの一番下 （目）財産管理費、

の（事項）庁舎公舎等管理費であります。これ

は庁舎及び公舎等の維持管理に要する経費であ

りますが、保守管理に要する各種委託業務の執

行残や、庁舎等の光熱水費の執行残等によりま

して、5,918万5,000円を減額するものでありま

す。

次に、32ページでございます。上から３行目､

（事項）公有財産管理費であります。これは公

有財産の管理、運用等に要する経費であります

が、県有財産保全工事等の執行残等によりまし

、 。て 1,763万2,000円を減額するものであります

次に､同じページの下から２行目 （目）県有、

施設災害復旧費の（事項）県有施設災害復旧費

であります。これは各種災害により被害を受け

た庁舎等県有財産の災害復旧を行うものであり

ますが、今年度は台風等の被害が少なかったこ

とにより、3,684万3,000円を減額するものであ

ります。以上でございます。

人事課の補正予算につきまし○稲用人事課長

て御説明いたします。

歳出予算説明資料の33ページをお開きくださ

い 人事課の２月補正予算は ９億6,738万6,000。 、

円の減額をお願いしております。この結果、補
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。正後の予算額は54億3,937万3,000円となります

35ページをお開きください。主なものについ

て御説明いたします。

まず 目 一般管理費 事項 人事調整費5,811、（ ） （ ）

万円の減額でございます。これは非常勤職員や

産休・育休等の代替臨時職員の雇用経費、また

。赴任旅費などの執行残に伴う補正減であります

次に （目）人事管理費（事項）人事給与費で、

ございます。下の説明欄の２の退職手当８

億8,876万4,000円の減額でございますが、これ

は退職者が当初の見込みを下回ったことに伴う

補正減であります。

次に､（事項）県職員研修費の905万2,000円の

減額でございますが、これは自治学院で行って

おります職員の研修経費の執行残に伴う補正減

であります。

補正予算につきましては以上でございます。

次に､特別議案について御説明いたします。委

員会資料の13ページをお開きください。

議案第58号「知事等の給与に関する条例の一

部を改正する条例」についてであります。

まず、１の改正理由でありますが、知事の給

料について、支給の始期に関する規定を改正す

る必要があるものであります。現在の規定は、

２にありますとおり、条例第３条第２項で 「知、

事の給料は当選承諾の翌日から支給する」と規

。 、定されております 括弧書きにありますように

現在、当選承諾という手続はなくなっておりま

すが、当選承諾の日を当選人の告示の日と考え

ますと、今回の場合、当選人告示日が知事就任

の日でありまして、給料は就任の翌日から支給

するということになります。この結果、知事就

任の初日について給料が支払われないというこ

、 、とになるため ３の改正内容にありますように

就任の日から給料が支給できるようこの規定を

削るものであります。

４の施行期日についてでありますが、条例の

施行は公布の日としますが、適用については知

事の就任日である平成19年１月23日としており

ます。

続きまして、資料の15ページをお開きくださ

い。

議案第59号「職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

１の改正理由につきましては、国家公務員等

退職手当法施行令が改正されたことに伴い、国

。の取り扱いに準じて改正を行うものであります

２の改正内容でありますが、本県の退職手当

条例では、昭和48年の改正によりまして、地方

公社等を退職後、引き続き県職員として採用さ

れた場合には、退職手当の算定基礎となる在職

期間を通算することとなりました。この改正に

伴い、それ以前に退職手当を受けて地方公社等

を退職し、引き続いて県に採用された職員が退

職する際の退職手当額は、通算された在職期間

に基づく退職手当の額から、既に支給された退

職手当とそれにかかる利息を加えた額を控除し

た額とする特例措置が設けられております。今

回の改正は、この特例措置による計算を行う際

に用いる利率について改正を行うものでありま

して、一律年5.5％になっているものを国に準じ

。て右側の表の率に改めるというものであります

施行期日につきましては、公布の日としてお

ります。

説明は以上であります。

行政経営課の補正予算に○米原行政経営課長

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の37ページをごらんくださ

い。行政経営課の２月補正予算は、270万5,000
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円の増額をお願いしております。この結果、補

正後の予算額は、右から３つ目の欄ですが、１

億3,775万3,000円となります。

39ページをお願いいたします。事項別に御説

明いたします。

まず （目）一般管理費（事項）職員費でござ、

います。432万5,000円の増額でございますが、

これは職員増に伴う不足額を補正でお願いする

ものであります。

次の （事項）行政管理費の62万円の減額、及、

びその次の 目 文書費 事項 県公報発行費100（ ） （ ）

万円の減額につきましては、いずれも執行残に

伴う減でございます。

補正予算につきましては以上でございます。

続きまして、１件御報告を申し上げます。

委員会資料の23ページをお願いいたします。

「入札・契約制度改革に関する基本的考え方」

についてでございます。この基本的考え方の全

体につきましては、２月15日の全員協議会にお

きまして御報告いたしましたが、本日は、職員

の意識改革やコンプライアンスの徹底など、総

務部が中心となる取り組み部分について御説明

をいたします。

まず、１の職員の意識改革と法令遵守（コン

プライアンス）の徹底でございますが、４つの

項目を挙げております。

まず （１）の職員の意識改革では、丸の１つ、

目ですが、知事は、全国知事会の公共調達に係

る不正の根絶宣言にのっとり、率先してみずか

らを厳しく律し、職務遂行に当たることとして

おります。次の丸になりますが、職員につきま

しては、職員の倫理規程を定めることとしてお

ります。また、官製談合に係る懲戒処分につき

ましては、平成17年12月に定めました懲戒処分

の基準がございますが、これを見直しまして処

。 、分基準を明確化することとしております また

３つ目の丸でございますが、コンプライアンス

意識の向上を促すため、職員研修を充実強化す

るとともに、公共事業部門におきましては、特

に留意すべき事項について法令遵守マニュアル

を作成することとしております。

次に （２）の公益通報制度の充実強化でござ、

います。知事部局におきましては、公益通報者

保護法によりまして、昨年の４月に人事課を通

報窓口とした公益通報制度がスタートしており

ますが、通報すべき法をたがえる行為があって

も、内部の窓口ではなかなか通報しにくいとい

う事態も想定されますので、今後、新たに外部

の独立した第三者、これは弁護士を想定してお

りますが、第三者が管理する窓口を新設するこ

ととしております。

また （３）働きかけ、いわゆる口ききへの対、

応につきましては、公共工事の公正な執行を損

なうおそれのある個別具体の件への口きき行為

につきましては、記録をし、公表していく制度

の創設をすることといたしております。

次に （４）退職職員の再就職のあり方につい、

てであります。丸の１つ目でございます。営利

企業への再就職に関しましては、憲法で保障さ

れております職業選択の自由も考慮する必要が

あるということから、本県としては、再就職後

一定期間、３年間程度は県への営業活動等を行

わないよう、本人及び就職先に強く自粛要請を

することとしております。あわせまして、営利

企業への再就職のあり方について国家公務員と

同様の措置が講じられるよう、国に対し、地方

公務員法の改正を求めていきたいと考えており

ます。一番下の丸にございますが、再就職の状

況、これにつきましては、再就職の透明性等を

より高めるために公表する対象者を拡大するこ
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ととしております。

１枚おめくりください。24ページをお願いい

たします。３の入札・契約制度の適正な運用、

（２）入札・契約事務等に係る組織体制の整備

でございます。１つ目の丸でございます。改革

の具体的な検討と着実な実施を図るための推進

体制を早急に整備したいというふうに考えてお

ります。また、次の丸にありますように、公共

工事の透明性をより高めるため、入札・契約事

務については発注部局から分離をし、また、工

事の品質確保を図るという面からは工事検査事

務の組織を統合するなど、体制の充実強化を図

ることといたしております。

、以上が総務部関係の取り組みでございますが

参考といたしまして、25ページから29ページに

かけまして全員協議会で御報告しました基本的

考え方の本編をつけております。今後とも県議

会、県民等の御意見をいただきながら、この基

、本的考え方をもとに年度内に実施方針を策定し

。順次改革に取り組んでいくこととしております

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

職員厚生課の補正予算に○鈴木職員厚生課長

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の41ページをごらんくださ

い。職員厚生課の２月補正予算といたしまして

は、左から２番目の補正額欄にありますよう

に、1,237万3,000円の減額をお願いしておりま

す。この結果、補正後の予算額は、右から３番

目の補正後の額欄にありますように、５億6,724

万7,000円となります。

43ページをお開きください。事項ごとに御説

明いたします。

上から５番目の（事項）職員費につきまして

、 。は 職員増等に伴う増額をお願いしております

中ほどにあります（事項）厚生総務費、次の

健康管理費、健康管理センター運営費、職員厚

生費及び44ページの（事項）ライフプラン事業

につきましては、いずれも執行残による減額で

ございます。

次の（事項）恩給及び退職年金費、及びその

下の（款）警察費の（事項）恩給及び退職年金

費につきましては、いずれも支給対象者の減少

に伴う減額でございます。

職員厚生課は以上でございます。

財政課分の補正予算について○和田財政課長

御説明をいたします。

同じく、歳出予算説明資料の45ページをお願

いいたします。財政課の２月補正予算は、４

億9,509万円の減額をお願いいたしております。

この結果、補正後の予算額につきましては、921

億3,458万7,000円となっております。

47ページをお開きください。補正予算の主な

ものについて御説明をいたします。

47ページの上から８行目 （目）一般管理費の、

（事項）諸費でございます。これは税及び税外

収入の還付等に要する経費や庁内一般共通の経

費でありますけれども、今回国庫金の還付等に

要する経費の増加が見込まれたことから、5,826

万9,000円の増額をするものでございます。

次に、その下の（目）財産管理費でございま

すけれども、これは財政課で所管しております

４つの基金の積み立てに要する経費であります

が （事項）財政調整積立金が240万円の増額、、

（ ） 、事項 県債管理基金積立金が4,900万円の増額

ページをめくっていただきまして48ページにな

りますけれども （事項）県有施設維持整備基金、

積立金が400万円の増額 （事項）宮崎県21世紀、

づくり基金積立金が30万円の減額となっており

ます。いずれも利子の確定に伴う補正でござい
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ます。

次に、同じページの下から２行目 （目）利子、

の（事項）長期債等利子償還金でございます。

これは借入利子の確定に伴いまして５億8,948

万5,000円を減額するものでございます。

次のページ、49ページになりますけれども、

（目）公債諸費（事項）起債事務費であります

が、これは県債借り入れに伴う地方債登録手数

料の執行残に伴いまして2,560万円を減額するも

のでございます。

資料は変わりまして、常任委員会資料の31ペ

ージをお願いいたします。

その他の報告事項といたしまして、新たな財

政改革推進計画（案）の見直し方針案について

御説明をさせていただきます。

去る２月16日に、行政改革推進本部会議を開

催いたしましたので、その概要等について御説

明をさせていただきます。

新たな財革計画案につきましては、12月中に

決定を予定しておったところでございますけれ

ども、談合事件等によりまして議論がストップ

したところでございます。来年度からの計画で

、 、 、ありますので ３月までに決定するため また

知事のマニフェストで350億円の歳出見直しもあ

りますので、それを踏まえて改めて整理をさせ

ていただいております。具体的には、知事のマ

ニフェストと整合性をとるために、そこにあり

ますように、次の３点から現計画案につきまし

て見直しを行いたいというふうに考えておりま

す。

まず、１点目でありますけれども、計画期間

につきまして、３年から４年に変更することと

いたしております。現計画案につきましては、

平成19年度から平成21年度までの３年間になっ

ておりますけれども、それを平成22年度までの

４年間にしたいということでございます。

考え方といたしましては、そこに３点ほど書

いておりますけれども、まず１つ目ですけれど

も、財政改革につきましては、知事の最重要施

策の一つでありますので、知事の任期中をかけ

て取り組むため、計画期間を４年ということに

いたしております。

それから、括弧書きで書いておりますけれど

も、先ほど本部からの御説明があったかと思い

ますけれども、新しい総合計画を策定すること

になっておりますけれども、それの期間が同じ

ように４年となっておりますので、それとあわ

せるという意味もありまして４年にしたいとい

うふうに考えております。

ただ、４年にいたしますと、近年の激動する

地方財政の状況を考えますと非常に長期間にな

りますので、２つ目にありますけれども、２年

経過した時点で、そのときの財政状況でありま

すとか社会情勢等踏まえて計画の中間見直しを

実施したいというふうに考えております。

、 、 、それから ３つ目でありますけれども 当初

行政改革大綱2006と一本化するということで３

年の計画期間を考えていたところでございます

けれども、これが４年になりますので、一本化

につきましては、来年度大綱の見直しを予定し

ておりますので、来年度、行政改革大綱2006の

見直しの中で一本化するかどうかについても検

討していくということで考えております。

それから、２点目がマニフェストに合わせた

数値を併記ということでございますけれども、

現在の財革計画案につきましては一般財源ベー

スで記載しておりますけれども、知事のマニフ

ェストにつきましては、一般会計全体から見直

すということになっておりますので、事業費ベ

ースでの見直し額を今回新たに併記させていた
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だくということにいたしております。

それから、２つ目でありますけれども、スク

ラップ・アンド・ビルド分を算入ということで

ありますけれども、知事マニフェストの350億円

につきましては、見直しで得られた財源を新た

な事業、新規事業等に回す部分も入っていると

ころでございます。一方、現在の計画案につき

ましては、例えば、50億円見直しをいたしまし

ても、40億円を新規事業に回した場合は差し引

きの10億円分しか財源捻出がないので、10億円

というカウントをしておりますけれども、知事

のマニフェストにつきましては、ほかの事業に

回す分も含めておりますので、そういった観点

から数字をさらに整理したいというふうに考え

ております。

それから、３点目、職員数の削減の効果額を

算入とありますけれども、知事のマニフェスト

で職員数の削減による人件費の削減というのを

掲げております。現在の財革計画の数字につき

ましては、財政の中期見通しと比べてどれだけ

、改善するかという観点から書いておりますので

中期見通しの段階で既に盛り込んでおります職

員数削減による人件費カットについては改めて

現在の計画案には盛り込んでおりませんけれど

も、来年度以降事実上人件費の削減というのは

行われますので、それについても明示するとい

う形で考えております。

それから、最後に、平成18年度の比較による

見直し額ということでありますけれども、知事

マニフェストにつきましては、単年度で350億円

の見直しというふうになっておりますので、18

年度5,800億円の一般会計予算と比べて350億円

の比較というのがわかるように、平成18年度の

比較による見直し額という形を入れたいという

ふうに考えております。

それから、最後に、３点目の事務事業の見直

し等強化でありますけれども、知事マニフェス

トでは事業の棚卸しを行うということがありま

すので、県の全事業につきまして、本当に必要

性があるのか、あるいは民間でできないか等に

つきまして、事業仕分けにより見直しを強化し

てまいりたいというふうに考えております。こ

の事務事業の見直しにつきましては、平成19年

、中に全事業について仕分けを実施いたしまして

平成20年度予算から反映させていただきたいと

いうふうに考えております。

それから、知事、副知事の給料の減額率を強

化でありますけれども、知事につきましては現

行10％、副知事につきましては現行５％の給与

カットをいたしておりますけれども、それぞれ

減額率を倍にいたしまして、知事につきまして

は20％、副知事につきましては10％ということ

になっております。

今後のスケジュールといたしましては、上記

、 、の考え方に基づきまして 数字を整理した上で

３月中には新しい計画案を決定したいというふ

うに考えております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

税務課の補正歳出予算につき○萩原税務課長

まして御説明申し上げます。

同じく、歳出予算説明資料の51ページをお開

きください。税務課の補正予算は、846万7,000

。 、円の増額をお願いいたしております この結果

補正後の予算額は270億2,561万6,000円となりま

す。

それでは、補正予算の主なものについて御説

明申し上げます。53ページをお開きください。

まず、上から２段目の（款）総務費でござい

ますが、２億4,526万7,000円の増額をするもの
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でございます。この内訳としましては、３段下

の（事項）職員費でございますけど、職員数の

増等に伴いまして２億6,369万円の増額となるも

のでございます。

次の（款）諸支出金につきましては、全体で

２億3,680万円の減額をお願いしております。

まず （事項）の地方消費税清算金につきまし、

ては、各都道府県との税収の清算により、補正

をお願いするものでございまして、２億369

万3,000円の減額となっております。

ページをめくっていただきまして54ページを

お願いします （事項）利子割交付金から、55ペ。

ージの自動車取得税交付金までの事項につきま

しては、いずれも税収の一定割合を市町村に交

付する法定交付金でございまして、それぞれ交

付金の算定対象期間の税収の増減に伴いまして

補正をお願いするものでございます。まず、配

当割交付金が１億313万5,000円の増額でござい

ます。次の株式等譲渡所得割交付金が3,614

万7,000円の増額でございます。次の地方消費税

交付金が9,132万6,000円の減額でございます。

次のページのゴルフ場利用税交付金が3,068万円

の減額 次の自動車取得税交付金が5,079万5,000、

円の減額となっております。

一般会計補正予算につきましては以上でござ

います。

続きまして、議案第54号「宮崎県行政機関設

置条例の一部を改正する条例」を御説明申し上

げます。お手元の委員会資料、９ページをお願

いしたいと思います。

議案第54号「宮崎県行政機関設置条例の一部

を改正する条例」についてであります。この改

正は、延岡市と北川町の合併に伴いまして県税

事務所の所管区域が変更されますことから、条

例の改正を行うものでございます。

改正の内容及び施行期日については、２の表

のとおりでございます。

なお、これらの改正は、所管区域の名称の変

更のみとなっておりますので、実際の所管区域

は変更ございません。以上でございます。

それでは、危機管理局関○日髙危機管理室長

係につきまして、私と消防保安室長から御説明

いたします。

まず 危機管理室からですが お手元の平成18、 、

年度２月補正歳出予算説明資料の危機管理局の

ところ、57ページをお開きいただきたいと思い

ます。危機管理局の補正額は7,378万3,000円の

減額でありまして、補正後の額は９億1,242

万3,000円となります。

主な補正の内容について御説明いたします。

次の59ページをお開きいただきたいと思いま

す 中ほどの 事項 防災対策費の1,083万5,000。 （ ）

円の減額であります。主なものとしましては、

産学公・住民連携による総合防災対策事業や、

自主防災活動強化事業の執行残であります。

次に （事項）防災会議費101万5,000円の減額、

でありますが、これは幹事会の未開催や、地震

専門部会の開催回数減などによる執行残であり

ます。

次に、60ページをお願いいたします。中ほど

の（事項）国民保護推進事業費の144万円の減額

であります。これは主に国民保護協議会等の開

催回数の減などによる執行残であります。

。補正予算関係につきましては以上であります

続きまして、特別議案等を提出しております

ので、御説明いたします。委員会資料の11ペー

ジです。

まず、議案第55号「宮崎県国民保護対策本部

及び宮崎県緊急対処事態対策本部条例の一部を

」 。改正する条例 につきまして御説明いたします
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議案は、平成19年２月定例議会提出議案（平

成18年度補正分）の47ページにも記載しており

、 。ますが 委員会資料によって御説明いたします

まず、１の改正理由ですが、防衛庁設置法等

の一部を改正する法律がことし１月９日に施行

され、防衛庁長官が「防衛大臣」となったこと

に伴いまして、所要の改正を行うものでありま

す。

２の改正内容ですが、宮崎県国民保護対策本

部及び宮崎県緊急対処事態対策本部条例第３条

第３項にあります「防衛庁長官 、これを「防衛」

大臣」に改めるものであります。

３の施行期日ですが、公布の日から施行する

ことといたしております。

なお、新旧対照表を次の12ページにつけてお

りますけれども、説明は省略させていただきま

す。

次に、宮崎県国民保護計画の変更につきまし

て御報告申し上げます。

これにつきましても、平成19年２月定例県議

会提出報告書の５ページから12ページまであり

ますけれども、委員会資料で説明させていただ

きます。

委員会資料の21ページをお願いいたします。

まず、１の計画変更の経緯等でありますけれ

ども、県におきましては、国民保護法に基づき

まして平成18年３月に「宮崎県国民保護計画」

を作成し、武力攻撃や大規模テロが発生した場

合の住民の避難や救援などの措置について定め

たところでありますが、その後、国や県の組織

改正などがございましたので、昨年11月に国民

保護協議会を開催し、計画の変更案について御

審議いただいて承認をいただきました。

これを受けまして、12月に内閣総理大臣に対

する協議を行い、ことしの１月23日に閣議決定

による承認をいただきましたので、同日付で計

画の変更を行ったところであります。

次に、２の変更の内容について御説明いたし

ます。

初めに （１）の組織改正に伴う変更でありま、

すが、まず、①は、県の病院局の設置に伴いま

して、病院局長を他の部局長と同様に国民保護

対策本部の本部員に加えるなどの変更を行いま

した。次に、②は、環境省の地方機関として熊

本市に九州地方環境事務所が設置されたことに

伴いまして、有害物質等による汚染状況、廃棄

物の発生量の情報収集など、その所管業務等に

関する記載を追加いたしました。また、③は、

防衛庁が防衛省に移行したことに伴いまして、

防衛庁 を 防衛省 に 防衛庁長官 を 防「 」 「 」 、「 」 「

衛大臣」にそれぞれ変更いたします。さらに、

④は、自衛隊の宮崎地方連絡部が「宮崎地方協

力本部」に名称変更になったことに伴いまして

所要の変更を行っております。

次に （２）の国民保護体制の整備に関する変、

更であります。

まず、①は、昨年５月に災害監視室を設置

し、24時間即応体制の確保を図ったことに伴い

、 。まして その旨の記載を追加いたしております

、 、 、また ②は 国において全国瞬時警報システム

いわゆるＪ―ＡＬＥＲＴが導入されたことに伴

う変更であります。全国瞬時警報システムとい

いますのは、国が人工衛星を使って市町村の同

報系防災行政無線を自動的に起動し、弾道ミサ

イルなどの発射情報などの情報を直接瞬時に住

民に伝達するシステムでありますが、このシス

テムを導入するためには、各市町村において防

災行政無線の自動起動装置等の整備が必要とな

、 。 、りますので その旨の記載を行いました 次に

③は、油津海上保安部からの意見に基づく変更
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であります。海上における被災者の捜索及び救

出等について、海上保安部等との連携強化に関

。 、 、する記載を追加いたしております また ④は

県において情報連絡本部を設置した場合に、直

。ちに消防庁へ連絡することを記載いたしました

最後に （３）は、その他統計データの更新等、

に伴う変更でございまして、人口その他の統計

。データの更新や用語の整理等を行っております

続きまして、委員会資料の33ページをお願い

いたします 「宮崎県防災の日」の選定について。

であります。

この「宮崎県防災の日」につきましては、昨

年の９月議会で議員発議による政策条例として

制定されました「宮崎県防災対策推進条例」の

。第11条において規定されているものであります

条例によれば、県民、事業者、自主防災組織等

の防災に関する理解を深めるとともに、防災活

動の一層の充実を図ることを目的として、その

、期日は知事が定めるとされておりますことから

これまで検討を重ね、このたび決定に至ったも

のであります。

まず、１の期日であります。15日の知事提案

理由説明の中にありましたように、毎年５月の

第４日曜日と定めていただきました。

次に、２の選定理由でありますが、御案内の

ように、本県では例年、梅雨や台風等により自

然災害が発生するところであります。まずは、

これにきちんと備えていくことが必要だと考え

ております。気象台によりますと、本県の平年

の梅雨入りが５月29日となっておりますことか

ら、その前に防災の日を設定し、すべての県民

が防災についてチェックを行うことにより、今

後の災害に備えていこうという趣旨でこの日に

設定をいたしました。なお、日曜日としました

のは、できるだけ多くの県民が参加しやすいよ

うにという趣旨であります。

具体的には、３の内容にありますように、県

の広報やマスメディア等を活用して、県防災の

日の普及推進に努め、防災の日の１カ月ぐらい

、 （ ） 、前から 中ほどに掲げております １ の自助

（ ） 、（ ） 、２ の共助 ３ の公助に至る事項について

県民や関係機関に幅広く協力を求めていきたい

。 、 、と考えております また 防災の日の当日には

自主防災組織や地域住民も参加して県総合防災

、 、訓練を実施し 防災チェックの総仕上げを行い

本県の防災力の向上を図っていきたいと考えて

おります。

なお、防災の日の具体的な事業につきまして

は下の方に参考に記載しておりますが、19年度

予算の新規事業 「宮崎県防災の日」推進事業に、

より進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

この事業の内容につきましては、当初予算の

審議をしていただく常任委員会のときに改めて

。 。御説明させていただきます 私からは以上です

消防保安室の補正予算に○押川消防保安室長

ついて御説明します。

歳出予算説明資料の59ページをお開きくださ

い。一番下の段の（事項）防災行政無線管理

費2,533万6,000円の減額であります。次の60ペ

ージにかかりますが、これは主に、防災行政無

線を活用した総合情報ネットワーク設備更新事

業及び保守委託事業の入札残等に伴うものでご

ざいます。

引き続き、60ページの一番上の（事項）航空

消防防災推進事業費3,511万2,000円の減額につ

いてでございますが、これは主にヘリコプター

運航管理委託費の執行残でございます。

次に 事項 消防防災施設整備促進事業費125、（ ）

万5,000円の減額についてでありますが、これは
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市町村が実施する消防防災施設設備の整備に係

。る県単補助金の執行残によるものでございます

次に ２つ飛びまして 事項 消防指導費131、 、（ ）

万2,000円の減額についてでありますが、これは

県職員救命技術習得事業における執行残でござ

います。

次に 一番下の 事項 予防指導費143万6,000、 （ ）

。 、円の増額であります 61ページにかかりますが

これは消防設備士再講習や危険物取扱者免状の

新規交付及び書きかえ等の申請件数が増加した

ことによるものであります。

引き続き、61ページの上の欄の（事項）消防

学校費が231万6,000円の減額であります。これ

は学校における講師報酬等の執行残と学生寮施

設設備改修工事の設計委託料の執行残等でござ

います。

続きまして繰越明許費について御説明いたし

。 、ます 危機管理局の繰越明許費につきましては

「平成19年２月定例県議会提出議案（平成18年

度補正分 、この薄い方でございます。それの）」

９ページをお開きください。一番上の欄、総合

情報ネットワーク設備更新事業でございます。

これは防災行政無線を円滑に運用するためのシ

ステム整備でありますが、本年度整備工事のう

ち、被害状況や気象情報を関係機関に一斉に送

、信するファクス蓄積装置更新工事につきまして

気象情報の発信元であります気象庁が全国的な

システム変更をすることとなり、そのシステム

変更が完結するまで工事中断を余儀なくされた

ため、繰越明許費4,140万2,000円をお願いする

ものでございます。

補正予算関係につきましては以上でございま

す。

続きまして委員会資料の19ページをお開きく

ださい。

議案第61号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例等の一部を改正する条例」につい

てでございます。

１の改正理由ですが、平成18年度より、北川

町など７市町に火薬類取締法に基づく煙火の消

費許可等８事務を移譲しているところですが、

この３月31日に北川町と延岡市が合併するのに

伴い、関係規定から北川町に係る部分を削除す

るものでございます。

なお、この事務は４月１日から新たに延岡市

にも移譲することとなっております。

２の施行時期でございますが 平成19年３月31、

日から施行することといたしております。以上

でございます。

以上で執行部の説明が終了しま○萩原委員長

した。まず、議案関係についての質疑はありま

せんか。

基金の繰り入れが147億減額になっ○野辺委員

ていますね。それからまた追加でされたんです

が、現在の基金の残高といったら、幾らあるん

でしょう。

今回の補正で基金の繰り入れ○和田財政課長

を戻した結果、現段階の見込みでありますけれ

ども、平成18年度末の見込みが610億円程度とい

う形になっております。

ということは、財政改革推進計画○野辺委員

で予測しておった数字と比較した場合、どうな

るんでしょう。18年度末。

中期見通しで掲げていた額よ○和田財政課長

りは610億円程度若干ふえるという形にはなって

いるような状況でございます。

財政課長、基金の状況と見込み○萩原委員長

に関する資料を委員会に出してください。

基金の状況につきましては、○和田財政課長

。資料を別途用意させていただきたいと思います
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ほかございませんか。○萩原委員長

35ページ、退職手当が減額になっ○緒嶋委員

ておるわけだけど、これは見込みよりは減った

ということですか。

18年度の当初予算案をつくり○稲用人事課長

ましたとき、それから後に駆け込み的に退職さ

れた方がいたことが１点と、それと希望退職を

３年平均ぐらいで出しておりますが、その数が

。見込み数よりも少なかったということの減です

そういう中でも退職債は30億借り○緒嶋委員

ないといけないということになったということ

ですか。その辺はどうですか。

退職手当債につきましては、○和田財政課長

近年非常に財政状況が厳しくなっていまして、

特に基金が大分減っておりますので、総務省の

方からも、近年退職者がふえているようなこと

も踏まえて、退職手当債を全国的に発行しても

いいということになっておりますので、そうい

うことも踏まえて退職手当債を今回初めて30億

円補正で追加したというような状況になってお

ります。

退職債には交付税措置的なものが○緒嶋委員

あるわけですか。

退職手当債につきましては交○和田財政課長

付税措置はございません。

ほかございませんか。○萩原委員長

後学のために。この資料の４ペー○米良委員

ジですが 国庫支出金が89億何がしか減額になっ、

て、さらに内訳的には災害復旧の国庫負担金と

いうことが76億ですが、これは19年度でまた出

てくるわけですか。どういうことで減額したん

ですか。

国庫支出金のうち災害関係の○和田財政課長

費用につきましては、過去の数年間の災害の平

均を予算に計上しておりまして、結果的にその

年の災害が少なければその分を減額しますし、

たくさん発生すれば多くなるということになっ

ておりまして、今年度につきましては非常に災

害は少なかったので国庫支出金を減額している

という状況になっています。ただ、来年度予算

につきましては、当然過去の平均になりますの

で、またこれが戻ったような形で予算編成する

ということになります。

そうしたら 積み残しじゃなくて18○米良委員 、

年度これで終わるということの理解でいいです

か。

そのとおりでございます。災○和田財政課長

害に係る補助金として見込んでいた分が、災害

がありませんでしたので、来ていないというこ

とになりますので、その分は当然なくなるとい

う形になります。

53ページ、税務課、職員の人件費○緒嶋委員

の増ということで２億6,369万、この増というの

。は職員数はどういう関係で増になったんですか

この増は、運転手とか調理師○萩原税務課長

などの現業職の職員の方が行政職への任命がえ

のために今、県税の方で研修職員として受け入

れているということでございます。

それは今年度一時的なものか、こ○緒嶋委員

の増はそのままいくのかどうか。職員の数。

１年間は研修ということで、○稲用人事課長

今の税務課の例でいけばそこに配属しています

が、そのまま基本的には３年間同じところで仕

事と考えていますので、このままの額が計上さ

れると。全体的に見れば、ほかのところにあっ

たものを税務課の方に移したということになり

ます。

これは後学のためだが、知事の給○緒嶋委員

与だけど、給与は23日からということになるわ

けですね。そうすると、知事の給与は１月分に
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。ついては日割り計算ということになるんですか

そのとおりでございます。○稲用人事課長

ほかございませんか。○萩原委員長

議案以外のその他報告事項等について質疑は

ありませんか。

入札・契約制度の改革に関する基○野辺委員

本的考え方ですが、この中で３番目に（３）で

、 、働きかけへの対応ということで 口ききですか

それを記録し、公表するという形になっている

んですが、記録というのは、例えば当時者が記

録するということになるのか、その辺について

の考え方はどういうことになるんでしょう。

おっしゃるとおり、対応○米原行政経営課長

した職員が基本的には記録するということで考

えております。

本会議でも出たんですが、入札・○野辺委員

契約事務を発注する部局から分離するというこ

とですが、はっきりした答弁はなかったと思う

んですけれども、これについてはどういう方向

で考えていらっしゃるんでしょうか。

組織の関係は、まずは、○米原行政経営課長

こういった基本的考え方に挙げたような改革を

具体的に検討し、実施をしていく組織はすぐに

立ち上げていきたいというふうに考えておりま

す。ただ、入札事務の分離につきましては、こ

れから改革をかなり進めますので、一般競争入

札を段階的に拡大したり、電子入札を前倒しし

たりということで、そういったものと並行して

検討をしまして、20年度を目途にそういった形

にしたいというふうに考えております。

ということは、実施するのは19年○野辺委員

度ではなくて20年度辺をめどに考えていくとい

うことなんでしょうか。

。○米原行政経営課長 そのとおりでございます

今の関連というか、再就職のあり○緒嶋委員

方ですけれども、県庁を定年退職されて、年金

は退職したらすぐに満額はいただけないわけで

すね、制度上。そうなると、やはり県職員はど

こかに再就職をしたいと思っているんで割愛や

いろいろなことで就職しておられたのが、ほと

んどこれは見込みはないんじゃないかと思うん

です。そうなった場合の再就職先について何か

のフォローは県はしてやらないといかんと思う

んですけど、そのあたりはどう考えておられる

んですか。

県を退職した職員につきまし○稲用人事課長

ては、１つには再任用制度というのがございま

す。これはおっしゃったように年金の支給開始

年齢が上がってきますので、それがあります。

それと、団体等から県の方に経験者、いわゆる

経験とか技術とか知識を持っていらっしゃる方

をお願いしたいというような要望があります。

推薦依頼がありましたときにはこちらの方から

推薦申し上げるということがあります。それと

個人的に当然探される方がいらっしゃると思い

ますが、土木等の技術職の方でも、技術力であ

りますとか、経験でありますとか、知識である

とか、そういうことを求められて就職される方

はいらっしゃると思いますので、実際上どうい

うふうになってくるかというのは今はっきりは

しないんですが、必ずしもこういうことがあっ

たから全然なくなるということではないという

ふうに思っております。

そう思っておられてそのとおりに○緒嶋委員

なればいいんですけど、私はかなり厳しくなる

んじゃないかということが想定されると思うん

です。そういう人たちに対しては、再任制度は

もちろんあるということでありますけれども、

生活の安定というのは、退職したら後は知らん

よではいけないわけですので、そのあたりはい
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ろいろな考えのもとに、自分で仕事を探される

のは一番いいわけでしょうけれども、なかなか

容易でない面もあると思いますので、そのあた

りは退職者の生活の安定という意味では、関係

ありませんというようなことではとてもいかん

と思いますので、十分配慮していただきたいと

いうふうに思います。

それから、建設業の皆さん方が新分野に進出

するための支援を強化していかんと、公共事業

、 。は当然減るわけですから 皆さん何かやりたい

それは自助努力で努力されることは一番いいわ

けですけれども、やっぱりそれについても何ら

かの手だてを考えていかなければ私はこれは容

易ではないと思う。生活の安定、雇用の安定、

、それは県民みんなひとしく願うところですから

、 、このあたりをしっかりせんと 公共事業は減る

それこそ仕事の分野のパイが小さくなるわけで

すから、これはやむを得んわけですので、それ

をどうフォローして県民の生活の安定に 。―

雇用が１万人ふえても失業者が１万人出れば雇

用がふえたことにはならんわけですね。そうい

うことを考えた場合に、雇用政策をどうするか

という視点を踏まえながら、新分野進出等につ

いてのいろいろなことを考えていかなければ私

は大変なことになるんじゃないかなと心配をし

ておりますので、意欲もある、新分野に自助努

力で頑張られる人はいいんですけど、なかなか

そうはいかん。そういうことを含めた場合に、

公共事業が減ることによる影響を考えた総合的

な対策を一つの指針として今度の新たな計画の

中で、４年間のマニフェストを含めた計画の中

でそういう支援策等も加味したものをぜひ検討

していただきたいということを要望しておきま

す。

マニフェストの350億円の捻出と絡○坂元委員

んで、落札率が10％下がったときに、県単公共

はいいんだけど、補助公共の場合は大きくなる

と国が８割補助とかいっぱいありますね。市町

村から事業負担金をもらっている部分もあ

る。10％落札率が下がったときに県費一般財源

は大体どれぐらい浮くか試算したことはあるん

ですか。

個別の事業になりますと当然○和田財政課長

財源構成が違うので、なかなか一般的なものを

申し上げるのは難しいんですけれども、多い例

としては、100億円の事業をした場合、２分の１

国庫補助が入りますので、残りの50億円が県の

負担ということになっています。県の負担50億

のうち、大体９割程度は起債を起こすこと、当

然今年度償還するわけですけれども、そうしま

すと、その年だけを見れば100億円に対して５億

円ぐらいという事業が多いというのが一般的。

ただ、これはあくまでも一つの例ですので、全

体がそうであるとはなかなか言えないんですけ

、 。れども そういったような状況になっています

今度の350億円の絡みですけど、公○緒嶋委員

共事業を減らしてストレートにほかの方に予算

を持っていくということは、国庫補助をもらっ

ている場合、100メーターやるのを110メーター

に工事を進めることはいいけど、ほかの新たな

事業に持っていって100億円の事業をやるという

ことはルール上はできないわけですね。そこ辺

を含めたものがわかりやすいことは、私は350億

円の使い道がどうなるのかというのをチャート

式に出してもらいたいと思うんです。そのから

。くりというかそれがちょっと見えにくいんです

新たな財源に持っていきますというあれが。図

式で、こういうふうに公共事業が変わって350億

がこうなりますというような、それは平成20年

度かもわからんけど、こういう形に持っていき
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ますと。県民の皆さんに向けてもそういうのを

出していただいて、わかりやすい説明というか

。そういうことも必要じゃないかと思うんですが

要望しておきます。

今、数字を整理しております○和田財政課長

ので、その数字を整理する中で、図式化してわ

かりやすいような資料についてもあわせて作成

したいというふうに考えています。

、 。○萩原委員長 関連してですけど 入札関係で

いわゆる一般公募の入札になるわけですね、指

名じゃなくて一般競争入札。同時に、この基本

的な考え方の中で、働きかけ、いわゆる口きき

は公表するとある。そうすると、県の例えば土

木の人が土木関係を引退した後に土木関係の仕

事に勤めても、一般公募入札だからもう関係な

いでしょう。今までは指名競争だから、自分が

勤めたところの会社を指名に入れてくれとか、

とらせてくれという働きかけというのはできた

わけでしょう。今度は完全に一般公募で一般入

札だから。ましてや、今度は口ききしたら、全

部でやるわけだから、そういうのはＯＢが行こ

うが行くまいが関係ないわけですね、本当言え

ば。だから、その辺の整合性をよく考えてやら

ないと せっかくすばらしい頭脳なり技術を持っ、

た人が年金が出るまで２年か３年か待たないと

いけない、それじゃちょっとおかしいんじゃな

いかなと僕は思うんです。その辺ちょっと一回

検討してもらえないかというのが１つ。

それから、この文章からいくと、口ききとい

うのは、公共工事の執行に当たり、公正な執行

を損なうおそれがある場合と。考えれば、公共

事業の工事以外の口ききというのはたくさんあ

るわけですね。それはあり得るわけですね、福

祉とかいろんな分野であるわけ。そういうとこ

ろまで言っているのか、これは競争入札の工事

だけのことを言っているのか、その辺をちょっ

と聞かせてみてください。

最初の御質問ですけれど○米原行政経営課長

、 、も 今回入札談合事件ということが起きまして

。いろんな対応策というのはあろうかと思います

私どもも幅広く検討し、確かにおっしゃるよう

に、一般競争入札という形で競争性を高めてい

けば 例えば口ききの部分というのは減るんじゃ、

ないかとか、それは考えたんですが、やはり二

、度と起こしてはならないということを考えれば

二重三重の対応策は考えておく必要があるん

じゃないかということで、全国知事会の指針あ

るいは議会からの申し入れ等も踏まえまして、

こういった形で幾つもメニューを入れさせてい

ただきました。

、 、それから 公共工事だけかというお話ですが

、 、繰り返しになりますけど 今回の事件を受けて

当面まずここのところを競争性を高め、また、

そういった行為について抑止したいということ

で検討をしておりまして、まずは、そういう結

果を踏まえて、そういった形で将来出てくるか

どうかというのはこれからのことだろうという

ふうに考えております まずは 公共工事に限っ。 、

て実施したいというふうに考えております。

再就職は実は材料とか技術もある○坂元委員

わけですね。例えば、この材料を使うように設

計の段階で特記仕様書で入れてくれとかそうい

うのもあるということはお含み置きを。

12時になりましたので、しばし○萩原委員長

休憩をいたします。

午後１時から再開いたします。

午後０時０分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長
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委員会説明資料の23ページです。○新見委員

コンプライアンスという言葉自体は民間企業の

中ではかなり以前から出ていて、何で今さら県

職員に対しての法令遵守かなという思いもある

んですが、考えてみれば、法律とか条令を遵守

しないといけないというのが県の職員ですが、

従来、法令遵守という考え方に基づいての研修

をどういう形でやっていらっしゃったか、これ

から改めてどういうやり方をされるのか、お尋

ねしたいと思います。

コンプライアンスの問題は、○稲用人事課長

地方公務員法が一番基本になると思います。そ

の中で服務規程等の形でいろいろやりまして、

従来もやってきたことでありますが、今回改め

て倫理規程を定めるとしたのは、今回の事件が

起きたということも考えながら、再度この辺に

ついて徹底したいということです。研修につき

ましても、自治学院であるとか、あるいは職場

の中での研修とか、あるいはティーチングをす

る中でもやってきましたけれども、特に今回の

ことがありますので、この辺について徹底して

やっていかないといけないだろうというふうに

考えております。

コンプライアンスオフィサーとい○新見委員

、 。う考え方がありますね 責任者という考え方が

だれの質問の答弁だったか忘れましたが、知事

自体をＣＥＯとＣＣＯという答弁をされたんで

すが、県における法令遵守の責任者はどなたが

なられるんですか。

それぞれの所属長につきまし○稲用人事課長

て各課を指導する立場にあると思います。基本

的には知事が最終責任者になるわけですが、服

務関係につきましては副知事の方から措置命令

を出したり、あるいは総務部長から出すことも

ありますので、そういう中で機動的にやってい

くのかなというふうに思います。

財政改革推進計画の見直しについ○由利委員

てちょっと聞きたいんですが、２のマニフェス

トに合わせた数値を併記というところで、４つ

目の平成18年度との比較による見直しの額とい

うことで、平成18年度の一般会計が5,800億、そ

れに知事が言っているのが35 0億削減です

ね。5,800億を基準とした場合、350億の削減と

いう、ちょっと整理しておきたいんですけど、

知事の答弁ですね、削減ということになる

と、5,800億マイナス350億で5,450億ということ

です。しかし、知事の提案説明を見ると、350億

の削減で事務事業の見直しと、こう来ているも

んだから、普通は事務事業の見直しをして例え

ば150億なら150億を捻出して、それを重点的に

他の事業に振り分けるという今までのスタンス

でしょう、予算を編成するときの。この場合は

どう理解していいのか。一生懸命説明していた

けれども、私もわかったようなわからないよう

な。意味するところは、350億を捻出していろん

なことを見直していく。そして知事がマニフェ

ストで言っているような事業に充当していきま

すよと、そういう意味なのかどうなのか、そこ

をちょっと。知事の言わんとするところを財政

課長の方から説明いただきたい。

350億の意味合いでありますけ○和田財政課長

れども、5,800億全体から350億を見直すと5,450

億円になるわけですけれども、今、委員からの

説明のように、見直したことによって得られた

財源でもって知事が挙げる重点化事業に充当し

、 、ていきますので 一たんは5,450億ですけれども

そこで出た財源で幾らかは新しい事業に回して

いきますので、それを戻すことも含めて350億と

いうふうに申し上げております。

意味はわかるんです。そのとおり○由利委員
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だと思うんですが、財政改革という視点で考え

ると、平成13年をピークに1,000億財政が縮小し

てきているわけです。だから、今後４年間で財

政改革をしていくということになると、多分予

算規模の縮小ということだと思うんですね、歳

出削減。ということは歳入も当然そういうこと

になる。そうすると350億を削って事業に充てる

んだから、これについては、財政改革という視

点で見ると、財政改革とまた違う話、広くは財

政改革ですね、事業を効率的、重点的にやると

いう意味から。そうなんだけれども、財政規模

を縮小していくという視点から見ると、この350

億というのはそれからちょっと外れたところに

あるというふうに理解していいんですか。

予算の規模を縮小するといい○和田財政課長

ますか、基金を維持するという、基金を減らさ

ないという観点からすれば、戻す分については

当然その分は使えますから、そういった意味の

財政改革という視点からは若干ずれるというこ

とは委員御指摘のとおりです。ただ、戻す分に

ついてはできるだけ質の高い事業をしていくと

いうことですので、質的な改革という意味での

財政改革になるわけですけれども、基金を維持

するという、差し引きベースで減らすという意

味からいうと、350億は若干ずれる部分も入ると

いう御指摘の点はあります。

350億の中で150億は基金等に充当○由利委員

していくと、こういう話になりますね。そうす

ると事業費そのものは350億のうちの200億とい

う話。基金を造成していくわけですが、これは

単年度でということでしょうけれども、5,800億

を基準として350億、例えば平成19年度でそれが

達成された場合、平成20年度の予算編成します

ね、その場合は頭から350億のうち200億を引く

としても、その規模での予算編成と、こういう

ことになるわけです。そのときも150億というの

は基金に戻していきましょうということを念頭

に置いての予算編成と、こういうことになって

いくんですか。

150億円戻すことの意味であり○和田財政課長

ますけど、毎年予算編成をするときに250億円程

度基金を取り崩していますので、250億円減らし

ている部分を150億円に圧縮する。言いかえれ

ば100億円程度の減少にとどめておけば150億円

の効果は出ます。一たん350億円見直しを達成し

ますと、翌年度以降は同じベースでいけば効果

が得られますので、そうすれば当然翌年度も150

億円分の効果が出てくるという形になります。

そういうところをチャート式と○萩原委員長

いうか表に一回つくってみてください。お願い

します。

財政課長、350億というのは聞こえ○米良委員

はいいんですよ、県民には。しかし、わかりに

くいというのが一つあるんです、今、委員長が

言われたように。表につくって示せということ

でしょう。ただ単なる知事の、それはマニフェ

ストの部分的なものもあるでしょうけど、県民

にはわかりにくい部分があるから、透明性確保

というのをそこである程度しないと、単なるそ

ういうもので終わってしまうと内容的には全然

わからんわけですよ、県民には。だから、250億

がどういう方面に波及効果をあらわしているの

かということまで示さないとおかしいんじゃな

いですか。350億削減をすると、それは県民には

聞こえはいいですよ。ただ単なる知事の人気取

りじゃないわけだから。内容的に、財政構造は

こうなってこういうふうに県民のためになって

いきますよということを示さないと、私も本会

議でもいろいろ聞いたけどわからなかった。そ

こ辺を明確にしてほしいという希望です。
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入札制度のことだけど、今後は総○緒嶋委員

合評価の視点が物すごく重要になってくると思

うんです。具体的に標準型とかいろいろ将来導

入するということですが、総合評価方式をどれ

だけカウントするのかということです。落札率

は一番下じゃなくても、技術力で３番目ぐらい

の人が落札するというようなこともあり得るわ

けですね、評価を信じて。そのあたりの技術的

なものは確実にできるんですか。

これは土木部だけですけ○米原行政経営課長

れども、18年度で簡易型というので３件ほど試

行しているようです。方向としては、この基本

的考え方にもございますように、簡易型の試行

を拡大して標準型、特にトンネルなど規模の大

きな工事とかそういったものに拡大をしていく

ということでございます。いずれにしても試行

段階ですので、試行錯誤しながら深めていきた

いということのようです。執行体制をどうする

のか、まず、評価方法を決めるときに外部の有

識者から意見を聞く、あるいは決めるときにま

た聞くといったようないろんな手続もあり得る

し、対象工事の特性によって技術的なことの余

地があるのかどうか、そういったことは、これ

から試行の結果を踏まえながらあるいは他県の

事例等踏まえながらやっていくということで土

木部からは聞いております。

これはやはり相当明確なルールを○緒嶋委員

決めないと逆に不明瞭な点が出てくるおそれも

あるわけですね。指名競争入札を解消して一般

競争にしたけど、カウントの仕方によっては、

何であの業者が落札したのかといういろいろ問

題も、これでいくと最低の人がとるということ

にはならんわけですね。これは相当研究せんと

逆にこの点がまたおかしな要素にもなってくる

というふうに思いますので、十分検討していた

だきたいと思います。

それと、入札・契約事務の組織体制を別の組

織に移すということ。具体的に言うと、土木事

務所の中で今、土木の場合は入札されておるわ

けです。入札だけはほかの組織をつくって土木

事務所外でやるということ、簡単に言えばそう

いうことになるわけですか。どういうことです

か。

現在、一部を除いて入札○米原行政経営課長

事務は公共３部ともに出先機関で実際の札入れ

とかやっております。それを一元化したいとい

うふうに考えております。したがいまして、今

現在、各出先でやっておりますので、やはり電

子入札が前提にならないと県の場合できないと

思っているんですが、そういったところの前面

部分とか、一般競争入札の拡大等踏まえて、発

、 、注部局から 公共３部から切り離すような形で

一元化したところの組織に移したいということ

でございます。

ということは、電子入札だから、○緒嶋委員

中にそういう部署をつくって、県内の電子入札

はすべてそこで集中的に落札業者を決めるとい

うことになるわけですね。

細かい点いろいろ検討す○米原行政経営課長

べき課題がございますので、まだ断定的なこと

は申し上げられませんけれども、イメージとし

てはそういう形になるというふうに考えており

ます。

入札制度の改革はやらなければな○緒嶋委員

、 。りませんけど 課題が相当あると思うんですね

拙速にやることによって混乱を招いちゃいかん

と思うんです。やはり皆さん方がなるほどとい

うような形の中で進めなきゃ、あえて基本的な

考え方に基づいてやられたことで逆にその弊害

が出るようなことでは何のための改革かわから
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、 、んわけですので そういう手順を十分段階的に

いろいろと試行錯誤しながらといいますか、そ

ういうことで余り拙速ということにならんよう

にやっていただきたい。当然こういう方針でい

かれるということは、我々もそのとおりだとい

うふうに思いますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。

それから、知事、副知事給与の減額率を強化

と、強化という意味合いが妥当かどうかはあれ

ですが、知事の給与は今減額しているわけです

ね。またこれから20％ということですか、もと

に戻したものの20％ですか、これは基本的にど

んな考えですか。

もとに戻した、本来の額○稲用人事課長

の20％、10％ということで議案にございます。

前は130万円だったかな、それ○緒嶋委員

の20％ということですね。

本来の額の20％です。○稲用人事課長

退職金はどうなるんですか。退職○緒嶋委員

金は前の知事は半額にされておったですね。そ

のあたりのことには触れないわけですか。

退職金におきましては、前の○稲用人事課長

知事に関しては50％ということでしたので、現

知事に関しましてはいろいろ議会の中でも議論

がありました。マニフェストの中で掲げられて

いませんで、今後どうするのかというのは検討

していかなきゃいけないと思います。

出来高払いとかいろいろ考え方は○緒嶋委員

あるんですが、当局としては出来高払いの算定

の方法論としてありますか。

今明確にこれはという決まっ○稲用人事課長

たものはございません。今後検討していくとい

うことでございます。

これは当然条例等にのっとって我○緒嶋委員

々の同意がないとできないことですから、ここ

辺はそういう点も考えて。出来高というのは言

葉としてはわかるんですけど、実際運用として

どうなのかなという懸念というかそういうのが

あるわけです。

それと、これは我々も考えなきゃいかん面も

出てこようかなという気はしますが、知事、副

知事以外に特別職の人がおるわけですね、教育

長とか企業局長とか病院局長。その人たちのこ

とも含めて、私は、すべてバランスというのが

あると思うんです、給与については。やはりそ

れぞれの立場の人のバランスがある。そのあた

、 、 、りもある程度考えないと 知事 副知事だけを

ターゲットというといかんですが それをねらっ、

たようなものじゃなくて、全体の給与のバラン

スを考えながらこれはやるべきだというふうに

思うんですが、そのあたりの考えというのは別

に考えていないわけですね。

当初の議案の中で提案させて○稲用人事課長

いただきますので、そこで御説明差し上げたい

と思います。

そういう可能性があるということ○緒嶋委員

ですか。

御提案させていただきますの○稲用人事課長

で、その辺は当初の委員会の中で御説明したい

と思います。

入札・契約事務等に係る組織体制○由利委員

の整備ですが、宮崎市の場合は契約課というの

があるんです。そこで一括全部そういったのを

。 、やっている そういうイメージでいいんですか

今からやろうと考えているのは。

宮崎市の場合は、検査業○米原行政経営課長

。務はたしか別なところがやっていると思います

今おっしゃった入札事務については宮崎市と全

く同じになるかどうかわかりませんが、先ほど

申し上げましたように公共事業部局から別なと
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ころに、そこは総務部がやるのかどうかという

のは別といたしまして、切り離すということで

ございます。したがって、宮崎市がやっている

事務と全く同じかどうかはわかりませんが、切

り離すということはおっしゃるとおりです。

去年あたり委員会等で説明を受け○由利委員

たんですが、指名競争入札じゃなくて、一般競

争入札でするとか、条件付でするとか、その辺

のところの契約の場合はそれでいいんですが、

最近は、提案型とか、契約していて途中でもう

一遍見直して新たな提案を受けてとか、そうい

うやり方が非常に先進的なやり方だというよう

な説明を、去年あったときに私、委員会で受け

た記憶があるんです。事務方というか、契約事

務だけを一括してそこでやるということになる

と、発注当局というか部局というか、そういっ

たところと合議をしながら一つの工事をつくり

上げていくというような契約なんかの場合、そ

れは可能なんですか。それは技術的にどうクリ

アしていくのかなと思うんです。

まずは入札事務、そして○米原行政経営課長

契約事務と連続しているわけでございますけれ

ども、これから検討する部分が今おっしゃった

点も含めてございます。多様な方式自体どうす

るのか、あるいは250万までの分は随契で残りま

すので、それをどうするのか、総合評価をどう

するのか、そういった課題等をこれから検証し

ながら、県としてどうあるべきか、効率性ある

いは独自性をどれだけ保つかというようなこと

を踏まえて検討していきたいと思っています。

関連してですけど、一昨年だっ○萩原委員長

たと思うんですが、自民党の勉強会で横須賀市

に行ったんです。協会も調査に行ったんです。

一般公募競争入札にした場合に、１つの物件に

大体60社ぐらい来るそうです。横須賀の場合。

１日に入札が何十件も出るわけです。そうする

と、50件なら50件入札が来るもんだから、どれ

。が本当の会社なのかペーパーカンパニーなのか

ペーパーカンパニー的な会社が１日に４件ぐら

い落札したそうです。４件ぐらい落札して、事

務方としてはその会社を調べるのに一苦労する

そうです。例えボーダーラインをば75％という

ラインを引いたときにそれ以下は失格にな

る。75％を超えた分の１、２、３を１次合格と

して、その１、２、３を皆さんが言う総合評価

方式でチェックをするとなると、１日に何十件

も入札するわけですから、１件の仕事に何十社

と入ってくるわけですから、相当の膨大な事務

方の整理をしないと大変だったそうです。市に

勉強に行くというのはどうなのかわからんけれ

ども、そういうのを一回調べていただくとあり

がたいなと、こう思います。

それともう一つは、横須賀が一番直面したの

は、そういうことで建設業界という協会がほと

んど崩壊状態になったそうです。300社ぐらい

あった協会が一時50社ぐらいに減ったと。そう

、 、すると 台風とかいろんな災害があったときに

台風ですから、災害のときには入札なんてでき

ないわけですね。今まではそういう協会に、大

至急あそこの防災関係をやってくれないかとお

願いしていた。その機能がほとんどなくなって

しまった。それで、今度は、横須賀は神奈川県

ですから、県の方が前面に出てそういう災害等

には県の協会員をお願いしたそうです。それか

ら横須賀市の市長も少し変わってきて軟化した

というか、やっぱり協会というのは必要だと。

通常の一般公募入札にはいいけれども、万一の

とき、災害とかそういうことがあったときには

協会しか頼るところがないわけです。民間にや

ると、しがらみがあるんじゃないかとかいろい
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ろやられるから。その辺のところも十分に頭に

入れた上でやっていかないと、この問題は直接

市民、県民が迷惑をこうむるということになる

ということもありますから、十分に研究した上

。でやっていただきたいなということを思います

ほかに。その他のその他。

私、一般質問でも申したんで○満行副委員長

すが、知事公舎の入居問題です。副知事も来て

おられるのでお聞きしたいんですけれども、我

々とすれば、申し上げましたけれども、広く開

かれた公舎だと思って、５億円近いお金で、私

的な部分と公的な部分があるわけです。県産材

をふんだんに用いたモデル住宅だと我々は思っ

ています。世界じゅうの著名人とか来ていただ

いてそれをぜひ公開をし、そういう人たちにま

た情報を発信してもらう。それが地域の森林・

林業の方々の振興にもなるという思いで我々は

了としているわけです。なおかつ危機管理、災

害時のバックアップ体制としても有効に活用で

きると。いつ何時、365日24時間、知事は公舎に

いながら指揮命令系統のトップに立てますよと

いう思いであの設備があるわけです。それを説

いたんですが、知事は、入らない方向で検討し

たい、その一言だったんで、非常に残念至極な

んですが、事務方としては、知事公舎に知事、

入ってくださいと言うのが当然だし、そう考え

ているんですけれども、執行部としてどうお考

えなのか、まずお尋ねしたいと思います。

総務部は宿舎管理ですとか危機○河野副知事

管理、そういう対応の担当であるということか

らいたしますと、おっしゃいますとおり、基本

的には入居していただければという方向でこれ

までも説明をしてきたところであります。

知事公舎があっても入居して○満行副委員長

いない知事が３名おられるというふうに伺って

いるんですけれども、大部分の方々は知事公舎

に入っておられると。知事は、全身全霊県民の

福祉の向上のために頑張りますというふうに決

意を持って立候補されて当選されたと思います

から、公人ですよね、だれが何と言おうと。宮

崎県110万人のトップですから、そういう意味で

は知事公舎に入居いただきたいと思っているん

ですけれども、ぜひ今後とも今、副知事がおっ

しゃったようなスタンスで、なぜ知事公舎を置

いているのか、知事に入っていただきたいとい

う思いでアタックしていただきたいと思います

が、今、副知事公舎もあるわけですね、副知事

としては、まさか知事公舎の隣にある副知事公

舎に入らないということにはならないと思うん

ですけれども、副知事の考えを聞きたいと思い

ます。

現時点では入居について検討し○河野副知事

ているところであります。公舎を置く意味、危

機管理のバックアップ機能、それから、知事、

副知事に対するセキュリティーの機能というよ

うなところもよく勘案しながら今後検討してい

きたいと考えております。

間違っても知事公舎も副知事○満行副委員長

公舎も入居のないということにはならないと思

うんですね。知事は新しいところ、900メーター

だから歩いてでも来られるとおっしゃいますけ

れども、いつ何時、大きい地震が起こるともし

れない この中心部が大きな損害を受けてひょっ。

とすると危機管理室が使えないかもしれない。

４キロ離れているからこそバックアップ体制と

して対策室が有効に活用できるということも十

分配慮いただいて、知事、副知事、両方とも公

舎には入っていただきたいという思いでもあり

ますので、ぜひ強く知事にも御進言をいただき

ますようにお願い申し上げます。
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おととい朝、車で聞いていたら、○緒嶋委員

木造家屋は寒いから入らんと知事は言われたん

。 、ですね 宮崎県民は木造の家に住んでいるのに

自分は木造は寒いから入らないという理屈を言

われるというのはいかがなことかな、そういう

気もした。それと、言われたとおり、副知事は

公舎に入りましたが、知事は入っておりません

では、これはどう見ても格好はつかんですね。

。ちょっと知事は発言がぶれ過ぎると思うんです

検討しますならいいけど、入らん方向でとか。

前は入る方向で検討しますと言われたことがあ

るわけです。それが今度は入らん方向でと、

ちょっとぶれが大きいから、発言も知事として

の重みというものを当然考えて発言せんと、か

えって自分で自分の首を絞めることにもなるわ

けですね。だから、やはりこのあたりは、人間

は余りぶれたらいかんわけですから、方向性が

決まるまでは、少なくとも検討しますならいい

ですけど、入らん方向で検討しますと言われれ

ば、その方向でいかれるのかと。入る方向でと

言われるとその方向でいかれるのかなというふ

うに誤解もあるわけですね。だから、やはりそ

こ辺は重みを持って知事の品格で事を考えてい

ただかんと、私はどうかなと。みんなが信頼す

る知事であればこそ、そういうぶれがあっちゃ

いかんわけですね。あれだけの５億のすばらし

い施設もあって、それを空室にしておくぐらい

なら 県病院のお医者さんたちを入れた方がよっ、

ぽどいい。知事公舎が空いておりますので、今

度おいでになる病院の先生は知事公舎に入居し

てくださいと言った方がよっぽど県民のために

なる。医者が足らんから。それぐらいにいろい

ろありますが、少なくとも、やはりあそこに知

事が入居されて県民のトップリーダーとして指

揮をとっていただくのが、県民みんなが期待す

、るところじゃないかというふうに思いますので

これは副知事の責任ですね。副知事に一任しま

すのでよろしくお願いします。

先ほど来ちょうだいいたしまし○河野副知事

たさまざまな御意見をしっかり私としても受け

とめて、知事にもお伝えした上で今後協議検討

してまいりたいと考えております。

私からも一言。知事というのは○萩原委員長

アメリカでいえば大統領なんですね。24時間、

いついかなるときでも連絡とれる体制でなきゃ

いけないし、人が集まるところでなきゃいけな

い。そのために知事公舎はあるんです。我々議

員とは全く違うわけです。普通の役人の皆さん

とは。初めてこういう世界に入ってこられたか

ら、マスコミの皆さんに受けるからそっちだけ

向いておったんじゃ、私はいけないんじゃない

かなと、こう思うんです。

２つ目は、活用方法はむしろ幾らでもある。

キャンプでもいろんなキャンプが来たわけで

しょう。Ｊリーグからプロ野球から。そういう

方たちを知事公舎に一回呼んでこれが県産材で

すよと。いろんな方法でアピールする。1,000万

以上の価値のある仕事は幾らでもできると、私

はそう思います。そういうことで、むしろだめ

な方じゃなくてより活用する方法を考えた方が

私は知事公舎にふさわしいと。そしてあらゆる

方々に、子供たちにも知事になる夢を持たせる

ようなそういう意味でなければ私はいけないと

思う。何でもこびを売ればいいというものじゃ

ない。私はそう思います。そういう意味で知事

を説得していただきたい。そのために副知事に

任命されたんですから。よろしくお願いいたし

ます。

別件で。２月24日の宮日新聞○満行副委員長

「 」 、窓 の投書欄にこういうのがあったんですが
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、都城市の病院に勤務している女性の方の投書で

病院がドクターの判断で防災救急ヘリをお願い

したいと、鹿児島の搬送にお願いしたいという

ふうにお願いしたにもかかわらず、防災救急航

空担当責任者と書いてありましたか、は、陸路

で鹿児島まで行ってくださいと言われたと。何

回か押し問答しながら、結局行っていただいた

けれども、時間がかなりかかってしまったと。

その方は、ドクターが判断をしてお願いしてい

るのに、一現場の責任者のお答えでそうなって

。しまって非常に残念だというふうにありました

このことについてコメントいただければと思い

ます。

「 」○押川消防保安室長 確かに先日の新聞の 窓

欄に、防災出動のヘリがおくれて患者の病状が

悪化したというような投書がございました。私

どもの方も早速事実を調査いたしましたが、防

、 、 、災ヘリの出動基準の中に 原則として 公共性

緊急性、非代替性、その３つの要件がございま

す。こういうものを場所等々から勘案して考慮

したところです。もちろん委員おっしゃるよう

に、患者の容体等については病院の先生方が一

番わかっていらっしゃるということは認識して

おります。しかし、１つに場所が都城であった

こと、搬送予定先が姶良町というところでして

都城から40～50分で行ける距離にあったこと、

それと、防災ヘリがその日天神ダムの方で自主

訓練をやっておりまして、そのことがありまし

てすぐさま帰投命令をかけまして一度航空セン

ターの方に帰っております。

時間的なもので申し上げますと、一番最初に

出動可否の確認があったのが12時55分でして、

「 」 。あおぞら にすぐ帰投命令をかけております

そして一方では、転院搬送の情報収集、救急資

材等の積みかえ、そういうもろもろの準備をす

る一方で、搬送先等の病院の情報等を入手して

おりました。１時25分になりまして搬送先の病

院が決定しました。これがいわゆる本要請とい

うことになるんですが、それから、搬送先着陸

場の情報収集ですとか、着陸場の安全警戒状況

の打ち合わせですとか、飛行経路の気象調査で

すとか、そういういろいろなものを、要するに

出動準備ですが、重ねて、宮崎空港を離陸した

のが１時52分でございます。出動準備に27分要

しております。そして、都城の市郡医師会病院

の近くにあります梅北運動公園の方に着陸した

のが２時５分となっております。そして、患者

を引き継ぐ時間、たんかをヘリの方に収容する

時間、これが12分かかっておりまして、２時17

分に梅北運動公園を離陸しております。14分飛

行しまして、姶良町の総合運動公園に着陸した

のが２時31分となっております。したがいまし

て、これから10分余りかけて病院の方に搬送さ

れておりますので、出動してから76分程度要し

たものと考えております。

１つには、要請があったときに、車だと揺れ

。て無理だというようなこともあったみたいです

救急車の振動に患者が耐えられないという理由

もあったそうです。そうしたときに、担当の方

で言ったのが、救急車の振動に耐えられないと

いうことだが、気象条件にもよりますが、ヘリ

の方は同等もしくはそれ以上に揺れるんですよ

というような話もしたんだそうですが、それに

もかかわらず、かかわらずといいますか、そう

いう話が、交渉といいますか、あった結果、最

終的には、おっしゃいましたように飛び立ちま

した。結果的に申し上げますと、仮に陸送で都

、 、城から１時間で行ったとした場合に ヘリだと

さっき申し上げましたように本要請から76分要

しているわけです。そういうところを予想した
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ものですから、陸送の方がいいんじゃないです

かというような提案をしたというふうに聞いて

います。以上です。

丁寧な説明をいただきました○満行副委員長

が、現場、現場と言うと誤解を受けるかもしれ

ませんが、病院、そして救急の人たちからは、

今回の件については期待をしていると。もちろ

ん県民も期待していますし、医療機関、救急の

部署も期待をしている中でこういったことが起

こってしまったということで残念だということ

だと思うんです。振動があるならというのは記

事にも書いてありましたけれども、いろんなこ

とがあって現場にそういった不信感みたいなの

があるのかなと思いますので、ぜひ今後そうい

う誤解がないように、ヘリの運航をスムーズに

行うために、病院とか救急の担当とは今後もう

まく連携していかないといけないので、今後そ

ごのないようにぜひ運用いただきますようにお

願いをしておきたいと思います。

そのほかありませんか。○萩原委員長

ないようでございますから、以上をもって総

務部を終了いたします。執行部の皆さん、お疲

れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時43分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、出納事務局○美濃田出納事務局長

の平成18年度２月補正予算につきまして御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の357ページをお開

きください。表の上の欄でありますが、出納事

務局は、会計課、物品管理課合わせまして、総

額１億4,785万7,000円の減額をお願いしており

ます。

それでは、初めに会計課の補正予算について

。 。御説明いたします 359ページをお開きください

会計課は4,032万2,000円の減額をお願いしてお

ります。この結果、補正後の予算額は、表の一

、番上の段の右から３つ目の欄にありますとおり

６億5,047万5,000円となります。

。その主なものにつきまして御説明いたします

次の361ページをお開きください。

まず、上の段の（目）一般管理費（事項）職

、 。員費ですが 3,170万7,000円の減額であります

これは新財務会計システム開発が終了したこと

。に伴う職員減等による執行残の減額であります

次に、中ほどの（目）会計管理費（事項）出

納事務費ですが、555万9,000円の減額でありま

す。これは財務会計システム運営管理費等の執

行残であります。

次に、下の段の（事項）証紙収入事務費です

が、305万6,000円の減額であります。これは証

。紙売りさばきに要する経費の執行残であります

続きまして、物品管理課の補正予算について

。 。御説明いたします 363ページをお開きください

物品管理課は１億753万5,000円の減額をお願い

しております。この結果、補正後の予算額は、

表の一番上の段の右から３つ目の欄にあります

とおり、１億8,504万8,000万円となります。

。その主なものにつきまして御説明いたします

次の365ページをお開きください。

まず、上の段の（目）一般管理費（事項）職

員費ですが、１億507万6,000円の減額でありま

す。これは現業職員、運転手の非現業化の取り

組み等による執行残の減額であります。
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次に、中ほどの（目）財産管理費（事項）物

品管理及び調達事務費ですが、193万4,000円の

減額であります。これは物品管理等に要する経

費の執行残であります。

次に、下の段の（事項）車両管理事務費です

が、52万5,000円の減額であります。これは自動

車の集中管理等に要する経費の執行残でありま

す。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

なお、御報告ですが、話題となっておりまし

た知事車についてですが、副知事車、出納長車

とあわせて一般競争入札で処分することとし、

あす３月１日に入札の公告を行うこととしてお

ります。３月中には手続を終える予定にしてお

ります。よろしくお願いします。

以上、執行部の説明が終わりま○萩原委員長

した。質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他のその他ありませんか。○萩原委員長

ないようでございますから、以上をもって出

納事務局を終了いたします。どうもお疲れさま

でした。

暫時休憩します。

午後１時48分休憩

午後１時50分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、人事委○渡辺人事委員会事務局長

員会事務局の平成18年度２月補正予算につきま

して御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の435ページをお願

いいたします。表の一番上の補正額の欄でござ

いますが、人事委員会事務局は、総額で800

万3,000円の減額をお願いいたしております。こ

の結果、補正後の予算総額は、補正額の欄から

２つ隣りでありますけれども １億5,376万4,000、

円となります。

次に、補正の主な事項について御説明いたし

ます。439ページをお願いいたします。

まず、このページの中ほどからやや下になり

ますが （事項）職員費の301万7,000円の減額補、

正であります。これは主に職員の人事異動に伴

う給料及び諸手当の減額による執行残でありま

す。

次に 下から２番目の事項の欄にあります 事、 （

項）県職員採用試験及び任用研修調査費の187

万6,000円の減額補正であります。これは県職員

採用試験の実施及び任用制度等に関する調査研

究に要する経費で、主に採用試験実施経費の執

行残であります。

次のページをごらんください。一番下の事項

の欄にあります（事項）審査監督費152万9,000

円の減額補正であります。これは不利益処分に

関する不服申し立ての審査及び労働基準監督関

係等に要する経費で、不服申し立ての対象とな

る議案がなかったことなどによる執行残であり

ます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

執行部の説明が終了しました。○萩原委員長

質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○萩原委員長 その他のその他もありませんか

ないようでございますので、以上をもって人

事委員会事務局を終了いたします。お疲れさま

でした。
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暫時休憩します。

午後１時53分休憩

午後１時54分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、監査事務局の○甲斐監査事務局長

平成18年度２月補正予算につきまして御説明さ

せていただきます。

予算説明資料をごらんいただきたいと思いま

。 。す 429ページをお開きいただきたいと思います

、表の一番上の補正額の欄でございますけれども

監査事務局では、総額で1,047万2,000円の減額

をお願いするものでございます。この結果、補

正後の予算総額は、補正額から２つ右の欄でご

ざいますけれども、補正後の額欄にありますと

おり、２億2,138万8,000円となります。

その主な内訳でございますけれども、433ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

まず、上から４段目の（目）の委員費でござ

います。259万3,000円の減額でございます。こ

、れは監査委員の報酬並びに給料でございますが

昨年10月から特別職の給与の引き下げがござい

ました。こういったものに伴う執行残、それと

監査等に要する事務に要する執行残、特に旅費

等でございますが、この執行残が生じたことに

よるものでございます。

続きまして、下から５段目でございますけれ

ども 目 の事務局費でございます 787万9,000、（ ） 。

円の減額でございます。この内訳でございます

けれども、まず、その下の事項の職員費でござ

います。これは人件費でございますが、特に住

民監査請求等もございませんでしたので、時間

外手当を初めとする職員手当等の558万7,000円

の減額ということになります。さらにその下で

ございますけれども、運営費の執行残が229

万2,000円の減額ということでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○萩原委員長

た。質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他もありませんか。○萩原委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでありますのでスムー○萩原委員長

ズに終わりました。ありがとうございました。

以上をもって監査事務局を終了いたします。

休憩いたします。

午後１時57分休憩

午後１時58分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、事務局の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、県議会事務局○後藤議会事務局長

の平成18年度２月補正予算について御説明申し

上げます。

お手元の歳出予算説明資料の１ページをお開

きください。今回の補正予算額は7,493万5,000

円の減額をお願いしております。補正後の予算

額は11億5,903万2,000円となります。

それでは、５ページをお開き願いたいと思い

ます。上から４行目（目）の議会費でございま

すが、6,524万9,000円の減額補正をお願いいた

しております。

主なものについて以下御説明申し上げます。

まず （事項）議員報酬でございます。3,546、
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万5,000円の減額でございます。これは議員報酬

の５％の減額などによる執行残でございます。

次に （事項）議会一般運営費で2,382万8,000、

円の減額でございますが、これは議員の海外行

政調査旅費等の執行残でございます。

最終の６ページをごらんいただきたいと思い

ます 目 の事務局費でございます 968万6,000。（ ） 。

円の減額補正をお願いいたしております。事務

局費の主なものといたしましては 一番下の 事、 （

項）議会一般運営費で623万2,000円でございま

す。これは議会棟の緊急補修分として計上して

。おります工事請負費などの執行残でございます

説明は以上でございます。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

事務局の説明が終了しました。○萩原委員長

質疑はありませんか。

議員寮が問題になっているけど、○米良委員

減額補正66万3,000円というのは何ですか。

66万3,000円の減額の内訳でご○馬原総務課長

ざいますけれども、電話代等役務費が20万円、

それから、報酬で、議員寮の方に非常勤職員を

１人雇用しておりますけれども、病気で10月か

ら入院をいたしまして、その分の人件費が約71

万6,000円減額になっております。その間につき

ましては、議長公舎の方から１人嘱託職員を週

に４回来ていただいております。

電話料は議員がそれぞれお支払い○米良委員

になるんじゃないんですか。

議員が使われた分は議員がお○馬原総務課長

支払いということで、基本料の分です。基本料

の分が減額です。

ほかありませんか。○萩原委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他のその他もないようであ○萩原委員長

りますから、以上をもって議会事務局を終了い

たします。

暫時休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時17分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

採決については、委員会日程の最終日に行う

ことになっておりますので、３月６日に当初予

算関係議案とあわせて行いたいと思います。日

程が早いから、通常の補正と違いますので、行

いたいと思います。

。明日より当初予算関係議案の審査を行います

以上で本日の委員会を終了いたします。どう

もお疲れさまでした。

午後２時18分散会
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平成19年３月１日（木曜日）

午前10時４分開会

出席委員（８人）

委 員 長 萩 原 耕 三

副 委 員 長 満 行 潤 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 坂 元 裕 一

委 員 米 良 政 美

委 員 由 利 英 治

委 員 野 辺 修 光

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総 務 部

嗣副 知 事 河 野 俊

総 務 部 次 長
丸 山 文 民

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
長 友 秀 隆

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長 佐 藤 勝 士

部参事兼総務課長 米 良 剛

部参事兼人事課長 稲 用 博 美

行 政 経 営 課 長 米 原 隆 夫

職 員 厚 生 課 長 鈴 木 高

財 政 課 長 和 田 雅 晴

税 務 課 長 萩 原 俊 元

危 機 管 理 室 長 日 髙 昭 二

消 防 保 安 室 長 押 川 利 孝

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 古 谷 信 人

委員会を再開いたします。○萩原委員長

本日より、当初予算関係審査に入ります。

審査方法についてでありますが、お手元に配

付してあります「委員会審査の進め方（案 」）

をごらんください。本日からの委員会は新年度

の当初予算の審査が中心となりますので、当初

予算全体の説明を聞くため、総務部の審査を先

に行うこととし、その後、総合政策本部及び各

種委員会事務局の審査を行いたいと思います。

また、総務部の審査につきましては、長時間

に及ぶことが予想されますので、数課ごとに説

明及び質疑を行い、最後に総括質疑を行いたい

と考えております。

審査方法については以上でありますが、御異

議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでございますので、そ○萩原委員長

れでは、そのように決定いたします。

執行部入室のために暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時７分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

今回、当委員会に付託されました議案の説明

を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

それでは、総務部の審議、よろ○河野副知事

しくお願いをいたします。

本日御審議いただきますもののうち、まず、

当初予算全体の概要と歳入歳出のポイントにつ

いて説明を申し上げます。
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まず、私の方からは 「平成19年度当初予算案、

のポイント」という資料を説明させていただき

たいと思います。骨格予算案ということで別添

の資料があるかと思いますが、これによりまし

て予算案の概要、アウトラインを説明をさせて

いただきます。

まず、１ページをお願いいたします。予算の

全体像、基本的考え方でありますが、これは骨

格予算ということでございますので、基本的な

義務的経費、施設管理経費等の経常的経費につ

いて編成をしております。それ以外の新規事業

等につきましては、６月議会で肉付け予算とい

うことでございます。１ページの中ほどに表が

ございますが、義務的経費については年間所要

見込額でございますが、公共事業についてはこ

の肉付け予算が具体化するまで４、５、６月分

についてカバーできるようにということで、概

ね40％程度を計上しております。その他の経費

についての考え方はそこにあるとおりでありま

す。

２ページでございます。予算規模につきまし

ては4,663億円余でございます。前年度からの比

較でいきますと２割減ぐらいであるわけでござ

いますが、骨格予算ということでこういう数字

になっておるところでございます。

３ページをお願いいたします。３ページ以降

は、歳入歳出予算の特徴をこの資料では整理を

。 、してございます ３ページにございますように

自主財源、依存財源という形で整理をしておる

わけでございますが、４ページ右側の方、自主

財源の方からまず説明させていただきますと、

上の四角のところ、枠囲みのところでございま

すが、県税でございます。県税は1,002億4,000

万円ということで、初めて1,000億を超えたわけ

でございますが、その要素といたしましては、

３行目に書いてございますが、税源移譲、税制

改正の影響というものがまずございます。三位

一体改革に伴う税源移譲、国税から地方税への

税源移譲分、それから定率減税の見直しなど、

そういった税制改正の影響が115億円ほどござい

ます。それを除き、昨今の景気回復の状況等も

反映しながら、そういった特殊な要素、税源移

譲等の要素を除くと34億円の４％増であるとい

うことでございます。

それから、分担金・負担金、諸収入は、基本

的に必要な額の計上でございますが、繰入金の

ところでございます。３つ目の四角でございま

、 、 、すが 骨格予算のために 財政調整以外の基金

。繰入金を計上しているということでございます

一番下の表を見ていただきますと、昨日も基金

残高について御質問がございましたが、17年か

ら18年のところは73億のマイナスになっており

ます。18年度当初予算を編成しましたときは222

億の基金を取り崩して編成をしたわけでござい

ますが、18年度の財政運営におきまして、年度

途中のさまざまな節約なり財源の確保という努

力をした結果、基金の取り崩し額を圧縮して、

結果的に73億程度の取り崩しで済んだという意

味として御理解いただければと思います 18 19。 、

が同じ数字になっておりますが、先ほども御説

明しましたように、財政調整のための基金とい

うものは取り崩さずに骨格予算については編成

をさせていただいたということでございます。

５ページをお願いいたします。以上が自主財

源の部分でございます。依存財源でございます

が、ポイントとなる交付税、交付税の代替財源

である臨時財政対策債につきましては、それぞ

れ20億円ずつぐらいの減となっております。地

方財政計画全体が4.4％マイナスの中で、交付税

などは1.1％減というような状況になっておりま
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す。譲与税、国庫支出金はそこにあるような数

字でございます。県債のところでございます。

一番下のところがポイントなんですが、昨日も

質問が出ました退職手当の財源の一部としてと

いうことで、退職手当債を発行しております。

昨日も御説明しましたように、２月補正で30億

を発行し、この当初でも30億を発行していると

いうことでございます。当初で退職手当を発行

したのは今回が初めてということになります。

右側６ページ、歳出予算に移ります。歳出予

算は、義務的経費、投資的経費ということで性

質別に整理をしてございますが、まず （１）の、

義務的経費のところでございます。義務的経費

につきましては、骨格予算の考え方にありまし

たとおり、年間所要見込額、必要な額を計上し

。 、 、ております 人件費なんですが 給与の見直し

定員の削減等によりまして職員給与自体は減っ

ているんですが、退職手当の増加ということで

全体としては微減の数字となっています。

公債費は、そこにありますように、873億円余

で1.8％減になるんですが、これは償還額はこの

数年では最も少ない年に当たるということで前

年度比のマイナスになっております。過去にお

いて償還期間を長期化した、10年であったもの

を15年、20年と延ばしてきた、いわば負担の先

送りということで苦しい財政運営をしておるわ

けでございますが、そういった影響がたまたま

トータルでことしは最も償還額が少ない年に

なっているということでございます。

投資的経費は、骨格予算でございますので、

６割減のこの数字になってございます。

７ページをお願いいたします。一般行政経費

でございます。骨格予算の考え方に沿って整理

をいたしまして、目的別歳出のこのような状況

になってございます。この表の一番右側の対前

年度増減率のところを見ていただきますと骨格

予算の性格がよくわかると思うんですが、中ほ

どの農林水産業、商工業、土木のあたりが増減

率が大きくなっております。これは、要は、こ

ういった政策的な経費が多い費目につきまして

は、基本的に肉付け予算の方で措置をするとい

うことで、この骨格予算では減額が大きくなっ

ておりますが、一方では、例えば総務費であり

ますとか警察、教育、そういった人件費などが

割合を多く占めるものにつきましては、減額幅

といいますか 大きな変動はないという形になっ、

てございます。

８ページの特別会計、公営企業会計につきま

しては、基本的に通常予算ということで編成を

しております。

９ページ、10ページ以降に主な事業を掲上し

。 、ております 基本的な考え方といたしましては

骨格予算ではあるんですが、年度当初から必要

な経費についてはちゃんと措置すると、それか

ら、政策的経費であっても早急な対応を要する

経費については、県民生活に影響が生じないと

いうことを一番のポイントといたしまして、今

回の骨格予算でお願いをしているということで

ございます。その例としましては、総務部であ

れば、後ほど御説明申し上げますが、自動車税

クレジットカード収納事業でありますとか、例

えば右側の10ページでありますれば、福祉保健

部の老人医療費支給事業ですとか、国民健康保

険助成費、これは当然必要な経費でありますの

で、100億を超える大きなものでありますが、骨

格予算の中に盛り込んでおります。また、環境

森林部の一番上の集落保全流木等撤去緊急対策

事業につきましては 台風シーズン前にこういっ、

たことをしていく必要があるということで、今

回の骨格に盛り込んでいるということでござい
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ます。

ざっとの御説明でございましたが、当初予算

案全体のポイント、アウトラインは以上でござ

います。

次に 委員会資料に戻っていただきますでしょ、

うか。委員会資料の５ページをお願いをいたし

ます。総務部の各課別の集計表ということでこ

こは整理をしてございます。総務部全体の当初

予算額は、一番下の計のところを見ていただき

ますと、1,268億2,906万3,000円ということで、

前年度と比べて４億７千万円余の減となってお

ります。これは骨格予算、また総務部の持って

いる予算の性格で減額というのはこの程度に

なっているということでございます。

それから、この資料の目次をごらんいただき

ますでしょうか。予算関係、これから歳入歳出

御説明申し上げますが、その他の特別議案とし

ては、総務部の関係では９本ほどございます。

これにつきましては、後ほど各課室長の方から

説明を申し上げます。

私の方から説明は以上でございます。

それでは、当初予算のうち歳○和田財政課長

入予算の概要につきまして、常任委員会資料に

より御説明させていただきます。

常任委員会資料の１ページをお願いいたしま

す。まず、１ページ （１）歳入予算の総括表で、

ありますけれども、一番上の欄の自主財源につ

きましては、1,730億1,794万3,000円で、歳入全

体に占める構成比が37.1％、また対前年度比で

は14.4％の減というふうになっておりますけれ

ども、当初予算は骨格予算になりますので、今

後の肉付けでは変動するという見込みでござい

ます。特に下から３つ目の繰入金、先ほど副知

事の説明にもございましたけれども、繰入金に

つきましては、骨格予算ということで、財政課

、所管４基金の取り崩しを行っていないことから

対前年度比で244億円余と大幅な減になっており

ますけど、これにつきましては、当然６月の補

正の肉付け予算のときに大幅な取り崩しが予想

されるというような状況でございます。

次に、真ん中より少し下の依存財源でありま

すけれども、2,933億105万7,000円で、構成比

は62.9％というふうになっております。これに

つきましても骨格予算でありますので、６月補

正により変動する見込みでございます。

次に、科目ごとの内容につきまして次のペー

ジで御説明をいたします。２ページをお願いい

たします （２）の歳入科目別の概要でございま。

す。一番上の２つの県税、それから地方消費税

清算金につきましては、後ほど税務課長より御

説明いたしますので、それ以外の項目の主なも

のについて御説明をさせていただきます。

まず、上から３つ目の分担金及び負担金であ

りますけれども、12億7,141万4,000円で、前年

度と比べますと、分担金が57.9％の減、負担金

、が66.4％の大幅な減になっておりますけれども

分担金、負担金等につきましては、公共事業関

係の分担金・負担金等ありますので、公共事業

の減に伴いまして減っていると、そういった状

況になっております。

続きまして、その下の使用料及び手数料であ

りますけれども、104億4,119万円になっており

ます。この科目につきましては、基本的に年間

で見込める全額を計上しておりますので、前年

度とほぼ同額規模になっております。主な増減

の内容といたしましては、使用料で、土木使用

料が水利使用料の増額になった一方で、教育使

用料につきましては、生徒数の減少に伴いまし

て高等学校の授業料が減になっていると、そう

いう状況でございます。
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その次の財産収入でありますけれども、14

億2,173万8,000円で、前年度に比べて財産運用

収入が利子の増加に伴いまして6.6％の増、財産

売り払い収入が不動産売り払い収入の増により

。まして14.7％の増というふうになっております

次の寄附金につきましては、当初予算の段階

では計上いたしておりません。

その次の繰入金ですけれども 40億125万7,000、

円で、先ほど申し上げましたとおり、今回、財

政課所管４基金の取り崩しを行っていないため

大幅な減になっていると、そういう状況でござ

います。

一番下の諸収入でありますけれども、諸収入

につきましても、341億6,463万6,000円と前年度

に比べて大きく減少しておりますけれども、こ

れにつきましても、骨格予算の編成によるもの

でございます。

右側にまいりまして３ページの一番上の譲与

税でありますけれども、地方譲与税につきまし

ては30億6,600万円で、前年度に比べて181

。億9,453万8,000円と大幅な減になっております

これは先ほど副知事から御説明がありましたけ

れども、税源移譲の結果、県税収入が大幅に伸

びておりますけれども、逆に、税源移譲の前の

暫定的措置であった所得譲与税が廃止されまし

たので、所得譲与税が大幅に減ったことにより

ましてこのような大幅な減という形になってお

ります。

その下の地方特例交付金につきましては８

億900万円、その次の地方交付税につきまして

、は1,834億2,700万円になっておりますけれども

これにつきましては、地方財政計画による全国

総額の減少によるものでございます。

次の交通安全対策特別交付金につきましては

５億8,900万円で、これも地方財政計画が全国的

に伸びたことによりまして増額になっていると

ころでございます。

次の国庫支出金につきましては611億9,494

万4,000円で、国庫負担金と国庫補助金につきま

しては、骨格編成によりますことから、大幅に

減額になっておりますけれども、一番下の委託

金につきましては、参議院選挙の選挙費等の増

によりまして増額になっているという状況でご

ざいます。

一番最後の県債でありますけれども、442

億1,511万3,000円で、これも骨格予算によりま

すので、公共事業等が少なかったことから大幅

な減という状況でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

県税収入及び地方消費税清算○萩原税務課長

金の当初予算について御説明申し上げます。

委員会資料の４ページをお開きください。

県税の当初予算につきましては、県内の経済

動向、主要企業に対する業績の見通し調査、税

制改正及び地方財政計画等を総合的に検討して

見込んだところでございます その結果 平成19。 、

年度の県税収入当初予算は、表の一番上の県税

計を見ていただきたいと思うんですけど、1,002

億4,000万円を計上したところでございます。こ

れは、その右の欄の前年度当初比の増減にあり

ますように、149億7,000万円の増、率で17.6％

の増となっております。

税目別の内訳でございますけど、前年度当初

予算額と比べまして、増減幅の大きな税目につ

いて御説明申し上げます。各税目ごとの中ほど

の欄でございますけど、増減額の欄をごらんく

ださい。

、 、まず 一番上の個人県民税でございますけど

税源移譲、定率減税の廃止等の税制改正の影響
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によりまして125億9,200万円余の増収となって

おります。

その下の法人県民税が、企業収益の伸びが見

込まれることにより３億8,000万円余の増収と

なっております。

、２つ飛びまして法人事業税でございますけど

法人県民税と同様の理由によりまして26億9,200

万円余の増収となっております。

２つ上に戻りまして、利子割県民税でござい

ますけど、郵便貯金の預金残高の減によりまし

て１億3,500万円余の減収となっております。

２つ飛びまして、譲渡割地方消費税が消費の

減少等によりまして４億800万円余の減収となっ

ております。

１つ飛びまして、不動産取得税が原始取得分

の増加によりまして２億6,300万円余の増収に

なっております。

２つ飛びまして、自動車税が課税台数の減少

等によりまして9,600万円余の減収となっており

ます。

１つ飛びまして、自動車取得税が普通、小型

自動車取得の減少によりまして１億8,500万円余

の減収になっております。

その下の軽油引取税が販売数量の減少等によ

りまして１億4,600万円余の減収と見込んでいる

ところでございます。

税収につきましては以上でございます。

次に、地方消費税清算金について御説明申し

上げます。資料の方は戻っていただきまして１

ページをお開きください。

上から４列目でございますけど、地方消費税

清算金についてであります。この清算金は、各

都道府県に納付されました地方消費税収入を最

終消費地に帰属させるため、一定の清算金によ

りまして全国の都道府県間で清算するものでご

ざいます。予算額は 214億7,770万8,000万円を※

計上しております。前年度当初に比べまして額

で１億7,917万4,000円の減、率で0.8％の減と

なっております。これは地方財政計画などで全

国の地方消費税の額が減少するものと見込まれ

ますことから、各都道府県から本県に払い込ま

れます清算金の額につきましても減少と見込ん

だところでございます。以上でございます。

以上で議案の概要説明及び歳入○萩原委員長

予算等の説明が終わりました。ここまでのとこ

ろで質疑はございませんか。

県税のことで聞きたいんですが、○由利委員

予算編成上の考え方ですが、順番にいきますけ

ど、地方消費税清算金が対前年度0.8％減という

ことですね。全国的な傾向でしょうけれども、

、こういうふうな数字を出してきたということは

世の中景気がよくなってきているにもかかわら

ず消費税がそんなに伸びていないと、トータル

でですね、全国ベースでいくと。これについて

はどういう分析・見方をしているんですか。

地方消費税につきましては0.8○萩原税務課長

％の減ということで見込んでおります。基本的

に、所得が伸びていないということで個人消費

が伸びてないということもございますけど、一

番大きいのは、緩やかに景気が回復していると

言われておりますけど、やはり輸出企業による

増収ということが多いわけなんですけど、消費

税につきましては最終消費地が国外ということ

でその分が入ってこないということで、消費税

自体は伸びていないと言われております。

もう一点、当初予算の県税収入見○由利委員

込みですが、大幅に伸びたのは税源移譲とか税

制改革。同じことですが、全国的には景気がよ

くなってきつつあるのに、自動車税、それから

※50ページに訂正発言あり
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自動車取得税もマイナス予算にしているわけで

す。これもやっぱり、マクロ的な経済としては

そういうふうに徐々によくなってきているけれ

ども、何といいましょうか、企業収益は上がっ

ているけれども、個人とかそういったところは

それほどでもないんだということでこういうこ

とになってくるわけですか。

自動車税、自動車取得税の減○萩原税務課長

でございますけど、今、先生がおっしゃったよ

うなこともあろうかと思いますけど、一番大き

いのは、人口がやはり減少している、それと高

齢化しているということで車に乗らない方がふ

えている。それと、自動車税につきましては、

さっきの所得との関係もあろうかと思いますけ

ど、ガソリン代等も上がっておりますので、軽

へのシフトということが考えられるかと思いま

す また 自動車取得税につきましては 今言っ。 、 、

、た人口減とか高齢者あわせまして中古への移行

軽への移行、それと保有サイクルが長期になっ

ているというようなことが言えるんじゃないか

と思っております。

これは以前の委員会で聞いたんで○由利委員

、 、すが 法人事業税等は伸びてきているけれども

その中身を見てみると、地場企業ではなくて、

、企業収益が大幅に伸びている大企業の支店とか

支店というか宮崎にあるところが実はそういっ

た法人事業税等伸びているんであって、地場企

業というのはそれほど伸びていないというよう

な話を前の前の委員会の中で聞いたんです。こ

の内容についてはどうなんでしょう。

法人事業税の伸びなんですけ○萩原税務課長

ど、今、先生がおっしゃったように、県内企業

につきましては、アンケートをとってみますと

やはり大変厳しいということで、例えば中小企

業の景況感は非常に厳しいという回答を得てお

ります。ただ、伸びておりますのは、やはり先

生がおっしゃったように、県外の大手法人が伸

びているというようなことで、県内の大手が伸

びれば分割ということで県税の法人事業税も伸

びるということでございます。

地方交付税、約20億減になってい○緒嶋委員

るわけです。新たな交付税制度の動きの中で今

後これはどのように変わると予想されますか。

今後の交付税の見込みであり○和田財政課長

ますけど、１つは、国全体の総額がどうなるか

ということが非常に大きいわけですけれども、

総額については、国全体で非常に厳しい状況で

すので、総額自体が抑制されるという傾向は一

つあります。そうしますと本県にとっても非常

に厳しくなるという状況はございます。

それと、新型交付税の影響でありますけれど

も、これにつきましては、配分の方法なんです

が、今のところ、総務省で制度をつくる中で、

できるだけ影響を少なくしたいというふうに

言っておりまして、都道府県についてはおおむ

。ね上下10億円以内にはその変動をおさめたいと

今の基準に比べてふえるところも10億円以内、

減るところも10億円以内というふうに言ってお

りますので、影響は当然ありますけれども、そ

こについてはできるだけ限定的にとどめていた

だけるのではないかというふうには考えており

ます。

これはぜひ副知事も頑張っていた○緒嶋委員

だいて、できるだけ減らないように。20億減っ

、たから20億何とかカウントを稼いでいただいて

そのあたり努力していただきたいと思います。

それと財産収入ですが、県の中で今休んでい

る不動産、使用目的がない遊休不動産、数字的

なものと金額的なもの、どれぐらいあるのかと

いうようなことは調べておられるわけですか。



- -48

県有財産としましてほかに利○米良総務課長

活用の可能性がないということで、調整委員会

等で売却等の処分が適当とされたもの、これは

未利用地ということでとらえておりますが、17

年度末に23件、18年度新たに発生したのが11件

で 合計34件 ４万4,965平米ほどございます 18、 、 。

年度にそのうち７件、4,550平米、１億4,078

万8,000円を売却しております。現在残っており

ますのが27件で４万平米余りでございます。た

だし、これには土木の方でやっております用地

特会、廃道・廃川敷は入っておりません。以上

でございます。

私は、錦本町なんかは、今、宮崎○緒嶋委員

工業高校が運動場として利用したり、野球場と

かあるわけですけど、これはある意味では遊休

不動産と。木花ができるときは、あそこを売っ

。て木花をつくるという話でもあったわけですね

そこ辺も見た場合には、全県的な立場から見れ

ば、あれは遊休不動産だと見るのが私は正しい

んじゃないかと思うんです。宮崎市内から見れ

ば重要というかもしれん。全県下から見れば、

そのかわりに木花の運動公園をあれだけすばら

しいものをつくったわけですから、そういう点

を本当に遊休なものかどうかというのは認識せ

んと、自分たちの都合のいい理屈だけで遊休を

小さくするというのは私はおかしいんじゃない

かなと。あれをつくるときは、あれを原資とし

て木花をつくりますというのが県民に対する説

明責任だったわけですね。そういうものがまだ

そのほかにもあると思うんですよ。だから、そ

こ辺ははっきりせんと、財政が厳しい厳しいと

言いながら、そういうものの利活用あるいは売

、却を含めたそういうものが明確でないところに

私は県財政の行き詰まりも当然出てきておると

思うんですね。そこ辺も含めてどうするかとい

うことを基本的に考えていかないと、私は、景

気もほかのところはよくなっても宮崎県の財政

は厳しいという状況は今後も続くんじゃないか

という気がしてならんわけですね。だから、県

民にもうちょっとはっきりその現状というのを

訴えながら、あれはそのままにしておいていい

のかどうかということも含めて議論していかな

ければ、県財政の健全化も成り立たんのじゃな

いかなという気がするんですが、このあたり副

知事はどうお考えですか。

重要なポイントだと思います。○河野副知事

今の未利用地の整理は、明白に利用していない

ようなものはそういう形で簡単に整理できるん

ですが、今、外見上は利用していても実質的に

それが本当に必要なのかどうなのかというとこ

ろをもう一回原点に戻ってよく考えてみる必要

があると思いますので、改めて今御指摘のあっ

たところも含めて検討していきたいと思ってお

ります。

宮崎工業高校にそういう施設が足○緒嶋委員

らなければ、その隣接地を何とかするという基

本的な考えであれば、私はそれはそれなりにわ

かるけど、今、遊休だから活用しておるという

ことだけでは、本当の有効活用かどうかという

のは別問題だというふうに思いますので。また

道路改良なんかで道路敷が不要になったものも

かなりあるわけですね。だから、全体的な各部

との絡みの中で、まだ相当出先なんかでも未利

用不動産はあると思うんです。これは実態をも

うちょっと精査していただいて今後の課題とし

て取り組んでいただきたいというふうに要望し

ておきます。以上です。

ほかございませんか。○萩原委員長

骨格予算ですから 県債は40％減っ○野辺委員 、

ておるんですが、その中で退職手当債を30億発
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行するということになっておるようですが、団

塊の世代を迎えて退職手当の財源が大変大きく

膨らんでくると思うんですが、ちょっと教えて

ほしいんですけれども、市町村では、退職のた

めの退職手当引当といいますか、退職手当のた

めの財源、基金を造成しておるんですが、県の

方はないんですか。

退職者の手当のための基金と○和田財政課長

いうものは造成をいたしておりません。

今後とも必要ないという考え方に○野辺委員

立っているんですか。

基本的に、基金につきまして○和田財政課長

は、財政課では財政調整積立基金と県債管理基

金等の中で見ているという形になっております

ので、これに特化した基金というのにつきまし

ては、今のところでは考えていないような状況

でございます。

全体の中で財政調整積立金の中で○野辺委員

。見ておるという考え方に立てばいいわけですか

わかりました。

一つ、二つ、具体的に教えてほし○米良委員

いんですが、きのうも国庫支出金に触れました

けれども、今度の予算のページで見ますと36.8

％の減ということになっておりますが、国が削

減の方向というのはわかりますけれども、年間

を通してこのままの形でいくのか、そこあたり

を教えてほしいというのが１つ。

それから、県債が昨年と比較をいたしまし

て287億減ということでありますが、これもやっ

ぱり通年ベースでいきますと大幅な減額という

ことで、これによって賄っていく収入というの

が耐えられていくのかどうかですね。最終まで

これでいくのかどうかという懸念をするわけで

すけれども、大丈夫でしょうかね、そこ辺を

ちょっと教えてください。

今、委員から御指摘がありま○和田財政課長

、 、したとおり 国庫支出金につきましては36.8％

県債については39.4％と大幅な減になっており

ますけれども、一番大きな公共事業につきまし

て今のところ40％しか計上していないというこ

とでありますので、残りの60％分を計上した段

階で、当然国の補助金がついたり、あるいは県

債をつけたりいたしますので、６月の肉付けの

段階でこのうちかなりの部分というのは当然回

復をしてくるだろうというふうに見込んでいる

ところでございます。

県債の方も。○米良委員

県債につきましても同様にか○和田財政課長

なりの部分が６月の補正で、今39.4％減であり

ますけれども、かなりの部分はさらに県債発行

することによりまして戻ってくるのかなという

ふうに考えております。

そういう状況で見ますと、３ペー○米良委員

ジの土木費の国庫補助金というのが現に56億

減っておりますね。この辺の絡みはどう理解す

ればいいんですか。明確にここで56億というふ

うに出ておりますから、減額として。

公共事業費につきまして、今○和田財政課長

の段階で40％だけを計上しておりますので、残

りの60％分はまだのっていない段階で、例えば

土木費につきましては56％減になっております

ので、当然この後６月補正で60％のった段階で

は、今シーリングかけておりますので、恐らく

公共事業については減少になりますけれども、

こういった大幅な減少にはならないような見込

みでいるところでございます。

、○米良委員 40％という一つの数値というのは

あくまでも知事が新しくかわられたというのを

前提としているということで理解していいんで

すか。いわゆる箇所的なものがここについて回
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ると思うんですけれども。あるいは継続的なも

のも含めてね、公共事業関連。それはどうなん

ですか。

公共事業につきましては、全○和田財政課長

体の総額につきまして、現在、財革計画で示し

ているシーリングに基づきまして全体額を出し

まして、それの40％を上限に今回予算に組んで

おりますけれども、当然優先順位、できるだけ

早期にやるべきところとやらないところとあり

ますので、そこは公共３部において特に発注を

急がなきゃいけないようなところを中心に40％

は考えて配分もしているという状況になってお

ります。40％にしたことによっておくれるとい

うような影響は極力与えないような方向で40％

の割り振りも考えたというような状況になって

おります。

訂正方をお願いします。先ほ○萩原税務課長

ど地方消費税清算金のところで、214億7,770

万8,000万円と申し上げましたけど、214億7,770

万8,000円の間違いでございます。

引き続き、各課室長に説明をお○萩原委員長

、 、願いするわけですが 審査に時間を要するため

数課ごとに説明と質疑を行い、それが一通り終

了した後に総括質疑の時間を設けたいと思いま

すので、御協力をお願いします。

まず、総務課、人事課、行政経営課の審査を

行いますので、関係の方だけお残りいただき、

その他の方は別室で待機をお願いします。

、 、 。それでは 準備のため 暫時休憩いたします

午前10時41分休憩

午前10時43分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

それでは、総務課長から順次説明をお願いい

たします。

総務課の平成19年度当初予算○米良総務課長

について御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料をごらんいただき

たいと思います。29ページでございます。総務

課の平成19年度当初予算額は15億6,580万5,000

円でございまして、平成18年度当初予算に比べ

１億7,105万2,000円、率にして9.8％の減となっ

ております。

31ページをお開きください。上から２段目の

（ ） 。款 総務費15億2,872万5,000円でございます

その主なものについて御説明をいたします。

まず、下から２段目 （事項）文書管理費の説、

明の欄の３番目、総合文書管理システム運営管

理事業7,916万9,000円でございます。この事業

は、文書の起案、決済、保存などを電子的に処

、 、 、 、理し 文書事務の効率化 迅速化 情報の共有

省資源化を図る総合文書管理システムの機器の

借り上げとその運用管理を行うものでございま

す。

次に、32ページをお開きください。下から３

（ ） 。段目の 事項 庁舎公舎等管理費でございます

これは庁舎公舎等の維持管理に要する経費でご

ざいまして、光熱水費や保守管理のための各種

事業、事務委託費及び職員宿舎建設に要しまし

た費用を、地方職員共済組合へ償還するための

経費等でございます 予算額は８億3,268万9,000。

円をお願いしております。

次に、33ページをごらんください。上から１

段目の（事項）公有財産管理費でございます。

これは公有財産の管理運用、処分等の事務を円

滑に遂行するための経費でございまして、県有

財産の災害共済の保険料や県有施設の公共下水

道受益者負担金及び県有資産所在市町村への交

付金などでございます。予算額は２億6,064

万4,000円をお願いしております。
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次に （款）災害復旧費でございます。、

一番下の（事項）県有施設災害復旧費でござ

いますが、これは台風等により被災した県有施

設の災害復旧に要する経費でございます。予算

額は、骨格予算ということで必要額と予定して

おります額の40％、3,708万円をお願いしており

ます。以上でございます。

人事課の当初予算について御○稲用人事課長

説明いたします。

歳出予算説明資料の35ページをお開きくださ

い。人事課の19年度当初予算額は69億9,676

万4,000円でございまして、前年度当初に比べて

５億9,000万5,000円、率にして9.2％の増となっ

ております。

主な事業につきまして御説明いたします。

。 （ ）37ページをお開きください 中ほどの 事項

人事調整費７億368万5,000円でございます。こ

れは非常勤職員の雇用、赴任旅費、産休・育休

等の代替臨時職員の雇用など、人事給与管理の

全庁的な調整に要する経費でございます。

次に （事項）人事給与費59億5,198万7千円で、

ございます。38ページをお開きください。説明

欄の２にありますように退職手当57億4,144

万2,000円が主なもので、前年度に比べて５

億3,399万2,000円、率にして10.3％の増となっ

ております。これは定年退職者等が平成18年度

当初に比べて増加する見込みとなることによる

ものでございます。

次に、説明欄３と４の人事給与システム再構

築事業でございます。職員の人事管理や給与の

計算などを行う人事給与システムにつきまして

は、平成20年12月にリースが終了します大型汎

用機にかわる新たなシステムを現在構築してい

るところであります。

まず、３の運用経費につきましては、人事給

与システムのうち、今年度から先行して稼働し

ておりますオンラインシステムの保守管理やハ

ードウエアのリース料などとして3,322万3,000

円を計上しております。

また、４の開発経費につきましては、18年度

から開発に着手しておりますシステムの本体部

分の詳細設計やプログラム開発等に要する経費

。として１億6,941万1,000円を計上しております

次に （事項）県職員研修費3,878万3,000円で、

ございますが、これは自治学院において行う県

職員の研修に要する経費でございます。事項全

体で前年度に比べて1,200万円、率にして23.6％

の減となっております。これは現業職員の任命

がえに係る研修対象者の減少等によるものでご

ざいます。

次に （事項）職員派遣研修費1,449万円でご、

ざいます。これは自治大学校への派遣研修及び

海外研修に要する経費でございます。前年度に

比べて584万5,000円 率にして28.7％の減となっ、

ております。これは国際交流研修生派遣事業と

、して上海外国語学校へ１名派遣しておりますが

語学研修が終了しまして、19年度から実務を宮

崎県産業貿易振興協会上海事務所で行わせる予

定でありまして、その分の経費は商工観光労働

部で計上したことによるものでございます。

予算案につきましては以上でございます。

、 。次に 特別議案について御説明をいたします

お手元の委員会資料をお開きください。15ペ

ージです。

議案第27号「職員の給与に関する条例及び市

町村学校職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例」についてであります。

、 、 、まず １の改正理由でありますが １点目が

人事委員会勧告を踏まえ、所要の改正を行う必

要があること。２点目が、農林漁業普及指導手
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当の支給率の改正を行う必要があること。３点

目が、学校教育法の改正に伴う関係規定の改正

を行う必要があることの３点であります。

２の改正内容であります。

まず （１）の人事委員会勧告に基づく改正に、

ついてでありますが、昨年10月６日に県の人事

委員会から出されました勧告を踏まえ、管理職

手当について、これまで定率で支給していた手

当を定額による支給に改めるとともに、扶養手

当について、３人目以降の子等における扶養手

当の額を月額5,000円から月額6,000円に引き上

げるものであります。

次に （２）の農林漁業普及指導手当の支給率、

の改正についてであります。平成17年に農業改

良助長法が改正されまして、それまで法律によ

り定められておりました手当の率が、各県の実

情に合わせて決定できるようになったことを受

けまして、各県におきましても見直しが進めら

れております。このような状況を受けまして、

本県におきましても、改良普及員の勤務実態あ

るいは業務の特殊性等について、特殊勤務手当

などの類似の手当との比較をしながら検討しま

した結果、この手当の引き下げを行うこととし

たところであります。具体的には、表の平成18

年度の欄にありますとおり、現在は、一般の普

及指導員については給料の12％、広域指導を担

当する普及指導員につきましては給料の８％と

なっておりますが、これをいずれも６％に引き

下げるものであります。なお、改正に伴い、平

成19年度から20年度の２年間の経過措置を設け

ております。

次に （３）の学校教育法の改正に伴う改正に、

ついてでありますが、ことし４月１日から学校

教育法が改正されることに伴い、①にあります

ように、現在の盲学校、聾学校及び養護学校の

名称が「特別支援学校」に改められること。ま

た、②にありますように、大学の教育職員の職

のうち、助教授が廃止され 「准教授」及び「助、

教」が新設されることになっておりますので、

これら関係規定の改正を行うものであります。

３の改正を要する条例でありますが、職員の

給与に関する条例と市町村立学校職員の給与等

に関する条例の２本であります。

施行期日は、平成19年４月１日を予定してお

ります。

次に、委員会資料の23ページをお開きくださ

い。

議案第33号「公益法人等への職員の派遣等に

関する条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

１の改正理由であります。会社法の施行に伴

、う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い

有限会社法が廃止されますとともに、公益法人

等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法

律の一部が改正されましたので、同法を引用し

ている当該条例の改正を行うものであります。

２の改正内容でありますが 「有限会社」の文、

言を削除するというものであります。

施行期日につきましては、19年４月１日を予

定しております。

続きまして、35ページをお開きください。

議案第70号「知事等の給与の特例に関する条

例」についてであります。

まず、１の制定理由でありますが、財政改革

推進の一端として、知事を初めとする特別職等

の給料と、及び一般職員の管理職手当について

特例的に減額を行うものであります。

２の内容についてでありますが、まず （１）、

の給料等の額の特例については、平成19年４月

１日から知事の任期である平成23年１月20日ま



- -53

での間、知事等の給料等の額を①から③にあり

ますように、知事が20％、副知事が10％、その

他の特別職等について５％減額するものであり

ます。ただし、手当算出の基礎となる給料の額

につきましては減額前の額といたします。

次に （２）の管理職手当の額の特例について、

であります 管理職手当につきましても 平成19。 、

年４月１日から平成23年１月20日までの間、10

％の減額を行うものであります。他の手当の算

出の基礎とする場合は減額前の額といたします

次のページ、36ページをごらんください。今

回の特例減額に関する資料であります。

まず、１の特別職等の給料の減額についてで

すが、表の一番下をごらんいただきたいと思い

ます。給料等の減額の対象となりますのは合計

で72名、年間の節減額は1,130万5,800円となり

ます。

、 、次に ２の管理職手当の減額につきましては

年間１億1,000万程度になると考えております。

前のページにお戻りください。施行期日につ

、 。きましては 平成19年４月１日としております

最後にその他でありますが、現在の特例減額

について定めております「知事等の給与及び知

事の退職手当の特例に関する条例」につきまし

ては、平成19年３月31日をもって廃止すること

としております。

説明は以上であります。

行政経営課の当初予算に○米原行政経営課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の39ページをお開きくださ

い。行政経営課の19年度当初予算額として１

億6,232万1,000円をお願いしておりまして、前

年度当初と比べまして2,727万3,000円の増と

なっております。

主な事業につきましては、41ページをごらん

ください。

（事項）行政管理費2,960万5,000円ですが、

これは行政改革等の推進に要する経費でありま

す。この中の説明欄の４の市町村権限移譲推進

事業2,670万9,000円でございます。このう

ち2,620万5,000円が権限移譲に伴う県から市町

村への交付金となっております。これは市町村

が権限移譲された事務を処理するために必要な

経費として交付するもので、従来は関係各課で

それぞれ予算計上、交付しておりましたが、こ

。れを新年度から行政経営課でまとめて計上する

さらに、本年度から新たに移譲された事務も含

めまして計上したところでございます。

事項を１つ飛びまして （目）文書費（事項）、

法制費399万1,000円でございます。42ページを

お願いいたします。説明欄の２の県法規検索シ

ステム運営経費でございます。これは県の法規

をデータベース化し、県民の皆様が利用できる

よう県庁ホームページにおいて公開するととも

に、このデータベースを国の法規集や凡例のデ

ータベースとリンクさせて、職員が庁内ＬＡＮ

において業務の上で利用できるようにしている

ものでございます。これはサーバーなど機器の

リース料352万2,000円を計上しております。

最後に （事項）県公報発行費1,124万6,000円、

でございます。これは条例、規則等県民に周知

すべき事項を掲載する県公報の発行に要する経

費であります。

当初予算については以上でございます。

続きまして、４件の特別議案について委員会

資料により御説明をいたします。

委員会資料の11ページをお願いいたします。

議案第26号「知事等の給与及び旅費に関する

条例等の一部を改正する条例」でございます。

昨年、地方自治法が一部改正されまして、出
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納長が廃止され、新たに「会計管理者」を置く

こととされました。これに伴いまして関係する

規定のある４つの条例を一括して改正するもの

でございます。

その改正内容は、２の（１）から（４）にご

ざいますが、まず、知事等の給与及び旅費に関

する条例につきましては、出納長に関する規定

を削除、宮崎県監査委員条例につきましては、

出納長に関する規定を会計管理者に改めるもの

でございます。

次に、宮崎県特別職報酬等審議会条例につき

ましては、出納長に関する規定を削除、知事等

の退職手当に関する条例につきましては、同じ

く出納長に関する規定を削除するものでありま

す。

施行期日は、本年４月１日を予定しておりま

す。

次に、25ページをお願いいたします。

議案第34号「宮崎県行政手続条例の一部を改

正する条例」であります。

これは、刑事施設及び受刑者の処遇等に関す

る法律が昨年改正されまして、これまでの「留

置場」が「留置施設」として新たに位置づけら

れたことにより、改正するものであります。

２が具体的な改正内容でございますが、手続

条例の第３条第６号にあります「留置場（宮崎

県警察本部又は警察署に置かれる人を留置する

ための施設をいう 」を「留置施設」に改める。）

ものであります。

施行期日は、公布の日から起算して３月を超

えない範囲内において規則で定める日としてお

ります。

続きまして、29ページをお願いいたします。

議案第67号「宮崎県部等設置条例の一部を改

正する条例」でございます。

これは、県民のための社会資本の整備に取り

組むという土木部の持つ使命を明確化すること

で、より一層県民の視点に立ちました県土の整

備と、あわせて職員の意識改革を推進するため

のもので 「土木部」の名称を「県土整備部」に、

改正するものであります。

また、２の改正内容の丸の２つ目の附則によ

る改正でございますが、ここに掲げてございま

す都市計画審議会条例、開発審査会条例、港湾

審議会条例、屋外広告物条例、土地収用事業認

定審議会条例の５つの条例に、それぞれ審議会

あるいは審査会の庶務は土木部において処理す

るという規定がございまして、これらの関係規

定を附則で県土整備部に合わせて改正させてい

ただくものであります。

施行期日は、本年４月１日を予定しておりま

す。

最後に、33ページをお願いいたします。

議案第68号「宮崎県副知事の定数を定める条

例」であります。

これは、地方自治法の改正に伴い、19年度か

らは副知事の定数は条例で定めることになりま

したので、新たに定数を１人とする条例を制定

するものであります。

施行期日は、本年４月１日を予定しておりま

す。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

各課長の説明が終了いたしまし○萩原委員長

た。説明のありました議案について質疑はあり

ませんか。

、○緒嶋委員 知事等の給与の特例に関する条例

このように20％、10％、５％減額というのは、

これは知事のそういう方針だからそれでいいと

思うんですけど、こうなった場合、一般職の上
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位の人との差というか、バランスはどうなりま

すか。

この減額によって、極端に言○稲用人事課長

えば逆転とかそういうことはございません。

ちなみに、一般職の上位の人の年○緒嶋委員

。間給与というのはどのくらいになるわけですか

すみません、ちょっと調べま○稲用人事課長

す。給料の月額としては50万台だったと思うん

です。

月額は関係ない。年間総額。○緒嶋委員

後ほどお答えさせていただき○稲用人事課長

ます。

それと、議案67号、県土整備部、○緒嶋委員

これはそういう名称もいいのかなと思うんです

けど、出先は土木事務所なんですね。名称の整

合性という意味合いを考えた場合に、県庁は県

土整備部、出先は土木事務所、このあたりの意

味合いはどういうふうに理解すればいいわけで

すか。

土木事務所も部に属して○米原行政経営課長

おりまして、根幹となる部の名称を変えること

で十分名称を変えた目的を達するのではないか

ということで、部の名称だけ変えさせていただ

いたところでございます。

であれば、今後も出先の土木事務○緒嶋委員

所はそのまま土木事務所でいくということでい

いわけですね。

そのとおりでござい○米原行政行政経営課長

ます。

それと、先ほど遊休施設と言いま○緒嶋委員

したが、職員数の減に伴い、職員宿舎なんかが

かなり空きが出てきておる。それも処分してい

いというとちょっとあれですが、そういう現状

というのはどうなっているわけですか。

私どもで管理しております出○米良総務課長

先を含めての職員宿舎の管理戸数が773戸ござい

ます。昨年の５月１日で調べた時点で72.7％の

入居率ということになっておりまして、30年以

、上たった老朽化した宿舎があるんですけれども

宮崎市内にもあるんですけれども、そういうも

のにつきましては、廃棄して土地を処分すると

いうような方向で考えております。

やはりそういう点が私はあるん○緒嶋委員

じゃないかなと思うんですね。もうちょっと明

確にそういうものについては将来に向かって方

針を出して、今のままそのまま置くというのも

ちょっとどうかなという気もしますので、財政

的にそういうのがプラスになれば、将来的に使

う見込みもないし、それこそ職員がふえる可能

性もなければ、宿舎の形態というかそれによっ

ても違うと思うんですけれども、そこあたりは

早目に一つの方針を決められた方がいいんじゃ

ないかなということを考えております。将来的

な結論というのはまだ出ていないわけですか。

民間のアパートあたりがかな○米良総務課長

りできてきておりますので、職員宿舎に対する

ニーズがかなり減っていることは事実でありま

す。必要ないものについては積極的に処分する

と、解体して売却するという方向で現在やって

おります。

ほかございませんか。○萩原委員長

、 、○新見委員 総務課 予算説明資料の31ページ

総合文書管理システム運営管理事業、7,900万ほ

どの予算ですが、これは頭に○がついていない新

から過去からのシステムの継続だと思うんです

が、まず、いつからいつまでのやつかを教えて

いただきたいんですけど。

このシステムは、今まで紙を○米良総務課長

使って手で書いて公文書をつくっておったんで

すが、それを電子化しようということで、14年
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からシステムを構築しておりまして、18年３月

から稼働を始めたものでございます。以上でご

ざいます。

当然、過去の重要な文書類も全部○新見委員

このシステムにのっているんですね。

18年の４月から始めています○米良総務課長

ので、それ以降の文書は電子的に登録をしてお

りますが、それ以前の文書は紙でございます。

それは保存期限が10年とか30年とかありますの

で、その規定にのっとって紙として保存をして

おります。

行政経営課の先ほどの説明で、土○新見委員

木部が県土整備部になったということなんです

が、先ほどの議案の説明は、単なる条例等の土

木部という文言が県土整備部ということになっ

たんですが、それはそれでいいんですけど、県

民に対して土木部が県土整備部にかわったと、

どういったことをねらってそういうふうになっ

たかという県民に対する周知はどのようにされ

ているか。

条例可決いただければも○米原行政経営課長

ちろん公報等やるんですが、あとは県の広報等

を使った組織改正等のお知らせとかやる中であ

わせてお知らせをしたいというふうに考えてい

るところでございます。

ほかございませんか。○萩原委員長

ちょっと参考のために教えてほし○野辺委員

いんですが、32ページの職員共済住宅借家料、

これは償還のための財源だと思うんですが、議

員寮のことが問題になっていますけど、これは

空き部屋とか出てきた場合、毎年毎年変わるん

ですか。

職員宿舎を建てるときに、地○米良総務課長

方職員共済組合からの資金を使って建設するわ

けですけれども、それの償還金がこの借家料と

して予算をお願いしております。15年償還とい

うことで、15年償還が終われば県の所有に移る

というような形になっておりますので、空き家

があったということでは影響しないということ

です。

ということは、これは償還金額だ○野辺委員

、 、と思うんですが 家賃でペイしておるんですか

どうなっているんですか。一方では家賃を取っ

ているわけでしょう。

庁舎公舎等管理費という事項○米良総務課長

が上の方にございますけれども、その中に財産

収入ということで2,400万ほど上げております

が、特定財源として家賃収入はここに充ててお

ります。

ペイしているかどうかはどうで○萩原委員長

すか。

ペイはしていません。ただ、○米良総務課長

職員宿舎は福利厚生施設として位置づけており

ますので、その意味合いもございますので、御

理解いただきたいと思います。

議員寮の維持の問題があったもの○野辺委員

ですから、そういう面から、視点を変えて議員

寮の維持のことも参考にさせてもらいたいと

思って聞いたところなんです。

先ほどの部長の年収額ですけ○稲用人事課長

れども、約1,100万です。

行政経営課、重点事業の市町村権○由利委員

限移譲推進事業2,600万のうち2,200万程度が市

町村に交付金の形で権限移譲される。これは毎

年そういう形で交付金という形で上がってくる

。 。んですか どういう形になっているわけですか

この市町村権限移譲交付○米原行政経営課長

金につきましては、市町村が移譲された権限事

、 、 、 、務を執行するに当たって 当然 人件費 旅費

需用費、その他事務費等必要とするわけでござ
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いますので、それに必要な一定の経費負担をす

るということで、権限移譲されている限り今後

も交付をしていくということでございます。１

点ちょっと説明不足の点ございますが、19年度

に計上している分は18年度の実績、例えば10件

処理されたということであれば、１件当たりの

処理単価を決めておりまして、それに処理件数

を掛ける。あるいは均等割等、例えば書籍購入

とかいろいろ要りますから、そういったものも

組み合わせて交付するような形で今後も続けて

いくものでございます。

財源というか、そういう形で必要○由利委員

な人件費とかそういうものを交付するというこ

とですが、移譲した事務事業というかそういっ

たものは、本来は県でやるべきものを地方分権

という視点で市町村にやっているからそういう

形で交付、実績で交付していくという考え方に

なるのか。それとも、これはすべて市町村の仕

事としてやりなさいよと。それの財源について

は、例えば県だったら、国の方から交付税に算

定されて結果的にそういうことになってくる。

その考え方はどうなんですか。

これは地方自治法に基づ○米原行政経営課長

きまして 事務処理の特例条例で 県知事が持っ、 、

ている権限を市町村の希望に基づいて移譲して

いるものでございます。

よろしいですか。○萩原委員長

それでは、以上で総務課、人事課、行政経営

課の審査を終了します。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午前11時15分休憩

午前11時20分再開

それでは、委員会を再開いたし○萩原委員長

ます。

次に、職員厚生課、財政課、税務課の審査を

行います。それでは、職員厚生課長から順次説

明をお願いいたします。

職員厚生課分の歳出予算○鈴木職員厚生課長

及び議案第30号について御説明いたします。

まず、歳出予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の43ページをお開

きください。職員厚生課全体の平成19年度当初

予算額は、左から２番目の平成19年度当初予算

額欄にありますように５億6,047万7,000円でご

ざいまして、対前年度比3.3％の減、金額にいた

。しまして1,914万3,000円の減となっております

45ページをお開きください。当課は （款）総、

務費と、次のページの下から５番目の（款）警

察費から成っております このうち総務費は 45。 、

ページの上から２段目でございますけど、３

億9,924万円を計上させていただいております。

。総務費の主な事項について御説明いたします

下から２つ目の（事項）健康管理費について

でございますが、これは職員の定期健康診断や

メンタルヘルス対策費等に要する経費といたし

まして4,416万1,000円を計上しております。

次に、46ページをお開きください （事項）職。

員厚生費でございますが、１億5,800万6,000円

をお願いしております。これは職員の健康保持

増進のための各種の福利厚生事業等に要する経

費でございまして、職員の健康増進事業や保健

体育施設の管理運営、職員互助会の育成などを

行うものであります。

次に、１つ飛びまして （事項）恩給及び退職、

年金費であります。これは元知事部局職員の恩

給関係でありますが、49名分、5,036万1,000円

をお願いしております。

また、その下の（款）警察費の（事項）恩給

及び退職年金費におきましては、元警察職員の
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恩給といたしまして166名分、１億6,123万7,000

円をお願いしております。

次に、お手元の常任委員会資料の19ページを

お開きください。

議案第30号「恩給並びに他の地方公共団体の

退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職

期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関する条例の一部

を改正する条例」でございます。

まず、第１の改正理由でございますけど、地

方自治法及び学校教育法の一部が改正されたた

めに、本条例について関係する条文の改正を行

うものでございます。

次に、第２の改正の内容でございますけど、

まず （１）でございますけど、地方自治法の一、

部改正におきまして出納長及び吏員が廃止され

ることに伴い、出納長を 「地方自治法の一部を、

改正する法律による改正前の地方自治法第168条

第１項に規定する出納長」に改め、また、吏員

についても同様に改めるものでございます。

次に （２）でございますけど、学校教育法等、

の一部改正におきまして、盲学校、聾学校、養

護学校が「特別支援学校」となることに伴い、

盲学校、聾学校または養護学校を 「学校教育法、

等の一部を改正する法律第１条の規定による改

正前の学校教育法第１条に規定する盲学校、聾

」 。学校又は養護学校 に改めるものでございます

続きまして （３）でございますけど、学校教、

育法の一部改正におきまして、助教授にかえて

准教授が設けられることに伴い、助教授を 「学、

校教育法の一部を改正する法律による改正前の

学校教育法第58条第１項に規定する助教授」に

改めるものでございます。

最後になりますけど、第３の施行期日でござ

いますけど、平成19年４月１日から施行するこ

ととしております。

職員厚生課は以上でございます。

財政課分の当初予算について○和田財政課長

御説明をいたします。

歳出予算説明資料の方に戻っていただきまし

て49ページをお願いいたします。

財政課全体の予算額につきましては、889

億6,329万5,000円でございまして、対前年度当

初比1.7％の減というふうになっております。

ページをめくっていただきまして51ページを

お願いいたします。主な事項について御説明を

させていただきます。

まず 上から８行目の 目 一般管理費の 事、 （ ） （

項）諸費でございますが、11億6,594万7,000円

をお願いいたしております。これは説明の欄に

も記載しておりますように、県税や税以外の収

入につきまして還付が生じた場合の経費、ある

いは各種会議等の会場借り上げ料や、各課ごと

に執行額を見込むことが困難なもの、いわゆる

庁内一般共通経費でございます。

それから、次に、下から２行目の（目）財産

管理費でございます。これは財政課において所

管しております財政課所管４基金の利子の積立

金でございます。一番下の（事項）財政調整積

立金で1,862万5,000円、ページをめくっていた

だきまして52ページですけれども （事項）県債、

管理基金積立金で7,332万9,000円 （事項）県有、

施設維持整備基金積立金で2,502万7,000円 （事、

項 宮崎県21世紀づくり基金積立金で119万3,000）

円をそれぞれお願いいたしております。

次に、そのページの下から５行目の（款）公

債費であります （事項）起債元金償還金は、起。

債の元金の部分でありますけれども 706億3,547、

万円を計上いたしております。

次に、下の53ページにまいりまして、上から
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３行目の（事項）長期債等利子償還金は、起債

等の利子でありますけれども、これにつきまし

て167億454万1,000円をお願いいたしておりま

す。

その次の（事項）起債事務費でありますけれ

ども、これは県債借り入れに伴う地方債登録手

数料等で1,879万3,000円をお願いいたしており

ます。

予算案につきましては以上でございます。

続きまして、常任委員会資料の27ページをお

願いいたします。

議案第38号「全国自治宝くじ事務協議会への

新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国

」自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について

であります。議案書は133ページになっておりま

すけれども、常任委員会資料により御説明をさ

せていただきます。

本件につきましては、提案理由のところにも

書いておりますけれども、新潟市、それから浜

松市が平成19年４月１日から政令指定都市に移

行することに伴いまして、両市の全国自治宝く

じ事務協議会への加入及び同協議会規約の一部

変更につきまして、地方自治法第252条の６の規

定に基づきまして、議会の議決に付すものでご

ざいます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

税務課の当初歳出予算につき○萩原税務課長

まして、お手元の歳出予算説明資料に基づきま

して御説明申し上げます。

それでは、55ページをお開きください。税務

課全体の予算額は276億9,828万2,000円でござい

まして、前年度当初に比べまして６億8,113

万3,000円、率にしまして2.5％の増となってお

ります。

ページをめくっていただきまして57ページを

ごらんください。主な事項につきまして御説明

申し上げます。

一番下の段の事項の賦課徴収費の27億2,729

万6,000円でございますが、これは県税の賦課徴

収に必要な経費でございまして、その主なもの

としましては、徴税活動経費としまして２

億7,698万2,000円を計上しております。これは

県税の徴収活動に必要な郵送料、印刷費、旅費

等の事務経費でございます。

ページをめくっていただきまして58ページを

ごらんください。上から２段目の（３）個人県

民税徴収取扱費交付金としまして19億8,332万円

を計上しております。

次に （７）の新規事業でございます。自動車、

税クレジットカード収納事業でございますが、

後ほど御説明させていただきます。

次に、２の自主納税の推進費の（２）各種団

体との協力体制推進費でございます。３億169

万2,000円を計上しております。

次に、中段の（款）諸支出金でございます。

これは都道府県間の清算に伴い支出する清算金

と、県内の市町村に対しまして税収の一定割合

を交付する法定交付金でございまして、233

億9,446万円を計上しております。前年度当初に

比べまして５億6,333万1,000円、率にしまし

て2.4％の減となっております。

主な事項について御説明申し上げます。

まず （事項）の地方消費税清算金につきまし、

ては、税収額を各都道府県と清算するために支

出するものでございまして、93億9,666万5,000

円を計上しております。

次のページをごらんください （事項）利子割。

交付金以下の各種交付金は、いずれも市町村に

対する法定交付金でございまして、来年度の税
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収見積もり額を基礎に算出したものでございま

す。記載のとおりでございます。ごらんくださ

い。

先ほど説明を省略しました新規事業の自動車

税クレジットカード収納事業について御説明申

し上げます。

委員会資料の８ページをお開きください。

まず、事業の目的でございますけど、インタ

ーネットを活用してクレジットカードによる自

動車税収納を可能とすることによりまして、納

税者の利便性向上を図ることを目的としており

ます。

次に、事業の概要でございます。県は、自動

車税の立てかえ払いにつきまして、指定代理納

付者であるヤフーと代理納付の契約を行いまし

て、インターネット上からクレジットカードに

よる支払い手続を行った納税者の自動車税につ

きまして、指定代理者、ヤフーでございますけ

ど、納税者にかわって自動車税の立てかえ払い

を行いまして、後日、カード会社が納税者の口

座から税額等の引き落としを行いまして、イン

ターネット及びクレジットカードを活用した新

。たな納税システムを創設するものでございます

資料の９ページをお開きください。クレジッ

トカード収納スキームについてはごらんのとお

りでございます。納税者の方で利用されたい方

は、自宅などのパソコンからインターネットを

通じましてヤフー公金支払い画面を開いていた

だき、利用していただくことになります。

次に、資料の８ページに返っていただきまし

て、事業のポイントでございます。

１つ目としまして、手元に資金がなくても納

。 、 、税が可能となります また ２つ目としまして

１回払いや分割払いなど納税者のニーズに合わ

せた支払い方法が可能となります。３つ目とし

まして、ネットさえあれば24時間場所を選ばず

納税手続が可能となりますなど、以下、記載の

。とおり効果等が期待できるところでございます

次に、予定している指定代理納付者及び利用

可能なクレジットカードでございます。指定代

理納付者としましてはヤフー株式会社を予定し

ております。利用可能なクレジットカードとし

ましては、国際ブランドでありますＶＩＳＡ、

ＭａｓｔｅｒＣａｒｄを予定しております。

事業実施期間につきましては、コンビニエン

スストアによる収納と同様、平成19年５月から

８月までとしております。

事業費でございますが、754万9,000円を計上

しております。

、 、最後になりますが この事業につきましては

都道府県では全国初の取り組みとなります。

予算案につきましては以上でございます。

、○萩原委員長 各課長の説明が終了しましたが

説明のありました議案について質疑はありませ

んか。

税務課長、自動車税クレジットカ○緒嶋委員

ード、これはアイデア事業みたいなことだろう

と思うんですけれども、コンビニで今度新たに

やられておるわけですが、18年度でコンビニな

んかの収納関係で自動車税の収納率は上がった

わけですか。18年度の今の状態はどうですか。

コンビニによる納付状況でご○萩原税務課長

ざいますけど、18年度が５月から８月まで行っ

たわけでございますけど、７万7,826件の利用が

ございまして、定期課税の18.3％となっており

ます。

収納率は高くなったというふうに○緒嶋委員

理解していいんですか、件数からいうと。

納期内も向上しましたし、現○萩原税務課長

在の収納率も上がっております。
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今度クレジットカード収納事業を○緒嶋委員

やることによってどれぐらい収納率が上がるの

か予想というのは立てておられるわけですか。

最終的な予想はまだ立ててお○萩原税務課長

りませんけど、19年度に始めまして5,000件程度

は納期内の件数が上がるんじゃないかと今のと

ころ予定しております。

それと滞納者に対する強制執行と○緒嶋委員

いうのか、そういう形は実際18年度で自動車税

についてはやられたんですか。

基本的に今、厳正な滞納処分○萩原税務課長

ということで、未済額は特に自動車税が多いわ

けでございますけど、タイヤロックを今、実施

しておりますけど、それとあわせましてインタ

ーネット公売も現在実施しておりまして、差し

押さえにつきましても、前年度よりかなり大幅

に預金等の差し押さえを行っているところでご

ざいます。

実績はどうですか。○緒嶋委員

自動車税に係ります差し押さ○萩原税務課長

えの実績でございますけど 17年度が４月から12、

月までで686件だったのが、18年度で同時期

で1,204件になっております。

自動車税なんか特に、利用して滞○緒嶋委員

納するというのは、ある意味では悪質だと思う

んですね。廃車するときなんかが滞納になるの

かなと思うんですが、できるだけこういうアイ

デア事業で完納されるように今後とも努力して

いただきたいというふうに思います。

職員厚生課の46ページ、保健体育施設管理費

というのが9,186万7,000円ですが、これは自治

学院のところにあるやつですか。かなりな金額

だと思うんです。

企業局の裏にあります健○鈴木職員厚生課長

、 。康プラザの賃借料 これが8,200万程度あります

これは地方共済組合が建てたものでありますの

で、県の職員がそこを使うということで使わせ

てもらっているということで賃借料を8,200万。

これは15年間払いまして、平成25～26年に完済

しますと県の方に無料譲渡されることになって

おります。あとはプラザの光熱水費、清掃等の

委託料関係でございます。以上です。

実質的にここを利用する県職員は○緒嶋委員

年間どのくらいおるわけですか。

年間延べ１万7,000名程度○鈴木職員厚生課長

でございます。土曜日が非常に多いかなという

ことでございます。

費用対効果を考えたら、もっと利○緒嶋委員

用しないと余り効率がよくないけど。

職員が使う場合というの○鈴木職員厚生課長

は勤務時間外、それから日曜・祭日になります

ので、土曜日なんか150～160名程度の方が使わ

れておりますので、非常に利用されておるのか

なというふうに理解しております。以上でござ

います。

体育館の中身を具体的に教えて○萩原委員長

ください。

主に皆さんから目につく○鈴木職員厚生課長

のは体育館でございますけど、診療所とか、ト

レーニングセンターとか、それからサークル教

室とか、複合的な施設になっております。

バレーだったら何面とか。○萩原委員長

バレーは２面です。○鈴木職員厚生課長

、○緒嶋委員 それと恩給と年金との絡みですね

警察やら元職員で、今は年金制度。これは退職

した年度によって違っておるんですか。恩給と

年金の制度の絡みというか。

現在は共済年金と言いま○鈴木職員厚生課長

すけど、共済年金制度というのは昭和37年12月

に制定されたものでありまして、それ以前に退
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職された方は恩給、それから退職年金。恩給と

いうのは、今でいう国家公務員の身分で県にい

、 、た人なんですけど 退職年金というのは県職員

いわゆる吏員の方に支給されるものでありま

す。37年以前に退職された方ということであり

ますので、現在は、本人さんも若干いらっしま

すけど、大体の方が扶助料とかそういう関係が

多くなっております。以上でございます。

昭和37年と言われたですか。○緒嶋委員

現在の共済年金は昭和37○鈴木職員厚生課長

年12月１日に制定されております。

これは将来的には、扶助年金とか○緒嶋委員

いろいろですが、そういう人がいなくなれば、

ちょっと言葉は悪いけど、これはどんどん減額

になっていくというふうに理解していいわけで

すか。

そういうことでございま○鈴木職員厚生課長

す。亡くなると減額されますので、ふえるとい

うことはありません。以上でございます。

、○野辺委員 市町村に対する法定交付金ですが

これは、例えばゴルフ利用税とか自動車取得税

とかはそれぞれの市町村でのあれがわかるから

いいんですけれども、消費税もそれぞれの市町

村でわかるんですか。ちょっと私、よくわから

んのですが。それとも人口割か何かで交付する

んですか。

清算後の金額の２分の１を県○萩原税務課長

内市町村に交付しておりますけど、２分の１を

人口割、２分の１を従業員割で交付しておりま

す。

あとの２分の１は何割と言われた○野辺委員

ですか。

従業員数でございます。市町○萩原税務課長

村の人口と従業員数でございます。

人口と従業員数ですか。○野辺委員

企業に勤められる従業員でご○萩原税務課長

ざいます。

消費税ですよ。市町村に対する消○野辺委員

費税の交付金ですよ。

基本的に地方消費税はどこで○萩原税務課長

どれだけ最終的に消費されたというのがなかな

かわからないものですから、一応人口とか従業

員数で交付するということになっております。

人口割はわかるんですが、従業員○野辺委員

数というのはどういう考え方に立てばいいんで

すかね。

これは法律で決まっておりま○萩原税務課長

して、基本的にやはり企業等は消費税を払うと

いうことからなっているんだと思いますけれど

も、詳しいことはわかりません。

ほかのやつは、例えば自動車取得○野辺委員

税とかいうのはわかりますね、それぞれ市町村

で。ゴルフ利用税なんかも、ゴルフ場がないと

ころもあるわけですから、そういうのはそれに

従って交付するということでしょう、パーセン

トによって。ゴルフ利用税なら70％、自動車取

得税は66.5％を交付するということですね。

自動車税のクレジットカード収納○新見委員

事業についてお尋ねしたいんですが、８ページ

の３番、事業のポイントの（５）に、県は決済

手数料をヤフーに払うと。利用者も同様に決済

手数料をヤフーに払うということになっている

んですが、金額的なものと、何でこうなったか

というのを教えてください。

手数料は今のところ420円を予○萩原税務課長

定しております。その中で県が105円を支払う、

残りの315円を利用者の方に支払っていただくと

いうことでございます。ヤフーがその420円をク

レジット会社に支払うということになります。

なぜ420円かといいますと、こういったクレジッ
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トカードは、普通ショッピングなんかで使いま

すと、大体５％から８％の手数料を取られると

いうことでございますけど、例えば自動車税４

万円でしたら、５％でしたら2,000円以上になる

というようなこと、いろいろクレジット会社等

と検討した結果、１％ぐらいだったら可能では

ないかという話がありましたけど、それでも基

本的に420円を県が支払うということになります

と、ちょっと納税者の理解が得られないという

ことで、315円については利用者が支払っていた

だくというスキームを考えたところでございま

す。

それと、利用可能なクレジットカ○新見委員

ード会社がＶＩＳＡとＭａｓｔｅｒＣａｒｄだ

けになっているみたいですが、当然ほかにもあ

またありますが、２つだけになった経緯を教え

てください。

大きいのがＶＩＳＡ、Ｍａｓ○萩原税務課長

ｔｅｒＣａｒｄ、ＪＣＢということでございま

すけど、３社といろいろお話し合いをさせてい

ただきましたけど、ＶＩＳＡとＭａｓｔｅｒＣ

ａｒｄだけがまずは参加するということで決

まったわけでございます。ＶＩＳＡとＭａｓｔ

ｅｒＣａｒｄで７割以上ぐらいの利用率がござ

いますので、今回のこういったスキームで考え

たところでございます。

ＪＣＢが断った理由は。ちょっと○新見委員

気になるところです。

詳しいことは承知していない○萩原税務課長

ところでございます。

ほかございませんか。○萩原委員長

ないようでしたら、以上で職員厚生課、財政

課、税務課の審査を終了いたします。

しばらく休憩し、１時再開いたします。

午前11時48分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

次に、危機管理局の審査を行います。それで

は危機管理室長から順次説明をお願いします。

それでは、歳出予算説明○日髙危機管理室長

資料の61ページをお願いいたします。

平成19年度当初予算の総額は８億8,2 1 1

万9,000円であります。18年度当初予算に比べ１

億408万7,000円、率にして10.6％の減となって

おります。

次に、63ページをお開きください。

まず、一番下の欄の（事項）防災対策費5,812

万7,000円でありますが、これは災害に関する情

報の収集や発信、県内の防災力向上、各種施策

等、ソフト面での防災対策の推進に要する経費

であります。

次に 64ページをお願いします 一番下の 事、 。 （

） 、項 危機管理総合調整推進事業費278万9,000円

及び65ページの（事項）国民保護推進事業費284

万4,000円であります。これは危機管理に関する

調整、研修、国民保護計画の普及推進等に要す

る経費であります。

次に、委員会資料の方をお願いいたします。

資料の10ページをお願いいたします。

新規事業「宮崎県防災の日」推進事業につい

てであります。この事業の目的等につきまして

は昨日もお話ししておりますが、県防災の日を

設定して県民の防災意識等の啓発を行って、本

。県の防災力の向上を図るというものであります

２の事業概要でありますが、事業概要につき

、（ ） 、（ ）ましては １ 県防災の日普及推進事業 ２

産学公・住民連携による防災啓発 （３）県総合、

防災訓練等の事業を実施することとしておりま

す。その事業費として1,128万円を計上しており
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ます。

私からは以上であります。どうぞよろしくお

願いします。

。○押川消防保安室長 消防保安室でございます

歳出予算説明資料の64ページをお願いいたしま

す。

中ほどにあります（事項）防災行政無線管理

費２億6,630万8,000円であります。これは防災

行政無線や防災情報処理システム等の防災設備

の維持管理、保守委託、設備更新等に要する経

費であります。

次に、その下の欄で（事項）航空消防防災推

進事業費１億7,294万円でありますが、これは防

災救急ヘリコプターの管理運航に要する経費で

あります。

次に、65ページをごらんください。中ほどに

あります（事項）消防指導費1,524万5,000円で

あります。これは市町村消防指導や救急救命士

の養成、消防団員の加入促進等消防力強化に要

する経費であります。

次に （事項）予防指導費1,344万9,000円であ、

ります。これは消防設備士免状交付、危険物取

扱状免許交付及び講習等に要する経費でありま

す。

次の（事項）消防学校費3,596万1,000円であ

ります。66ページにかかりますが、これは消防

職員、消防団員等を対象に消防学校で教育訓練

を実施するために要する経費であります。

次に １つ飛びまして 事項 火薬類取締費136、 （ ）

万7,000円 （事項）高圧ガス取締費532万9,000、

円、及び次の（事項）電気保安対策費70万3,000

円は、それぞれ取り締まり及び保安指導に要す

る経費であります。

次に、主な事業について委員会資料で御説明

をしたいと思います。

資料の７ページをお開きください。

、ふるさと消防団パワフル21事業でありますが

これは消防団活動の活性化や消防団員の加入促

進を図るため、新聞等によるＰＲ活動を行うも

のであります。

次に、総合情報ネットワーク設備更新事業で

ありますが、この事業は、老朽化した総合情報

ネットワーク設備機器の更新を行うため、順次

整備を行っているものであります。

次に、航空消防防災管理運営事業であります

が、先ほどの説明と重複しますので、省略させ

ていただきます。

続きまして、債務負担行為について御説明い

たします。平成19年２月提出議案当初分の９ペ

ージをお開きください。

総合情報ネットワーク設備更新事業でありま

すが、その中のシステムの一つであります衛星

システム機器のリース契約を行うための債務負

担であります。この衛星システム機器は、衛星

を使い、災害情報等の映像を国や市町村等の関

係機関に伝送するものでありますが、これまで

の衛星アナログ映像伝送が平成20年３月31日ま

でで終了し、高速データ伝送や多チャンネル化

等の機能に対応したデジタル映像伝送に切りか

、 、わるため その機器を整備更新する必要があり

そのための契約を19年度に行うこととしており

ます。期間は平成19年度から平成27年度まで、

限度額は4,216万円でございます。よろしくお願

いいたします。

以上で各室長の説明が終了しま○萩原委員長

した。説明のありました議案について質疑はあ

りませんか。

今の債務負担行為関係になるのか○緒嶋委員

もしれませんけれども、衛星からの受信等の施

設は各市町村完備しているわけですか。
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、○押川消防保安室長 市町村ですとか消防機関

そういうところの分については、財団法人全国

市町村振興協会の助成により、無料でＣＳチュ

ーナーの設置が行われ、映像の受信が可能とな

るというふうに聞いております。

大丈夫ということですか。○緒嶋委員

はい、設置を行うという○押川消防保安室長

ふうに説明を受けております。

それと、消防団なんかに衛星電話○緒嶋委員

の機器というか、この数が少ないというのを聞

いているわけですね。災害のとき、ドコモとか

ａｕとかいろいろな携帯電話が不通になる場合

も、電気なんかが停電すればですね、そういう

ときは衛星が一番確実なわけですが、各市町村

にその機材が十分なのかどうかというのが、一

番機動力のある最先端のそういうところの整備

が十分でないと危機管理というのが完全でない

ということにもなるわけですが、そのあたりは

大丈夫なのかな 町村によって違いがあるんじゃ。

ないかというのを消防団関係から聞くんですけ

ど、そこ辺はどうなんですか。

今、委員から言われたよ○日髙危機管理室長

うに、衛星携帯電話、これが一番効果を発揮す

るというか、伝達連絡ができるだろうというこ

とで、台風14号の教訓を踏まえてその意見も多

かったので、２年計画で19年度も予定しており

ます。これが１台約20万、それとアンテナが要

りますので、これが15万で35万。これの２分の

１は県が補助しようということで今取り組んで

おります。18年度が日向が２台、椎葉が６台、

美郷町が２台、五ヶ瀬が４台ということで14台

入れて、そして、公民館とか避難したところで

連絡用として活用しております。19年度も、現

在調査をしておりますが、現在のところ、やは

り山間部が多くて、都城が１台と言ってきてお

りますが、あとは諸塚、椎葉、美郷、高千穂、

このあたりから16台来年度お願いしますという

要望が来ております。以上です。

これはかなり金がかかるというこ○緒嶋委員

とで大変だろうと思うんですけれども、やはり

災害はいつ来るかわからんわけですね。備えあ

れば憂いなしという言葉もありますので、この

あたりの整備はできるだけ早くしておく必要が

あると思いますので、今後とも市町村とも連絡

をとりながらできるだけ整備を促進していただ

きたいということを要望しておきたいというふ

うに思います。

それと、ふるさと消防団パワフル21、言葉は

大変いいんですけど、現実は消防団組織という

のは毎年弱体化しております。これは間違いあ

りません。後継者がいないので団員をやめるわ

けにもいかないと。団長とか幹部の人はそうい

う人もおっていいんでしょうけど、機動力のあ

る若い人がいないというのが、これは消防団組

織が大変苦労もされておるわけですが、県とし

て、やはりボランティアでやるので、地域は地

域で守れというのは言葉としてはわかるんです

けれども、このあたりの将来的にわたって集落

を守るとか地域を守るとかいうことであれば、

消防団というのが一番頼りになる組織なんです

ね、地域にとっては。これが弱体化するという

ことはその地域の集落機能そのものが低下して

くるということにもなるわけですが、このこと

についても県としてはそこあたりどういうふう

に将来考えておるのか。これは市町村の問題で

もあるわけですが、言葉はいいんだけど、パワ

フルになるんですかね、これで。

緒嶋委員おっしゃるとお○押川消防保安室長

りでして、消防団員の数も平成８年で１万6,000

人おったものが今１万5,000人と減少をいたして
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おります。ただ、国あたりの200万人が90万人に

なったという話も聞いていますが、それからす

ると本県はまだ少ない減少率なのかなとも思っ

ていますが、そういう形で地域の防災力が弱く

。なっているということは事実だと思っています

昨年、消防庁の方で消防法の改正がございまし

て、市町村消防の広域化ということを盛り込ん

だ法律が通ったものですから、私どもの方とし

ても今後そういう形で、単に地域的な消防力と

いうことじゃなくて、もっと広い地域での広域

化を考えていきたいと、こういうふうに思って

います。

そういういろいろな知恵を出して○緒嶋委員

いただかないといけないんですが、それととも

に、消防団は一生懸命働きながら消防活動をさ

れるわけですが、貯水槽とか機器材の充実とか

を含めて要望がかなりあるんです。県に対して

貯水槽の設置要望とか。そういうのは具体的に

県にどの程度来ておるわけですか、要望は。そ

れとその充足度というか、信号機なんか300幾つ

あって実際は20ぐらいしか年間できんというよ

うなあれもあるんですが、消防機器材の市町村

、からの要請に対する県の予算的な配慮というか

それはどういうふうになっておりますか。

昨年が県単補助金の場○押川消防保安室長

合、5,770万補助をいたしておりまして、数をこ

こに出しておりませんが、後で数等については

申し上げますが、今のところ市町村の要望は満

たしておるものと思っています。

満たしておるというのは、市町村○緒嶋委員

は、県が幾つも出してもらってはどうにもなら

んからということで、逆に市町村の方が抑えて

要望しておるというのを聞くわけですが、その

あたりはどうですか。

そこあたりも、要望額よ○押川消防保安室長

りもおっしゃるように若干は少ない交付決定額

になっているのかなと思っていますが、極力各

市町村に行き渡るように今後とも努めてまいり

たいと思います。

県が、あなたのところの町村は２○緒嶋委員

つぐらいにしてくれとか言うんじゃなくて、全

県下で要望がどれだけあるかというのを制限な

しに一回受けてみて、そして、その中で、全体

はこれだけあるのかと。最初から町村に、来年

は貯水槽は１基にしてくださいとかいうような

ことをすると、町村は１基しか出さんわけです

ね。実際は町村では物すごくあるんですよ、現

に。だけど、県の方が認めんから、１基しか出

していないと。そういう意味で満たしておると

いうのは私は理屈に合わんのじゃないか。信号

機と同じで、必要なものは幾つあるかと。予算

の都合で１基しかできませんならできませんで

、 、いいが 実態を把握する中で対策を立てないと

最初から県が１基しか要望は出してくれるなと

言えば、市町村は１基しか出してこないわけで

すね。やはり実態というのを掌握しながら対策

を立てるという形でないと、予算の都合を最初

に決めてやるというのは本末転倒じゃないかと

思うんですね。市町村のいろいろな消防機器、

これは消防ポンプでも同じ、いろいろあるんで

す。更新したいけど、それは国の関連もありま

、 。す だめだということで１台にしてくださいと

要望がどれだけあるかというのをやっぱり聞く

必要があるんじゃないかと思うんですが、その

あたりはどうですか。

そこあたりのこと、十分○押川消防保安室長

勘案しながら今後調査をして進めてまいりたい

と思います。

ほかございませんか。○萩原委員長

質疑じゃないんですが、ちょっと○野辺委員
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お聞きしたいんですが、航空消防防災、これは

この前、海難事故がありましたが、あれは海上

保安庁の分野ですけれども、沿岸の災害救助と

いう面では航空消防隊の役目というのはどうい

うことになるんでしょうか。

沿岸部の場合ですと、当○押川消防保安室長

然、海上保安庁あたりの機体と調整を図りなが

ら出動いたしておりますが、例えば孤立化した

ところのような場合ですと、上空からの情報収

集、支援物資の輸送、要援護者の救助、そうい

うことが主な業務になってこようかと思ってい

ます。

この前の海難事故で３名救助され○野辺委員

ました。あのときには特別な要請というのはな

かったわけですか。

はい、ございません。○押川消防保安室長

宮崎県はほとんど太平洋に面して○野辺委員

いるわけですが、水難事故とかそういう場合も

海上保安庁あたりからの要請がないと出動でき

ないということになるわけですか。救難という

面で。

飛ぶ場合に、海岸から何○押川消防保安室長

キロ以上海寄りには飛べないというような規定

もありまして、委員がおっしゃるように10キロ

か12キロぐらいの、本当に沿岸部だけの作業に

なろうかと思っています。

歳出予算説明資料の64ページ、防○新見委員

災行政無線管理費の事項で、無線設備の維持管

理と無線設備の保守委託、２項目に分けてあり

ますが、私のイメージとしては、保守委託の中

に維持管理も含まれるんじゃないかなという思

いがあるんですが、分けられた理由と、４番目

の非常勤職員というのはどういうことをされて

いるのか、教えていただきたいと思います。

まず、管理の方ですが、○押川消防保安室長

管理費と設備の維持管理ですが、中身が、無線

管理の方は設備の維持管理、保守委託……、す

みません、ちょっとお待ちください。

設備の維持管理の方は、事務費ですとか電気

料、負担金、工事費等、こういうものが主な中

身となっておりまして、保守管理の方は、どち

らかというと委託とか工事とかそういうふうな

内容となっています。

それと、非常勤報酬ですが、電波法に基づく

無線局の免許申請手続、そういうシステムに係

る指導、そういうことを行っておりまして、常

勤職員の業務の支援ですとか補佐をいたしてお

ります。

ほかございませんか。○萩原委員長

ないようでありますから、以上をもって危機

管理局の審査を終了いたします。

引き続き、総括質疑に入りますが、準備のた

め、暫時休憩いたします。

午後１時24分休憩

午後１時26分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了しまし

たので、総括質疑に移ります。委員の皆さん、

総務部全般につきまして御質疑はございません

か。

防災の日の推進事業ですね、これ○米良委員

は県議会も中心になってこの日を制定をしたと

いう背景もあるわけですが、防災の日を設定を

するというのは、これはいいわけでありますけ

れども、内容的に、チラシをつくったり、ポス

ターを配布したりして、意識啓蒙ということが

第一主眼ですけれども、災害が起こっていろん

なものに対応するということを前提にすれば、

未然に防止をするという一つの意識づけも大事
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だと思いますので、それぞれ土木事務所が各地

方にあるわけですから、その皆さんたちやら、

あるいは市町村の自治体とか、あるいはそれに

付随する関係の職員あたりが一体となって、河

川はたくさんあるわけですから、危険箇所を

チェックをするというのもここに出てきており

ますけれども、そこらあたりをチェックをした

ら、その後どうするのかということぐらいまで

踏み込んでいかないと、起こってから対応する

という後手後手ということじゃなくて、あるい

は最前申し上げましたような意識啓発というこ

とだけじゃなくて、抜本的なそういうものから

、未然に防止するということを前提としたときに

十分県が中心になって、土木事務所あたりが中

心になってチェックをして、そして、後の対応

ぐらいまでは市町村の自治体あたりと関係する

皆さんと協議をしながら、危険箇所の工事に踏

み込んでいくような、そこ辺までやっぱり踏み

込んでいくような防災の日、あるいは防災の日

という一つのそういうものを主眼とした対応の

仕方、そういうものがなくてはならんのじゃな

いかというふうに思いますから、そこ辺まで踏

み込んでいく必要があると私は思いますけれど

も、そこ辺はどうでしょうかね。

防災の日についてですけ○日髙危機管理室長

れども、言われたように、防災の啓発だけでは

その日だけのことで終わってしまいますので、

市町村、関係機関と連携しまして１カ月前から

防災についての、今、委員が言われるように、

特に予防について、これをやっていこうという

ふうに思います。そのために防災教育プログラ

ムとか減災計画とか18年度で事業をさせてもら

いましたので、これらも活用しながら、今言わ

れた危険箇所の調査、これらも土木事務所等一

緒に入れましてやっていきたいというふうに

思っております。そして、５月の第４日曜日の

防災の日におきましては、総合防災訓練を今ま

でやっておりましたが、これも一緒に連動しま

して、最後の総仕上げということで防災の日に

やって後の災害シーズンに入っていこうという

ような考えでおります。以上です。

わかりました そうでないと せっ○米良委員 。 、

かく貴重な日を定めて県民の意識を啓蒙啓発し

ていくわけですから、後で災害が起こっては何

もなりませんし、また、市町村の自治体、役場

あたりが十分チェックというのはしているはず

ですよ。さらにそれを追い打ちをかけて県の例

えば地方の土木事務所と一緒になって、そうい

うところから優先して工事をどんどんやってい

くようなことに進展をしていかないと、ただ定

めただけでは私は、意味がないと言うといけま

せんけれども、せっかくの機能を果たしていか

ないということになりますので。

家庭の日というのを何十年か前に制定をしま

した。休みの日には国旗を揚げましょう、そし

て、第３日曜が来たら家庭一緒に、子や孫たち

と一緒に有意義な一日を過ごしましょうという

のもいつの間にか消えてなくなってしまいまし

た 家庭の日というのは私は意義ある日だと思っ。

ています。いつの間にか時代の進展とともに忘

れ去られてしまっておるんですよ。だから、何

々の日というのは十分それらの目的を果たして

、 、いくような 歴史的なものもあるわけですから

そういう大事なものをとらえて推進していかな

きゃならんといつも思っていますから、特に防

災の日関係についてはそういうことを思ってい

ますので、ぜひひとつそこまで進展をした防災

の日というのを押さえておいていただきたい。

これは要望しておきます。

、○緒嶋委員 県の行政組織でありますけれども
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きょうはたまたま副知事もおいでになっておる

わけで、安藤知事さんが政策本部を新しく組織

、がえされてつくられて今の形があるわけですが

今後において、いつも話に出るように、政策本

部という名前からして、本当にそれが機能して

、おるかどうかというのが私たちも不安もあるし

安藤知事も１期目で志半ばであったので、本当

に自分の考えが浸透していないという面もあっ

たのかもしれませんが、私はうまく機能してい

なかったと、今までにおいては、そう思うわけ

です。東国原知事になって恐らく知事も思いが

あるだろうと思うんです。今後この形を、19年

度４月からというのは容易でないと思うんです

けれども、将来において、今度、県土整備部と

いうように名前を土木部も変えられるというこ

とでありますけれども、私は、抜本的に全体を

、眺めながら県の行政組織を変えていかなければ

やはりこの時代の流れの中についていけんよう

になってくるんじゃないかという気がしてなら

んわけですが、副知事という立場の中で、総務

部長よりも一段上の全体を眺める中で、基本的

に今の組織で進めるのがいいのかどうか、その

あたりをどういうふうに認識しておられるか、

ちょっと伺いたいと思います。

大変難しい問題をいただいたん○河野副知事

ですが、いずれにしましても、知事がかわりま

して、知事がこの前、議会でも答弁申し上げま

したように、知事のマニフェストをどういうふ

うに推進していくのかという計画づくり、これ

は総合政策本部総合政策課の方が中心になって

現在作業を進めているところであります。その

過程では、まだ就任間もないものですから、組

織をどうするかというところまではなかなか知

、事とも議論ができなかったところでありますが

そういった計画づくりをしながら、今後、総合

政策本部が中心に各部局をどういうふうに動か

、していくかというのをよく見ていただきながら

我々としてもいろいろ意見を言いながら、20年

度になりましょうか、20年度に向けて抜本的な

観点で組織のあり方というのを検討していきた

いというふうに考えております。

やはりそこ辺まで踏み込んでいか○緒嶋委員

なければならないし、将来的には出先の問題と

のいろいろな考え方も当然それに付随して出て

くるのかなという感じがしますので、十分将来

を見据えた、思いつきだけじゃなくて、じっく

りした考えの中に行政組織のあり方というのを

研究していただきたいというふうに思います。

それと、今度、東国原知事が出られて、350億

の話題性が物すごくあるわけですね。改革し、

財政健全化ということを進めるのは当然のこと

でありますけれども、そのことで県民生活がど

うなるのかという視点も十分考えて、県民生活

を守るために県の行政はあり、県の予算はある

わけですので、そのあたりを念頭に置いて肉付

け予算を十分考えていただかなければならない

と思うんです。そういう意味では、極端に言え

ば、350億円予算が減額されるんじゃないかとい

う認識を持っている人もおるわけです。我々は

そうは思いませんけれども、そういうことを含

めた場合に、県民生活を守るためにこういう予

算を組んだというそういう県民に対するＰＲを

含めて、350億円に対する県民の理解を得るＰＲ

を含めて努力もあわせてしていただきたい。そ

して６月議会では、予算的に県民総力戦の体制

が整うような、そういうような予算の肉付けを

していただきたいというふうに思うんですけれ

ども、副知事の思いを聞かせていただきたい。

350億につきましては、本会議に○河野副知事

おいても、また昨日においても議論がなされた
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ところであります。私ども口頭での説明をいろ

いろ尽くしてまいりましたが、なかなか難しい

部分もありますので、もう少しわかりやすい資

料というものをできるだけ早い段階で作成をい

たしまして、議会並びに県民の皆様に説明をし

ていきたいと思っております。350億単に削ると

いう話ではないというところもしっかり説明す

る必要があると思っておりますし、ただいまの

話、350億全部削らないにいたしましても、県民

生活への影響というのも十分勘案しながら、こ

の６月にお願いをする肉付け予算というのも十

分検討していきたいと考えております。

ほかございませんか。○萩原委員長

その他のその他ありませんか。

ないようでしたら、以上をもって総務部を終

了いたします。執行部の皆さん御苦労さまでし

た。

暫時休憩いたします。

午後１時37分休憩

午後１時38分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

あしたは10時から行います。きょうはこれで

終わります。お疲れさまでした。

午後１時38分散会
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平成19年３月２日（金曜日）

午前10時１分開会

出席委員（８人）

委 員 長 萩 原 耕 三

副 委 員 長 満 行 潤 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 坂 元 裕 一

委 員 米 良 政 美

委 員 由 利 英 治

委 員 野 辺 修 光

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策本部

総 合 政 策 本 部 長 野 中 憲 二

総合政策本部次長 宮 本 尊

部参事兼総合政策課長 渡 邊 亮 一

部参事兼秘書広報課長 吉 瀬 和 明

統 計 調 査 課 長 山 田 敏 代

広 報 企 画 監 高 藤 和 洋

出納事務局

事 務 局 長 美濃田 健

会 計 課 長 森 山 美 隆

物 品 管 理 課 長 水 元 重 次

人事委員会事務局

事 務 局 長 渡 辺 義 人

総 務 課 長 井 黒 学

職 員 課 長 福 村 英 明

監査事務局

事 務 局 長 甲 斐 景早文

監 査 第 一 課 長 福 島 順 二

監 査 第 二 課 長 川 越 長 敏

議会事務局

事 務 局 長 後 藤 仁 俊

事 務 局 次 長 河 野 喜 和

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 高 屋 道 博

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 古 谷 信 人

委員会を再開いたします。○萩原委員長

今回、当委員会に付託されました議案の説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

おはようございます。○野中総合政策本部長

それでは、御審議をいただきます提出議案につ

きまして私から御説明申し上げます。よろしく

お願いいたします。

それでは、お配りをしております委員会説明

資料の表紙をめくっていただきまして、左側の

目次をごらんいただきたいと思います。

御審議いただきます議案は、第１号19年度の

宮崎県一般会計予算、議案第２号の19年度の宮

崎県開発事業特別資金特別会計予算の２件でご

ざいます。

右側のページに当初予算の総括表を掲げてお

ります。まず、当初予算の一覧の方でございま

すが、中ほどの表でございますけれども、一般

会計の予算額は、表の一番下の計の欄にござい
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ますように、15億3,817万7,000円をお願いいた

しております。前年度当初予算に比べますと、

表の同じ欄の一番右の方の欄に掲げております

が、8,817万7,000円の減、率にいたしまし

て94.6％でございまして、5.4％の減となってお

ります。それから、その下の２段目の表でござ

いますが、開発事業特別資金特別会計でござい

ます。3,519万3,000円をお願いいたしておりま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせま

して、総合政策本部の19年度の当初予算総額と

いたしましては 一番下の欄にございますが 15、 、

億7,337万円でございます。

なお、３ページ以降に、19年度当初予算に係

ります総合政策本部の主な新規重点事業を掲載

、 、しておりますが 各事業の詳細につきましては

各課の担当課長から説明させていただきます。

私からの説明は以上でございます。

それでは、総合政策課の○渡邊総合政策課長

当初予算について御説明いたします。

お手元の平成19年度歳出予算説明資料、分厚

い資料でございますが、これの11ページをお開

きいただきたいと思います。

総合政策課の平成19年度の当初予算総額は、

一番上の行にありますけれども、総額で６

億5,983万1,000円をお願いしております。内訳

は、その下の行でございますが、一般会計が６

億2,463万8,000円、特別会計が3,519万3,000円

でございます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。１枚おめくりいただきまして13ページをご

らんいただきたいと思います。

下の方を見ていただきまして、下から２番目

の事項でございます。総合企画調整費でござい

ます。これは県政の総合企画調整を図るととも

、 、に 九州地方行政連絡会議あるいは全国知事会

九州知事会等の活動を通じまして行います関係

行政機関、関係団体との協議調整等に要する経

費でございます。

次に、一番下の（事項）県外事務所費であり

ます。１枚おめくりいただきまして14ページを

ごらんいただきたいと思いますが、東京事務所

及び福岡事務所におきます各種活動費及び施設

の維持管理等に要する経費でございます。

次に、その下の（事項）地域開発推進費でご

ざいます。九州地方開発推進協議会などの活動

あるいは東九州軸など地域連携軸構想等の推進

によりまして、県境を越えた広域的な交流連携

を進めるための経費でございます。

次に、その下の（事項）高等教育整備促進費

でございます。これにつきましては、県内の高

等教育機関の連携組織であります県内の大学で

構成されています高等教育コンソーシアム宮崎

の活動を支援するものでございます。

その次に、その下の（事項）県計画総合推進

費でございます。これは県の総合計画の推進管

理に要する経費であります。

一般会計については以上でございます。

次に、15ページをごらんいただきたいと思い

ます。開発事業特別資金特別会計であります。

この特別会計、企業局の電気事業会計から繰り

入れた九州電力からの株式配当金を主な財源と

しております。事項としましては、運営費、積

立金、繰出金になっております。そのうち主な

ものとしましては、一番下でございますけど、

（事項）繰出金3,400万円でございます。これは

一般会計に資金を繰り出しまして資金の使用目

的に沿った事業を実施するものでございます。

対象事業といたしましては、環境森林部所管の

環境保全の森整備事業、土木部所管の河川パー

トナーシップ推進事業を予定しているところで
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ございます。

総合政策課の当初予算については以上でござ

います。よろしくお願いします。

秘書広報課の当初予算に○吉瀬秘書広報課長

ついて説明いたします。

歳出予算説明資料の17ページをお開きくださ

い 秘書広報課の平成19年度の当初予算は５億99。

万8,000万円でございまして、前年度当初に比

べ4,654万4,000円、率にしまして8.5％の減と

なっております。

その主なものについて説明いたします。

。 （ ）19ページをお開きください 下の方の 事項

。広報活動費の２億5,389万5,000円でございます

これは各般の広報媒体を利用いたしまして県政

全般の広報活動を行いまして、県政について県

民の理解を得るとともに、あわせて県外のＰＲ

に要する経費でございます。

説明欄のまず１の印刷広報事業は 「県広報み、

やざき」を年６回、市町村の自治組織等を通じ

まして各世帯に配布するものでございます。ま

た、本県の魅力を県外に発信いたします情報誌

「Ｊａｊａ」を年４回発行することとしており

ます。

３の新聞広報事業につきましては、県政掲示

板として月２回地元紙など６紙に県からのお知

らせを掲載するものでございます。また、随時

県政の重要な施策につきまして、新聞紙面を購

入し、広報を行うものでございます。

、４のテレビ・ラジオ放送事業につきましては

テレビ、ラジオの県政番組を毎週行うものでご

ざいます。

６の県ホームページ情報発信事業は、県のホ

ームページの適時適切な情報掲載あるいは更新

とそのシステムの維持管理を行うものでありま

す。また、知事の記者会見等の動画配信なども

行うものでございます。

次に、20ページをお願いいたします。広聴活

動費の132万円でございます。１の県民の声事業

は、専用電話及びファクス、電子メール、葉書

等で県政に関する意見を受け付けるものでござ

います。

次に （事項）県政相談費の488万6,000円でご、

ざいます。これは本庁の県民室、それから各総

合庁舎、西臼杵支庁に設置しております県政相

談室の運営のための経費でございます。以上で

ございます。

統計調査課の当初予算に○山田統計調査課長

ついて御説明をさせていただきます。

歳出予算説明資料の21ページをお開き願いま

す。統計調査課の平成19年度の当初予算総額は

一般会計の４億1,254万1,000円をお願いしてお

ります。

それでは、予算の内容につきまして、重点事

。業などの主なものについて御説明をいたします

23ページをお開き願います。上から４行目の

（目）統計調査総務費として２億1,863万4,000

円をお願いしております。これは（事項）職員

費２億1,723万6,000円と、その下の（事項）統

計諸費139万8,000円で、これは各種会議講習会

旅費などの事務費でございます。

次に、その下にあります（目）委託統計費に

ついてでございます。これは国の統計調査の実

施に要する経費でございまして、１億9,087

万1,000円をお願いしております。

。主なものについて御説明させていただきます

委託統計費の下の（事項）消費経済統計調査

費につきましては3,001万2,000円をお願いして

おります。これは家計の収支状況などを調べる

家計調査と商品の小売価格、サービス料金、家

賃などを調べる小売物価統計調査に要する経費
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でございます。

次に、１枚おめくりいただきまして24ページ

をごらんいただきたいと思います。上から２つ

目の 事項 商工統計調査費につきましては5,578（ ）

万4,000円をお願いしておりますが、これは商工

業事業所における販売、生産活動並びに特定サ

ービス産業の実態などの調査に要する経費でご

ざいます。その説明の中の４、商業統計調査に

つきましては、後ほど別冊の総務政策常任委員

会説明資料で御説明申し上げます。

次の25ページをごらんください。上から２つ

目の（事項）全国物価統計調査費につきまして

は731万6,000円を、その次の（事項）就業構造

基本調査費につきましては4,288万4,000円をお

願いしておりますが、これらの２つにつきまし

ても、後ほど別冊の委員会説明資料で御説明を

させていただきます。

続きまして、下の段の（目）県統計費につき

まして303万6,000円をお願いしております。こ

の主なものを御説明申し上げます。１枚おめく

りいただきまして26ページをごらんいただきた

いと思います 上から２つ目の行の２つ目の 事。 （

項）社会生活統計指標整備費といたしまして118

万5,000円をお願いしております。これは各種統

計資料を加工分析して本県経済活動の実態と動

向の把握に要する経費でございます。

それでは、続きまして、重点事業の概要を御

説明させていただきます。常任委員会資料の３

ページをお開き願います。

まず、商業統計調査についてでございます。

。 、１の目的についてでございます この調査は

業種別、規模別などの商店の分布状況や販売活

、動の実績など商業に関する基礎資料を得るため

商店数、従業者数、年間商品販売額等の調査を

するものであります。

。 、２の事業概要についてでございます 調査は

本年６月１日現在で県内すべての商業事業所約

１万8,000事業所を対象に実施いたします。調査

事項は、事業所の名称、所在地、経営組織、事

業所数、従業者数などで、約800名の調査員が調

査票を配布し、回収する方法により行います。

３の結果公表につきましては、速報を平成20

年７月ごろに、商業事業所に係る産業・規模・

業態別の事業所数、従業者数及び商品販売額な

どの主な事項について公表する予定でございま

す。最終的な確報は平成21年３月ごろの予定で

ございます。

続きまして、４ページをごらんください。全

国物価統計調査についてでございます。

１の目的についてでございますが、この調査

は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる

商品の販売価格及びサービスの料金並びにこれ

らを取り扱う事業所を調査し、地域別、事業所

の形態別等の物価に関する基礎資料を得ること

を目的としております。

。 、２の事業概要についてでございます 調査は

本年11月21日現在で総務大臣が指定する県内９

市町の店舗を対象に実施いたします。調査事項

は、店舗の業態、従業者数、競合店の有無、割

引・特典サービス、通信販売の実態、商品の価

格、サービスの料金などで、調査方法は、約30

名の調査員が約1,600店舗へ調査票を配布し、回

収する方法により行います。

３の結果公表につきましては、平成20年６月

ごろに公表する予定としております。

続きまして、５ページをごらんください。就

業構造基本調査についてでございます。

。 、１の目的についてでございます この調査は

、地域別の就業構造に関する基礎資料を得るため

就業及び不就業の状態を調査いたします。
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。 、２の事業概要についてでございます 調査は

本年10月１日現在で県内で抽出された約600調査

区のうち、約9,000世帯の15歳以上の世帯員約１

。 、万8,000人を対象に実施いたします 調査事項は

男女の別、出生の年月、ふだんの就業、不就業

などで、調査方法は、約600名の調査員が抽出さ

れた調査世帯ごとに調査票を配布し、回収する

方法により行います。

３の結果公表につきましては、平成20年11月

ごろに15歳以上の世帯員に関する産業・職業別

有業者数、産業・雇用形態雇用者数などの事項

について公表する予定といたしております。

。統計調査課につきましては以上でございます

よろしくお願いいたします。

。○萩原委員長 議案の説明が終了いたしました

説明のありました議案について質疑はありませ

んか。

、 、○緒嶋委員 14ページ 地域開発推進費だけど

、九州地方開発推進協議会とか九州経済調査協会

地域連携軸構想推進事業、こういう九州を中心

としたいろいろな事業がなされておるわけです

が、実態としてこれぐらいの予算で何をしてい

るわけですか。

これはいずれも協議会の○渡邊総合政策課長

負担金でございまして、会議をやりまして国へ

の要望事項等まとめましてそれを出すと。九州

地方開発推進協議会は特にそういう側面があり

ます。それから、九州経済調査協会は、九州の

、経済界がつくったシンクタンクでございまして

いろんな調査等をやっております。それに対す

る負担金でございます。それから地域連携軸構

想推進事業、これは東九州軸構想とか東九州推

進協議会とかありますけど、それの負担金等で

ございまして、特に東九州軸につきましては、

高速道路等が一定の見通しが立っていると。後

どういう形でこの東九州側を振興していくか、

そのあたりが今課題になっております。

将来は道州制等いろいろ課題があ○緒嶋委員

るわけですが、負担が軽くて効果があるのが一

番いいわけですけど、全体的な構想とか推進の

体制というのが、九州各県から出せば一千何百

万とかそれ以上になるでしょうけど、九州の道

州制とかをにらんでいろいろと課題を整理する

ということであれば、知事会等の働きかけも含

めて予算的にも充実していかなければ、ある意

味では形式的な会になっておるんじゃないかな

という気がするわけです。そのあたりは大丈夫

なんですか。

まさに緒嶋委員がおっ○渡邊総合政策課長

しゃるとおりでございまして、我々としては、

特にこの３番目の方でございますけど、地域連

携軸構想の中で東九州軸ですね、道州制とかあ

るいは西側の新幹線とかそういうことをにらみ

ますと、東九州側の振興というのはどうなるの

か、あるいは道州制等がもし考えられるとすれ

ば、そこが取り残されるということがあっては

ならないと。近々企画の会議等もありまして、

今後これをどんなふうにしていくのか宮崎県側

からいろいろ意見を申し上げて、新しい展望を

つくって、それに向けて九州全体で応援いただ

く。特に、鹿児島、宮崎、大分、福岡というの

が東九州軸でございますので、そのあたりとの

連携をさらに強化せんといかんというふうに我

々思っております。

きょうは坂元議長もおいでですけ○緒嶋委員

れども、九州議長会等でもこの問題はいろいろ

と東九州の問題とも連携をして頑張らんといか

んというふうになっておるわけですけれども、

特に、宮崎の場合は、東西格差、南北格差の一

番しわ寄せの集積地になっておるわけです。一
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番おくれておる。南北格差では、大分、福岡は

景気状況もいいし、有効求人倍率も１を超す。

東西格差では、新幹線が５年もすれば向こうは

通る。そういう中で東九州の高速道はまだ10年

先。新幹線というのは不可能に近いような状態

の中では、流通体系からいっても宮崎県は日本

の中でも一番厳しい状況に置かれておる。フェ

リーもだめだと。そうなれば、こういう中では

宮崎県が相当強くイニシアチブをとっていかな

ければますますもって取り残されていくという

ふうに私は思うわけです。そういう中では、こ

ういう広域的な取り組み等については、そうい

う組織があるわけだから、これを生かさない手

はないと思うんです。そういう点では、それこ

そ知事を先頭に執行部全体でやっていかなけれ

ば私は格差是正は不可能に近いんじゃないかと

いう気がするわけですので、このあたりを強力

に 。今の政策本部の中の仕事は私はこれが―

一番じゃないかという気がするんですが、本部

長どうですか、そのあたりは。

緒嶋委員のおっしゃる○野中総合政策本部長

とおりで、やはり地域の活性化を考える場合に

は、交通手段ですね、今もおっしゃいましたけ

ど、実は、たまたま私も20年前に当時の企画調

整部で、高速道が最初に法定化されるときの担

当主幹をしておりまして、いまだに思うんです

が、見方によっては高速道も大体めどがついて

、きたという見方もあるかと思うんですけれども

私は、20年たってまだここまでかという気持ち

が正直なところありまして、これがもっと日本

の中央部に近いところだったら20年もかけずに

とっくにでき上がっているんじゃないかという

ふうな気もするところがあります。また、鉄道

にしましても、西側ばかりが非常に利便性が向

上しておりまして、東側は大正時代につくった

鉄道がそのまままだ使われておるというような

感じが、非常に無念といいますか、残念でしよ

うがないような気がします。特に最近、福岡、

大分、熊本、こういったところが自動車産業等

を中心にしまして非常に活況を呈してきており

まして、こことの結びつきを考える上でも鉄道

なり道路なりというのはもっと早く整備を進め

ないと、今、緒嶋委員おっしゃったように、南

北格差でもおくれ、東西格差でもおくれ、どう

しようもないような感じがしておりまして、こ

れは早急に声を出し続けていって何とかしてい

かないといけない。新知事が言われる何とかせ

にゃいかんじゃないんですけれども、何とかし

ていかんといかんという気がしております。そ

ういう意味でも総合政策本部としてもあらゆる

面に手を尽くしていかんといかんなという気は

持っております。以上であります。

ぜひそのあたりを中心に進めてい○緒嶋委員

かなければ、自動車産業を何とかして下請等も

含めて企業誘致をしたいと言われておりますけ

れども、こういうインフラがそろっておるから

ぜひ来てくださいという条件の前提のもとに誘

致するならいいんですけど、10年先に道路がよ

くなりますから来てくださいというのでは全く

もって説得力がないと思うんです。やはり皆、

経済的ないろいろな条件を考えながら進出する

わけです。絶対条件がないままで何とかしてく

ださいでは、それは何ともならんということに

なろうと思いますので、高速道路、あるいはＣ

Ｏ を考えた場合に自動車の８分の１ぐらいしか２

環境に対する負荷がないと言われておる鉄道な

んかも含めて考えていくような将来ビジョンを

つくっていかなければどうにもならんと思いま

すので、ぜひ執行体制はここを中心にやるとい

うこと。ある意味では、総合交通課なんかの問



- 77 -

題も、政策本部の中で総合的な流通対策を含め

たものをつくっていかなければ前に進まんの

じゃないかというような気がするんです。地域

生活部なんかに置くような体制では前には進ま

んというふうにも思いますので、これはぜひ強

力に進めてほしいと思います。

それと、総合長期計画、今度４年を一つの期

間にした新たなものをつくっていこうというこ

とでありますが、前の長期計画を策定するコス

トはどのくらいかかったんですか。

今の現計画は16年につく○渡邊総合政策課長

りました。そのとき策定費を当初予算で1,000万

計上しています。今回は、14ページの下にあり

、 、ますけど 664万6,000円というのがありますが

この範囲内でやることにしています。要するに

。 、経費はかけない 問題は実行でございますので

そういう意味で我々はそういうつもりでおりま

す。

それと統計調査課長にお伺いしま○緒嶋委員

すが、統計調査課の予算というのは国庫支出金

がほとんどなんですね。一般財源というのは余

りないわけです。いえば、ひもつき的な事業が

中心であるわけです。総合政策本部に統計調査

課があるということは、県民に対する県単独の

調査というか、県民ニーズが何であるかという

ようなこと、政策的な、そういうものを調査す

る必要があって政策本部に統計調査課が来たん

だろうと思うんです。ところが、実際は国のひ

もつき的な事業が中心であるというのはちょっ

と寂しいんですけど、このあたり統計調査課長

としてはどういうふうに思っておられますか。

統計調査課が政策本部にあるということの意義

ですね。

確かに総合政策本部に来○山田統計調査課長

る前の統計調査課というのは、まずは統計を作

成するということだったんですが、総合政策本

部に置かれるということで、やはり政策立案支

援にこの統計データを十分活用して支援してい

くということが求められているというふうに認

識しております。それで、これまでは正確な統

計を出すということを重点に考えていたんです

けれども、支援していくために、国の委託統計

である統計から出る結果、これを時系列分析を

したり、他の統計、例えば昨年国勢調査の御報

告をさせていただきましたけれども、住民基本

台帳、これは統計調査課の調査ではございませ

んけれども、そういう統計調査とあわせて、人

の転出転入の内容を組み合わせて分析したり、

社会のニーズを考えて調査結果をまとめるとい

うような視点を重点に考えて政策立案支援に取

り組んでいるところでございます。

また、県単事業としましては、国勢調査人口

は５年に１遍なんですけれども、毎月毎月する

ような現住人口の調査、生産活動の鉱工業生産

指数とか、基本的なところについては統計調査

、課で現在統計をさせていただいておりますので

これらをあわせて政策立案支援に取り組んでい

きたいというふうに考えております。

言われるようにそういう意味合い○緒嶋委員

で努力されておるのはありがたいんですけど、

予算的に見ると、本当に県民向けの、これはほ

かの県もやっているわけですね、同じことは。

それをどう利用するかという意味合いになるだ

ろうと思うんですけど、宮崎県の統計という一

つの主体的なものの中で、１項目ぐらいは県民

向けの調査というか、そういうのは統計調査課

でやるというような姿勢も必要じゃないかと思

うんです。これは各県がやっておる調査なんで

すね、国庫支出金からすれば。そういう感じが

しますので、そのあたりが今の体制の中で政策
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本部にある意義づけがまだ明確じゃないという

ような気がするものだから。

実は政策評価の中で、う○渡邊総合政策課長

ちの総合政策課の方で毎年県民意識調査をやる

ことになっておりまして、今回知事がおかわり

になったということで行政需要調査等含めて今

月からやります。これは毎年政策評価の中で予

算を組んでおりまして、これについては毎年い

ろんな評価をする資料にするために、今、委員

がおっしゃった行政需要、どういうところに県

民の需要があるのか、あるいは県民の意識の変

化とか、そういうものをするようになっており

ますので、念のために御説明いたします。

政策調整研究費ですね、1,000万。○野辺委員

これは各部に300万ずつ予算がついているようで

すが、総合政策本部ですから1,000万というのは

わからんでもないんですが、これはどういう内

訳なんでしょう。

政策調整研究費1,000万で○渡邊総合政策課長

ございまして、各部局に300万、予算的には全部

局で3,700万ぐらい予算措置しております。政策

本部で、例えば18年度でございますけど、18年

度に使いました２地域居住のモデルプランの作

成とか、先ほど申し上げました県民意識調査、

これはいわゆる２地域居住、県外移住等の県民

意識調査等もこの中でやっております。その時

々の行政需要に合わせた調査、そういうのが主

体になっております。

次に総合計画のことで聞きたいん○野辺委員

ですけれども、先ほどのお答えの中で、これは

今度の策定の予算ということでとらえていいん

ですか。

14ページで掲げている664○渡邊総合政策課長

万6,000円は通常の推進管理費でございまして、

我々としては特に策定費ということで予算は今

回は計上しておりません。要するに、通常の推

進管理費の枠内で計画をつくっていくというこ

とでございます。

今の総合計画の推進じゃなくて、○野辺委員

新たに長期計画をつくるための予算というとら

え方でいいんですがね。

基本的には、今の計画に○渡邊総合政策課長

ついては、ことしの３月といいますか、策定し

ますのは６月の予定でございますが、それまで

に切れますので、いずれにしましても、新しい

計画の策定及び推進管理、そういうものが主体

になってくるということになると思います。

私は以前からこの問題はどうして○野辺委員

も納得できないんですが、実は一般質問でも聞

いたことはあるんですけれども、第五次の計画

が13年に策定されて、そして、３年しかたって

いないところに前知事のもとにああいう計画を

された。そして17年の３月ですか、策定されて

いるんですが、後期の見直しで大幅に見直した

らいいんじゃないかということを言ってきたん

です。ただ、総合計画の策定より、連動した各

種計画の策定の方が予算が物すごくかかってい

るんです。そういう意味からしたら、私は、当

時の企画調整部長だったと思うんですが、前知

事が長期計画を変えるというときでも、部長と

して逆にとめるべきではなかったかということ

を言ったんですが、今回は知事の方からそうい

う指示があったんでしょうか。

補正のときも御説明しま○渡邊総合政策課長

したように、今回は、現知事につきましては、

宮崎の再生・刷新ということでマニフェストを

掲げて選挙戦に臨まれたということで、今回の

マニフェストを見ますと、今後任期中の４年間

の重点施策といいますか、施策体系というのは

今の長期計画とはちょっと違いまして、組み立
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てが違うということで、構成的にそのあたりを

重点化してやり直していかないといけないとい

うことで、今回新しい計画をつくるということ

でございます。

それと、もう一つは、今の現計画は17年、18

年、19年、５年計画でございまして、我々とし

ましては、いずれにしましても、19年度は現計

画であれば中間年度でございまして、全体的な

総合点検をやるつもりでございまして、そうい

う意味では、見直しを前倒しでやるというよう

な説明の仕方もできるのではないかなと思って

います。そして、それから後は４年ごとに改定

していくということ、あるいは知事がかわれば

新しい計画をつくると、そういうふうに我々は

今対外的にもいろいろ説明しているところでご

ざいます。

私は、長期総合計画という形では○野辺委員

ちょっと 、今の計画も２年しかたっていな―

いんですね。１年かけて審議会に諮問して、そ

。していろいろと検討していただいて答申された

それをほごにするわけですね。これはひんしゅ

くを買うかもしれませんが、知事が任期中もし

ということがあったら、またくるくる変わるん

ですよ。だから、私は、むしろこういうものに

ついては一本ちゃんと置いておいて、別な名称

か何かでやるべきではなかったかという気がし

てならないんですが、その辺はどうでしょう。

市町村の場合は市町村計○渡邊総合政策課長

画というのを地方自治法上つくらなきゃいけな

いんですね。そういう固定した計画といいます

か、そういうものが根拠にあるわけですけど、

県の計画というのは別に根拠があるわけではな

いんです。それで、１つは、補正の審議のとき

も御説明しましたように、県のこういう計画を

つくらない県もあるんです。実は、現計画につ

いては非常に問題がありまして、県政推進プラ

ンという４年間の前知事が公約を掲げたものを

整理したプラン、それから長期計画を17年から

つくられた。これがダブってつくられておりま

して、県の政策の一つの大綱としてはどっちが

もとなのかというような問題もありまして、我

々としましては、それを一回整理しようという

ことで昨年からずっと考えておりまして、今回

ちょうど知事がおかわりになった。基本的には

ことし改正の時期でもあったわけです。そうい

う機をとらえて新しく４年間の一つの大きな総

合的な計画をちゃんとつくって、ただし、それ

は大綱にとどめて、細かい計画はそれぞれ部門

別にお願いするということで、計画の役割分担

というのを明確にしながら今後そういう対応を

していこうということで今回こういう新しい計

。画をつくるということにしたわけでございます

計画の見直しの時期であったとい○野辺委員

うのは、本来の第五次のことですか、前知事が

。 。つくられた計画のことですか どっちでしょう

現計画の方です。今の計○渡邊総合政策課長

画は５年間の計画なんです。

わかりましたが、知事から指示さ○野辺委員

れたんですか、このことは。

指示を受けております。○渡邊総合政策課長

いつ指示を受けましたか。○野辺委員

当選された後、知事に就○渡邊総合政策課長

任された後、いろいろ県政課題について協議す

る中でそういうお話を受けております。

むしろ私は、以前もそうでしたけ○野辺委員

れども、今回も総合政策本部が知事を誘導した

んじゃないかという気がしてならないんです。

この予算書の発注は１月15日ですよ。そのとき

何で上がっているんですか、これが。

この予算書については、○渡邊総合政策課長
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県計画総合推進費の664万6,000円は通常の推進

管理の経費でございます。

それはへ理屈ですよ。さっき緒嶋○野辺委員

委員のときは、これを策定するための予算で、

最小限にするための予算だと言われたじゃない

ですか。だから、私はどうもこの予算そのもの

も、知事は６月に発表すると言われたけど、短

期間でできるのかなというのももちろんありま

すけれども、それは集中審議すればできないこ

とはないでしょうけど、どうも私は、政策本部

が知事を誘導したんじゃないかという気がして

ならないんですけどね。

ちょっと説明不足かもし○渡邊総合政策課長

れませんけど、県計画総合推進費という664

万6,000円は毎年度掲げる経費でございまして、

例えば昨年の場合は708万4,000円掲げておりま

す。ことしは664万6,000円でございまして、こ

の中身は審議会の経費とか印刷費とかそういう

ものでございまして、長期計画の策定、当然こ

の中で我々は策定をしなければいけないわけで

ございますが、通常毎年こういう予算は計上し

ておりまして、その枠内で我々はやるというこ

とでございます。

県は総合計画をつくらんければつ○野辺委員

くらんでもいいという話ですが、以前は、国の

三全総、四全総を上位計画として宮崎県の第三

次、第四次、第五次というのはつくってこられ

たと思うんです。そして、各市町村も県の計画

に基づいて、整合性をもって県の計画を上位計

画として策定してきたと思うんです。そういう

面からすると、どうしてもくるくる変えてしま

うということは私は納得いかんのですが、もう

一点、４年なら４年でいいですけど、それを策

定した場合に、県のいろんな各種計画、これを

策定し直す必要はないんですか。

今おっしゃるのは部門別○渡邊総合政策課長

計画のことだろうと思うんです。この部門別計

画というのは、いわゆる県の総合計画を一つの

根拠にしながらつくっている計画もあれば、国

の法律に基づいてつくっているのもあります。

いろいろあります。この計画に基づいてつくっ

ているものであれば、できるだけそれに沿う形

で改定をしてほしい。ただし、今の計画につき

ましては、施策の基本的な方向についてはそん

。 、 、なに移動はない ただ 組みかえといいますか

枠組みが違うものがあれば、その辺については

必要最小限度の改定等をやってほしいというこ

とを今お願いしているところでございます。

前知事のときに策定された総合計○野辺委員

画に従って、例えば農業・農村計画とか、あれ

。は総合計画書よりも何千万かかかっていますね

そういう各種の計画の策定し直しというのが

あって恐らく数億円かかっていますよ。今度は

最小限にとどめるということであっても、各種

計画を見直すということになると相当な予算が

必要になってくると思うんです これはそう言っ。

てもしようがないわけですけれども、その辺も

十分考えて今後の総合計画というのは、仮に知

事がそういう考えであっても、基本的には、や

はり一本通したものを県の総合長期計画として

私は置いておくべきだと、そういう気がしてな

りません。

今ちょっと例で出された○渡邊総合政策課長

と思うんですけれども、農業基本計画でござい

ますが、この枠組みについて我々もいろいろ分

析しておりまして、農業基本計画について枠組

みは変わらない形になっておりまして基本的な

施策については移動はないと。ただ、我々の考

えとしましては、そういう部門別の基本的な施

策の方向については、前回２年前に改定をやり
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まして基本的に変更はない。問題は、その中か

らこの４年間、重点化してどの項目をやってい

くのか、そのあたりを抜き出して整理するとい

うのに今回の計画の特徴があるのかなと。した

がいまして、部門別計画については、今の現計

画の基本的な枠組みについてはほとんど踏襲す

る形になるのではないかと、我々はそう思って

います。

ほかありませんか。○萩原委員長

同じような話ですが、補正のとき○由利委員

も言いましたけど、課長が言うようにこれは大

綱だと、僕はそれでいいと思うんですね。同じ

ことを言いますけれども、安藤さんがああいう

ことでイレギュラー 東国原さんが出てくる―

。 、 、― またわかりません それはわかりません

政治の世界ですから。そういったときに、しか

し、県行政としてきちっとしたぶれない県の目

指す方向というのは絶対必要だと思んです。知

事は、行政マンである前に政治家ですから、政

治家としてのいろんなアピールをしますよ。し

かし、それに100％県行政が引きずられたら、私

は県行政なんていうのは、初めからアメリカ大

統領制みたいに大統領がかわった時点で役人さ

んも２万人ぐらい総入れかえというようなシス

テムであれば別ですよ。しかし、日本の地方自

治というのは大統領制であっても基本的には役

所は変わらんわけですから、役人も変わらんわ

けですから、だから、そこがやっぱりきちっと

リードしていく。ただ、硬直化していくことは

ありますから、そこは柔軟性を持たせるように

時の政治家である知事がいろいろと対応すれば

いいわけで。だから、県行政として宮崎県の目

指す方向を大綱として示す。鳥取はもうなくし

たというけれども、極端なことを言えばそこに

行き着くわけですね 今回大綱でということだっ。

たから、一つの知恵だなと私はそういうふうに

見るんです。今、野辺さんもおっしゃったよう

に、それぞれ部門別で重点的に特徴的にその知

事がやろうとしていることは、実は、この部門

別のここを重点的に施策展開していけば知事が

おっしゃるようなこういうことになりますよと

いうことの説明というか、説得というか、素人

さんですから、そういうふうに指導していくと

いうのは必要だというふうに私は思います。だ

から、今回は相当知恵を働かせてやっていらっ

しゃると思う。

僕は今、来る前にある会合に出て言ってきた

んですけど、ここでこういうことを私の立場で

言う必要もないのかもしれないけど、あえて私

の立場で言わせてもらう。きのうだって委員会

が始まっているのに、きょうの朝のテレビ見た

ら、知事は東京に行ってビートたけしさんなん

かと出ているんですね。芸人としてのまだ残さ

れた仕事があってやっているのか、あるいは知

事としての仕事なのかなと思いますけど、それ

はそれでいいんです。批判しているんじゃなく

て。というのは、今までの宮崎県の知事と違っ

、てあれだけ宮崎県を全国に発信していただける

そういったあの人は立場を持っていらっしゃる

から、今まで宮崎県にない資質を持った知事、

、資質というか人脈を持った知事だということで

それもどんどんどんどんやっていただきたい。

ただ、地域に根差したというか、そういった地

道に積み上げていかなくちゃいけないこととい

うのがほとんどなんですね。それはやっぱり県

行政がきちっと押さえておいて、両々相まって

宮崎県全体として新しい宮崎ができてきました

と、こういうことにならなくちゃいけないわけ

で、だから相当心して、今までもそうでしたで

しょうけれども、行政マン上がりの知事さんと
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は違う知事さんということになると、僕は、県

の皆さんがその辺のところは戦略的にリードし

ていっていただきたいなと逆に思いますね。

今 野辺委員がおっしゃっ○渡邊総合政策課長 、

た、あるいは由利委員が御心配されているとこ

ろでございますけど、我々としましても、基本

的に現計画の継続性というのは一番大事だとい

うふうに考えておりまして、そういうものを前

提にしながら、今回知事が掲げられたマニフェ

ストあるいは直面する県の課題、そういうもの

を重点的な施策としてすくい上げてそれを厚み

のある展開をする。各部門ごとの基本的な施策

の枠組み、そういうものについては現計画の基

、本的な枠組みがそんなに変わるものではないと

我々はそういうふうに思っていまして したがっ、

て、そういう意味では大綱的なもの。今回我々

は初めての試みでございまして、全国にも余り

例がありません。だから、いろんな御意見があ

るんだろうと思います。そういうものを覚悟し

て我々もできるだけいい計画をつくっていきた

いと。これが全国のモデルになるような計画に

ぜひしたいというふうに我々も思っています。

よろしくお願いしたいと思います。

ほかございませんか。○萩原委員長

それでは、議案以外、その他のその他ありま

せんか。

ないようでしたら、以上をもって総合政策本

。 。部を終了いたします どうもお疲れさまでした

暫時休憩いたします。

午前10時50分休憩

午前10時52分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、出納事務局○美濃田出納事務局長

の平成19年度当初予算につきまして御説明申し

上げます。

お手元の歳出予算説明資料の407ページをお開

きください。表の上の欄でありますが、出納事

務局は、会計課、物品管理課合わせまして総額

７億4,808万1,000円でありまして、対前年

比23.9％の減となっております。

それでは、初めに会計課の予算について御説

明いたします。409ページをお開きください。会

。計課は予算総額５億5,131万3,000円であります

対前年当初比20.2％の減となっておりますが、

主な減の要因は、積算人員の減、旧財務会計シ

ステムの終了等に伴う減であります。

その予算の主なものにつきまして御説明いた

します。次の411ページをお開きください。

まず、上の段の（目）一般管理費（事項）職

員費２億7,920万6,000円であります。これは会

計課職員37名の人件費であります。

次に、中ほどの（目）会計管理費（事項）出

納事務費１億7,425万円でありますが、これは出

納事務執行及び財務会計システムの運営管理に

要する経費であります。

次に、下の段の（事項）証紙収入事務費9,785

万7,000円でありますが、これは収入証紙の売り

さばきに要する経費であります。

続きまして、物品管理課の予算について御説

明申し上げます。413ページをお開きください。

予算総額は１億9,676万8,000円であります。対

前年当初比32.7％の減となっておりますが、主

な減の要因は、現業職員の非現業化による積算

人員の減によるものであります。

その予算の主なものにつきまして御説明いた

します。次の415ページをお開きください。
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まず、上の段の（目）一般管理費（事項）職

員費１億8,085万4,000円であります。これは物

品管理課職員22名の人件費であります。

次に、中ほどの（目）財産管理費（事項）物

品管理及び調達事務費811万4,000円であります

が、これは物品の管理及び物品の調達に要する

経費であります。

次に、下の段の（事項）車両管理事務費780万

円でありますが、これは県有車両の維持管理な

どに要する経費であります。

以上でございます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。

説明が終了しました。質疑はあ○萩原委員長

りませんか。

職員の皆さんが出張旅費は個人で○緒嶋委員

今計算して請求するというか、それは会計課の

仕事ですか。積算というか、調書をつくるため

に入力に時間がかかるから、職員はそのために

残業して旅費の請求をしよるという話も聞くわ

けです。そこ辺がかえって合理化されたようで

コストがかかるということを聞くわけですが、

そのあたりは聞いておられますか。

先生から前回の委員会でもお○森山会計課長

話がありましたけれども、それについて前々か

ら指導はしてきておったんですけれども、先生

から言われまして再度各事務所に対して指導し

ております。ペーパーでもできるわけなんです

けれども、簡素化できるために集合払いという

やつもあるわけです。それについて知らない人

もおったものですから、それについては指導し

。 。ております 随分簡素化もできているはずです

以上でございます。

今のシステムそのものが合理化に○緒嶋委員

なっていないんじゃないかという職員もおるん

です。ほかの県ではシステムを改めておるとこ

ろもあるというのを聞くわけですが、そのあた

り本当に合理化になっているんですか。経費が

かかり過ぎているじゃないかという話も聞くか

ら。

旅費のプログラムでご○美濃田出納事務局長

ざいますけど、当初は、全画面を最初からずっ

、と開いていかないとできなかったわけですけど

それを途中カットできるようにしたり、かなり

プログラムも現在改善をしております。これは

各職員からいろんな意見が出まして、それに対

応して改善できるものはかなり改善をしてきて

おります。

私はそういうシステムは詳しくな○緒嶋委員

いから、何しろ、職員は戸惑うというか、それ

になれていないというか面倒くさいだ何だとい

うようなことで、容易でないというような話を

特に出先の皆さんから言われるんですね。個人

で計算しないといけないというようなことで。

そういう一つの時の流れとは思うんですけど、

残業までして自分の旅費を計算しないといけな

くなったら何のための残業かわからんようなこ

とだから、今後簡素化すべきところは簡素化し

てやらないといけないんじゃないかという気が

しますので、その辺は今後とも改善すべきはし

。ていただきたいということを要望しておきます

ほかありませんか。○萩原委員長

その他もありませんね。ないようですので、

以上をもって出納事務局を終了いたします。ど

うもお疲れさまでした。

暫時休憩します。

午前10時59分休憩

午前11時２分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明
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を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、人事委○渡辺人事委員会事務局長

員会事務局の平成19年度当初予算について御説

明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の491ページをお開

きください。表の一番上の当初予算額の欄でご

ざいますけれども、人事委員会事務局の予算額

は１億6,104万3,000円でありまして、対前年度

比で0.4％の減となっております。

次に 各事項ごとに御説明いたします めくっ、 。

ていただきまして495ページをお願いいたしま

す。

まず、上から６段目の（事項）委員報酬708万

円は、人事委員３名に対する報酬であります。

次の（事項）委員会運営費109万7,000円は、

人事委員会の開催等に要する経費であります。

次の（事項）職員費１億2,260万1,000円は、

事務局職員15名の人件費であります。

次の（事項）事務局運営費500万5,000円は、

旅費その他の事務局の運営に要する経費であり

ます。

それから、一番下の（事項）県職員採用試験

及び任用研修調査費1,466万1,000円は、採用試

験の実施等に要する経費であります。内容につ

。 、きましては次のページをごらんください まず

１の県職員採用試験に要する経費は、試験問題

の印刷、試験会場の借り上げ、パンフレットの

作成等に要する経費であります。２の任用制度

等に関する調査研究に要する経費につきまして

は、人事行政の調査研究や試験結果の採点処理

等に要する経費であります。

次の（事項）警察官採用共同試験実施費241

万8,000円は、警視庁ほか２つの府県と共同で採

用試験を実施する経費でありまして、試験案内

。や試験問題の印刷等の事務的経費でございます

次の（事項）給与その他の勤務条件の調査研

究費605万円は、給与等に関する人事委員会勧告

の基礎資料となります民間給与実態調査などに

要する経費であります。

最後に （事項）審査監督費213万1,000円は、、

勤務条件に関する措置要求ですとか不服申し立

ての審査等に要する経費及び労働基準監督関係

に要する経費でございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○萩原委員長

質疑はありませんか。

今から申し上げることが人事委員○米良委員

会の範疇かどうかわかりませんが、今回、知事

が政策的な議論をする中で、４年間で700名削減

をして100億円削減すると。前代未聞と言えばそ

うだと思いますけれども、そこらあたりの政策

的なものは深い意味があって新しい知事が出さ

れたのかどうかということが１つ。それから、

そういうものを受けて、人事委員会として果た

して事前にそういう将来的にわたる人事構想な

るものが知事とすり合わせというか、そういう

協議会、委員会がなされたのかどうかです。そ

こあたりは局長どうなんですか。

これは米良委員も十分○渡辺人事委員会局長

御承知かと思いますけれども、定数の総合調整

権は知事にございますので、人事委員会の範疇

にございません。したがいまして、知事あるい

は知事部局の方でどういうお考えのもとに構想

といいましょうか、そういったものが検討され

ているのかということについては私どもとして

は承知をいたしていないというところでござい

ます。

そこで、５千何がしかの職員の中○米良委員
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でのこれから将来にわたる行政的な仕事をして

いく中で、心理的な問題が一つあると思うんで

す。どういう方法で700人削減をしていけばいい

のかという単なるそういう構想であれば、私は

県民がどう受けとめておるかわかりませんけれ

ども、そこらあたりは十分人事委員会の局長を

中心とした人事委員会というのがあるわけです

から、そこ辺の構想をどう将来的に展開をして

いって、そしてしかるべき職員の皆さんたちの

意識がどう変わっていくのかという一つの危惧

するものが私はそこに派生をすると思っておる

んですよ。十分なそういう中身的なものの将来

にわたる県職員としての展開の仕方というか、

多少職員の間に違和感といいますか、そういう

ものは派生をしてくるような気がしてならんの

ですけれども、もしそういうことが職員の中で

あれば 人事委員会としてももう少し深くチェッ、

クしながら、ただ単なる知事のマニフェストの

中でそれがうたわれて、本当にそれが正しいの

かどうかということを私は考えるんです。その

あたりもう少し慎重に人事委員会としても対処

していく必要があるんじゃないかと思うんです

けど、そこ辺どうですか。

米良委員の方から○渡辺人事委員会事務局長

ただいま御意見ございましたけれども、私ども

人事委員会といたしましても、人事行政の確保

という使命も当然にございますので、したがい

、 、まして 知事部局の動き等も十分注視しながら

職員が意欲を持って県勢発展に貢献できるよう

に、そういう視点から十分に注視をしながら、

また人事委員会として調査研究あるいは検討で

きる事項があれば、十分にその辺は前向きに対

応してまいりたいと、このように考えておりま

す。

もうこれ以上申しませんが、今、○米良委員

局長、そういうお考えのようでありますから、

基本的なものは基本的なものとしてぴしっと押

さえながら、ただ単なる知事の人気とりという

、 、ことじゃなくて 県民にどう映るかというのは

これはきれいに映っていきますよ きれいに映っ、

ていくけれども、さっき総合政策の、これから

の中心とした政策的なものにつくり変えるとい

う話もありましたけれども、そういうことと整

合性を持ちながら人事行政というのもあわせて

いかないと、単なる４年間のうち700人削減をし

て100億削減すればいいという、いい意味で県民

には映るかもわかりませんけれども、内容的に

はどうなのかということをきちんと、今、局長

がおっしゃいますように、そこ辺をすり合わせ

をしながら対処していかないとこれは大変だろ

うと思います。答えは要りません。

ほかありませんか。○萩原委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでありますので、以上○萩原委員長

をもって人事委員会事務局を終わります。どう

もお疲れさまでした。

暫時休憩します。

午前11時11分休憩

午前11時12分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、監査事務局の○甲斐監査事務局長

平成19年度一般会計予算につきまして御説明を

申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料でございます。こ

れの485ページをお開きいただきたいと存じま

す。表の一番上の当初予算額の欄をごらんいた
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だきたいと存じます。監査事務局の予算額は２

億2,759万8,000円でございまして、対前年度当

初比で1.8％の減となっております。御案内のと

おり、今年度は骨格予算ということになってお

りまして、総額で19.6％の減となっております

けれども、この中で、監査事務といいますか、

その性格からして経常的経費であるということ

から 現段階での年間所要額を措置をしてもらっ、

ているところでございます。

それでは、この内容につきまして、次の489ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

、 、（ ）まず 上から５段目になりますけれども 項

総務管理費（目）一般管理費（事項）外部監査

費になっておりますが、1,808万5,000円につい

てであります。これは外部監査の実施に要する

経費でございますが、今回別途に議案第39号と

してお願いをいたしておりますので、後ほど説

明をさせていただきます。

次に、その下の項の監査委員費についてであ

ります まず 目 委員費でございますが 3,131。 、（ ） 、

万2,000円をお願いをしております。この内訳で

ございますけれども、まず （事項）委員報酬で、

ございます。監査委員４名の給与及び報酬でご

ざいます。その下の（事項）運営費でございま

すが、これは監査委員４名の旅費などの監査活

動に要する経費でございます。

次に、下から３段目の（目）事務局費でござ

います。１億7,820万1,000円お願いしておりま

すが、この内訳は、まず、その下の（事項）職

員費でございますが、事務局職員17名の人件費

でございます。また、次の490ページの事項の運

営費でございますが、これは事務局職員の旅費

など監査活動あるいは事務局の運営に要する経

費でございます。

それでは、次に、議案第39号の包括外部監査

契約の締結について御説明をさせていただきま

す。平成19年２月定例県議会提出議案（平成19

年度当初分）の135ページのとおりでございます

けれども、お手元の方に資料としてお配りをさ

せてもらっております。したがいまして、この

委員会資料で説明をさせていただきたいと思い

ます。

１ページをお開きいただきたいと思っており

ます。この議案は、平成19年度の包括外部監査

契約の締結に当たりまして、地方自治法第252条

の36第１項の規定により、議会の議決に付する

ものでございます。

この資料の括弧書きでくくっておりますけれ

ども、ここで根拠規定を示しておりますが、こ

れにありますように、毎会計年度契約を締結す

るようになっております。この契約の目的でご

ざいますけれども、資料の２に掲げております

ように、包括外部監査人による監査の実施、そ

れとその結果の報告を求めるものでございまし

て、その契約金額は、３番目にございますよう

に1,751万2,000円を上限とする額をお願いをい

たしております。

この外部監査契約は、地方自治法におきまし

て、弁護士、公認会計士などと締結することと

されておりますが、契約の相手方といたしまし

ては、今年度に引き続きまして、公認会計士と

しての長年の実績と識見を有しておられます竹

之内敏伸氏との契約を考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

執行部の説明が終了しました。○萩原委員長

質疑はありませんか。

後学のために教えてください。公○米良委員

認会計士ですが、これは各県ともこういう契約

の仕方ですか。例えば入札とか、各県によって
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そういうところがあるんですか。ことしに引き

続いてということでありましたから。

今御指摘の件は、平成11○甲斐監査事務局長

、 、年度に制度導入されておりますが このときに

今おっしゃっているような形の一般財務で言っ

ているような随契とか競争入札とかでなしに、

この根拠として包括外部監査契約という条文が

ございまして、これによって契約をすることに

なっております。そして、こういう業務をでき

る資格ということで公認会計士とか弁護士等が

明記されておりまして、この中から契約をしな

ければいけないということで、これは全国この

ような形で契約をいたしております。いわばそ

の準備行為だというふうに理解をいたしており

ます。参考までに申し上げますと、全国でも47

都道府県中42の都道府県で公認会計士というこ

とになっております。

この場合、持ち帰りで事務所で監○米良委員

査をするんですか。監査事務局に来てされるん

ですか。

監査事務局の方に包括外○甲斐監査事務局長

部監査人の部屋を用意しておりましてここで

やっていただいております。具体的にテーマに

つきましてはそれぞれ包括外部監査人の方から

設定がありますので、その後において関係部局

を直接呼び込んでそこでやっていると。必要に

応じまして現場での実地の監査というのも可能

でございますが、今までのところそういう部屋

を用意しておりますので、そこの中でやってい

るというような状況にございます。

1,700万ですけど、内容としては、○米良委員

公認会計士の竹之内さんの事務所から大体何人

ぐらい来て、年間どのくらい日数的にかかるも

んでしょうね。

17年度の精算をしており○甲斐監査事務局長

ますから、このケースで申し上げますと、1,700

万というのが、通常、監査人が契約いたします

が、ほかに３名の補助者といいますか、これは

すべて公認会計士でございますが、その３名の

補助者を使ってやっておりまして、17年度のケ

ースで４名で大体200日かかっております。これ

につきましては、積算上は大体150日で積算をし

ておりましたので、実質は200日ということです

から、計算上は50日分についてはいわば持ち出

しといいますか、報酬の額につきましては上限

を示しておりますから、監査の内容からいたし

ましてどうしても150日でおさまらないという実

態がございます。しかし、これは契約でもって

上限を決めておりますから、その分については

いわば公認会計士の皆さんの負担というような

形でやられた実態がございます。18年度につき

ましては、現在精力的に取りまとめが進められ

ておりますので、いずれ近日中には御報告でき

るかと思っております。

50日は奉仕的なものになるという○米良委員

ことですが、ほかの公認会計士事務所からそう

いう要請なるものがあるものでしょうか、ない

ものでしょうか。外部監査契約について、うち

。もやりたいというところあたりがあるんですか

どういう形でやるかとい○甲斐監査事務局長

うのは非常に私ども悩んでいるわけでございま

すけれども、現在、公認会計士の方が県内に23

名いらっしゃいます。平成11年度、これは制度

導入時からでございますが、どういう形でやる

のが一番適正かということでいろいろ検討した

結果、日本公認会計士の協会がございますが、

それの南九州部会の宮崎部会といいますか、南

九州会宮崎部会というのがございまして、その

部会長さん方と協議をしまして、基本的には公

認会計士等であれば十分対応できますので、こ



- 88 -

ういう制度が入ってきたので検討してほしいと

いうことで部会の方に働きかけいたしました。

結果的には部会長の方がずっとやっております

けれども、これは交代されます。法律上も４年

続けてはできないということになっております

ので ３年間はなれた方がいいということでやっ、

ておりますけれども、今度の竹之内敏伸氏とい

うのがことしが今２年目でございまして、19年

度で３年目ということで、法律でいう上限とい

うことになりますので、なれた方でということ

で、一応これも公認会計士の宮崎部会と協議を

させてもらった結果でこういう形で案を上げた

ところでございます。

ちょっと局長の意見を聞きたいん○野辺委員

ですが、今度監査委員が２名学識もかわられま

すね 議会の委員も２人交代ですね 場合によっ。 。

ては局長も異動になるかもしれませんね。そう

なった場合、全員が一括して交代ということに

ついてはちょっと問題があるんじゃないかなと

いう気がするんですが、以前はそうでなかった

のかもしれません、いつの間にか学識も一緒に

なってしまったのかもしれませんが、特に、学

識を交代というかそういうのを要請されるとい

うようなことはなかったんですか、例えば任期

をずらしてくれとか。

監査委員の任命権は知事○甲斐監査事務局長

にございますので、なかなか私のことで公の場

で申し上げるのはいかがと思いますので、個人

的な意見ということで申し述べさせていただき

たいと思いますが、本来のスタート時点では、

今の監査委員制度というのは昭和21年にたしか

できておりますが、そのときは、委員御指摘の

とおりに、行政委員会としての継続性を持たせ

るという意味合いもございまして、それぞれほ

かの行政委員会の委員さんと同じように、任期

も継続性を持つような形で違えてあったんです

が、長年こういう歴史を通じました結果、途中

で委員さんの都合等によりまして辞任という結

果等がありまして、結果的にたまたまこういう

形でお二人とも任期が一緒になってしまったと

いうのが実態でございます。そういう面でも御

同意いただいておりますから、当然条件整備さ

れておりますから、多分今回議決いただいたよ

うな形で発令はされると思っておるんですけれ

ども、そういうこともありますので、補助機関

であります私どもでそういう問題が生じないよ

うに、監査機能の強化については常に念頭に置

きながらやっておりますから、そういうことが

ないように補佐をしていく必要があるというこ

とでそれぞれ努力いたしておりますから、とり

あえずは今のような状況で対応していかざるを

得ないということで思っておりますので、そう

いうことで御理解を賜りたいと存じます。

今言われたとおりなんですが、学○野辺委員

識の委員からそういうことも言えないでしょう

から、やはり議会選出の委員から知事の方にそ

ういう要望といいますか やる必要があるんじゃ、

ないかという気がするんです。

それでは、以上で監査事務局を○萩原委員長

終了いたします。どうもお疲れさまでした。

暫時休憩します。

午前11時26分休憩

午前11時27分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

当委員会に付託されました議案について説明

を求めます。なお、委員の質疑は、事務局の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

それでは、県議会事務局○後藤議会事務局長

の平成19年度当初予算について御説明いたしま
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す。

お手元の歳出予算説明資料の１ページをごら

んください。議会事務局の当初予算総額は12

億4,997万8,000円で、前年度に比べ1.3％の増と

なっております。なお、議会事務局の当初予算

につきましてはすべて骨格予算として計上いた

しております。

それでは、ページをめくっていただきまして

５ページをお開きください。

（ ） 、上から４行目の 目 議会費でございますが

８億6,147万3,000円であります。以下、事項ご

とに御説明申し上げます。

まず （事項）議員報酬でございますが、議員、

の報酬、期末手当等の経費で６億263万4,000円

を計上しております。

次に （事項）本会議運営費でございますが、、

本会議、議会運営委員会の開催に要する経費

で4,563万円を計上いたしております。

次に （事項）常任委員会運営費でございます、

が、常任委員会の開催、県内外の調査活動等の

運営に要する経費でございまして、1,459万

円1,000円を計上いたしております。

、（ ） 、次に 事項 議会一般運営費でございますが

各種行事への出席や海外調査に要する経費及び

政務調査費に係る交付金等でございまして、１

億8,863万2,000円を計上いたしております。

ページをめくっていただきまして６ページを

ごらんいただきたいと思います。

一番上の段になりますが （事項）特別委員会、

運営費でございます。特別委員会の開催、県内

外の調査活動等に要する経費でございまし

て、998万6,000円を計上いたしております。

続きまして （目）事務局費でございます。３、

億8,850万5,000円であります。これも以下、事

項ごとに御説明申し上げます。

まず （事項）職員費でございますが、職員32、

名の給与等でございまして、２億7,261万1,000

万を計上いたしております。

次に （事項）本会議運営費でございます。本、

会議の記録、印刷等の運営に要する経費で1,414

万5,000円を計上いたしております。

次に、常任委員会運営費でございますが、常

任委員会の調査活動の職員の随行等に要する経

費で288万円を計上いたしております。

次に （事項）図書室運営費でございます。議、

員の調査活動に供するための図書購入など、図

書室の運営に要する経費で626万1,000円を計上

いたしております。

次に （事項）議員寮運営費でございます。議、

員寮の維持管理に要する経費で1,006万3,000円

を計上いたしております。

、（ ） 、次に 事項 議会一般運営費でございますが

議会一般運営に要する経費としまして8,176

万2,000円を計上いたしております。このうち、

新年度は議会棟の経年劣化調査に要する経費と

いたしまして905万円をお願いいたしておりま

す。議会棟が建設時から多くの年数を経ており

ますことから、来年度この調査を実施いたした

いというふうに考えております。

最後に （事項）特別委員会運営費でございま、

す。特別委員会調査活動の随行等に要する経費

で78万3,000円を計上いたしております。

当初予算につきましての説明は以上でござい

ます。

次に、お手元に総務政策常任委員会資料をお

配りしてあると思いますが、東国原知事等の誕

生に際しまして、この議会の状況がどうであっ

たか、傍聴その他の状況がどうであったかを御

報告申し上げたいと存じます。

１ページをお開きいただきたいと思います。
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まず、２月定例県議会本会議傍聴者の状況と

いうことでここに実績を書いております ２月15。

日開会日で知事の所信表明があった日でござい

ますが、傍聴希望者が110名、そして傍聴席入場

、 、者が60名ということになっておりまして 以下

本会議の期間中に傍聴希望者としてお集まりに

なった皆さんが累計750名、議場の傍聴席に入場

された方が591名ということになっております。

下の米印に書いておりますけれども 傍聴席は60、

席でありますために、先着順ですといろいろな

混乱も想定されましたことから、抽せんを実施

することにしておりまして、実際抽せんを行い

ましたのは２月15日の所信表明の日でございま

した。それから、米印の３番目に書いてござい

ますように、残りの方につきましては、新しい

試みでございましたけれども、第５委員会室に

設置いたしました臨時のモニターテレビで傍聴

いただいた次第でございます。

過去４年間の中で、一つの議会として一番傍

聴数が多かったのがこの定例会ということでご

ざいます。２番目は、ちなみに安藤知事が誕生

されました15年の９月議会、このときが傍聴者

数が少しこれを下回ると、698名というような状

況でございました。

それから、今回につきましては、地元のＭＲ

Ｔテレビ、ケーブルテレビでライブ放送が実施

されましたので、そういうことからも傍聴に見

えた方は若干少なくなったのかなというふうに

思いますが、そういうことを加味しますと、や

はり相当注目度の高い議会であったかなという

ふうに思っています。

それから、傍聴に見えました皆様につきまし

て対応の面で若干のクレームがございました。

なぜ抽せんするかとか、せっかく早く来たのに

とか、そういうのはございましたが、それ以外

につきましては大きなトラブルはございません

でした。

それから、議場に入られて傍聴された方につ

きましてアンケート調査を実施いたしておりま

す。厳しい御意見を含めて、評価する御意見、

いろいろ多岐に分かれております。こちらの方

につきましては、議員の皆様の御意向等を伺い

ながら今後まとめたものをお届けできればとい

うふうにも考えております。

続きまして、２ページの方をごらんいただき

たいと思います。

本会議につきましてはインターネットで議会

の状況を中継いたしております。この表に書い

てございますように、ライブ中継と録画中継、

両方やっておりますが、非常に驚くべき数字が

出ておりまして 下から２段目の２月15日から27、

日までの合計件数、ライブ中継を見ようとアク

セスされた方が11万5,963人いらっしゃいまし

て、１日当たり１万9,327人、それから、録画中

継の方が38万4,903人ということで、合わせます

と延べ50万を超えるインターネット中継の放送

をごらんになった皆様がいらっしゃるというこ

とでございます。

３ページをごらんいただきたいと思います。

定例会だけの状況を前の議会等と比較いたしま

すと、ライブ中継が、19年２月議会がいかに大

きな視聴者がいらっしゃったかということがお

わかりいただけると思います。それから、右側

の表、録画中継ですが、ここも２月で39万1,000

となっております。この数字は前のページの録

画中継の38万4,000と若干違っておりますけれど

も、これは２月全部をトータルした数字という

ことで前の録画中継に加算されているものであ

ります。したがいまして数字が若干違っており

ます。
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宮崎県につきましては、右側の下の方に書い

てありますけれども、インターネット中継は昨

年の６月から試験運用を始めました。その後、

ライブ、録画とも今、九州で最多のアクセス件

数があるということでございます。それは全国

においてもかなり上位の方に位置しておりまし

て、内容は、ここに書いてありますように、ラ

イブで平成18年で４位、録画で１位ということ

で、この２月定例会を入れなくても、宮崎県議

会、いろいろな意味で外から興味を持って見ら

れているということかなというふうに考えてお

ります。

ちなみに、昨年度は台風の大災害等ございま

したし、今年度は11月の例の不祥事件もござい

ましたり、いろいろ本当に全国的に話題になっ

ていたのかなと、後で結果で思う次第でござい

ます。

報告は以上でございます。よろしく御審議お

願い申し上げます。

事務局の説明が終了しました。○萩原委員長

質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

特にないようであります。○萩原委員長

以上をもって議会事務局を終了いたします。

どうもお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時39分休憩

午前11時43分再開

委員会を再開いたします。○萩原委員長

まず、採決についてですが、６日の13時30分

から行いたいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○萩原委員長

ただきます。

次の委員会は６日の１時30分再開と決定いた

しました。

そのほかないですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでしたら、本日の委員○萩原委員長

会を終了いたしたいと存じます。どうもお疲れ

さまでした。

午前11時44分散会
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平成19年３月６日（火曜日）

午後１時30分開会

出席委員（８人）

委 員 長 萩 原 耕 三

副 委 員 長 満 行 潤 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 坂 元 裕 一

委 員 米 良 政 美

委 員 由 利 英 治

委 員 野 辺 修 光

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 古 谷 信 人

委員会を再開いたします。○萩原委員長

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決をいた○萩原委員長

します。

本委員会に付託を受けました議案第１号外19

件すべての議案につきまして、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。よって、○萩原委員長

本委員会に付託を受けました議案第１号外19件

のすべての議案につきまして、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につき

ましては、引き続き閉会中の継続審査といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○萩原委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目として特に御要望等はござい

ませんか。

今度の６月の肉付け予算ですね、○緒嶋委員

それは議会を開かないとどうにもならんけど、

県の経済状況を見ると やはり東京あたりと違っ、

て景気がよくなったという実感というのはなか

なかないわけですね。そうなれば、できるだけ

肉付け予算の成立を早く図って公共事業等の発

注の時期を早めるようにせんと、今度は骨格だ

から、上半期の発注というのは時間的にも容易

じゃないと思うんです。そういう意味では前半

にできるだけ公共事業等も、上半期で７割以上

今まで発注していたわけですから、そういう努

力をやっていただくようにしなければ、今度法

人事業税が伸びたというけど、野村証券とか東

京に本社のあるところの所得が伸びただけで

あって、宮崎の製造業の事業所の所得が伸びた

。 、というわけじゃないんです そこ辺を考えれば

経済体制が脆弱なところはできるだけ早く公共

事業を、一般競争入札という厳しい状況もある

けれども、そこ辺も含めて、県の経済の浮揚に

結びつくような予算執行をやってほしいという

ことを要望しておかなきゃいかんのじゃないか

と思うんです。

ほかございませんか。○萩原委員長

知事公舎はどうですか。○満行副委員長
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これから公舎をどうするのかとい○米良委員

う視野に立って。入る入らんを明確にしないで

そのまま野ざらしにするか……。

知事、副知事は公舎に入って24○萩原委員長

時間対応できるようにしていただきたいという

ような要望はどうでしょうか。

有効活用もですね、県産材の○満行副委員長

モデル住宅でもあるわけですし……。

要望が通らないと、今後、知事は○緒嶋委員

知事公舎に入る条例をつくる……。今後将来的

に。

議発が少ないというように知○満行副委員長

事がおっしゃっておりますけど。

５億円もかけてつくってわずか３○米良委員

。 、年ですから そういう投資的なものを考えると

それを野ざらしにする……。

そういうことよりも、知事、副○萩原委員長

知事というのは24時間態勢で県民の安心・安全

のトップにおるんですから、それがやっぱり前

面でしょうね。金が５億かかったとかかからん

とかそういうのは問題外だから。

同時並行に後の活用をどうするの○米良委員

かということも含めて結論を出さんと。入る入

らんは。

日本家屋は寒いから入らんとこの○緒嶋委員

前はテレビで言ってたですよ。

どう活用するか鮮明にせんと せっ○米良委員 、

かく５億円もかけてつくったわけだから。県民

のとうとい財源を充てて、税金を充てて。

安心・安全な宮崎県だから、それ○米良委員

を標榜すればいい。

最初言ったようにモデル住宅○満行副委員長

、 。でもあるし 有効活用のために入ってほしいと

入居していただきたいと。○萩原委員長

入居をすべきと。すべきじゃない○米良委員

かと。

常勤でなきゃならないということ○坂元委員

はないので……。非常勤職員ですから、あるも

のをどうやって有効に使うか種々御検討願いた

いというぐらいにとどめないと、身体拘束まで

するということになると……。

モデル住宅でもあるので入居を○萩原委員長

検討していただきたいと、そういう言い方だっ

たらいいだろう。

ただ、あそこは危機管理の設備が○野辺委員

してあるでしょう。非常事態のとき、危機管理

局にかわる設備がしてありますね。そういう面

からは言っておいていいんじゃないですか。

入居の方向で検討していただき○萩原委員長

たい。それだったらいいでしょう。

それから、もう一つは、４年間で○米良委員

職員700名削減の100億削減ですね、いつの時点

で何百人かというのは出ていないでしょう。来

年はどのくらい、再来年はこのくらいという削

減の数というのは出ていないわけでしょう。で

きるだけ早い時期に一遍がいいのか、それをう

まく４等分して事務事業に支障のないようにし

た方がいいのかどうか、そこ辺がちょっと懸念

されるんだけど。端的に100億700人削減とか出

してくるけれども、計画的な削減の方向という

のは検討せんでいいもんだろうか。そこ辺は委

員長にお任せします。今までの700名は要らん

かったのか、今までは何だったのかという懸念

も。

安藤さんのあれでも４年間で900○萩原委員長

人削減ですよ。生首を取るわけじゃないんです

よ。

100億というのは、今の行革大綱で○坂元委員

も70億はいってる……。

それとコスト縮減というのはいい○緒嶋委員
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けど、財源確保に努力してもらわんといかん。

収入増をどう図るかということじゃないと。税

源移譲しても宮崎県の場合は税源を求める客体

がないわけだから。東京なんか今度の税源移譲

で収入増が8,000億円。地方税が５兆円。宮崎県

は1,000億。人口は宮崎県の10倍だけど、税源そ

のものは50倍ある。それだけ一極集中になって

いる。税源移譲で喜ぶのは大都市ですよ。課税

する客体があるから。こっちは課税するものが

ないから移譲されたって収入にならん。イノシ

シや猿に税金かけるわけにいかん。

収入増をどうして図るか具体的○萩原委員長

に検討していただきたいと。

なかなか難しいことですね。その○緒嶋委員

ためには交付税措置で配慮してもらわん限りは

宮崎の税収というのはなかなかふえないんです

ね。知事会等で税源移譲に伴う不公平感が逆に

出てきている。

、 。○萩原委員長 いいですか この３つぐらいで

それでは、お諮りいたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○萩原委員長

す。

その他何かありませんか。

ないようでございますので、以上で委員会を

終了いたします。どうも委員の皆さん、長時間

お疲れさまでした。

午後１時40分閉会




